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～環境と成長の好循環が図られる 

グリーン社会の実現をめざして～ 

 

 

 

 

 

香川県は、全国で最も小さい面積ながら、緑あふれる讃岐の山脈（やまなみ）や「世界の宝石」

と称えられる瀬戸内海、穏やかで温暖な気候と長い歴史の中で育まれた文化など、うるおいとや

すらぎに満ちた自然環境や生活環境に恵まれています。これらは、先人のたゆみない努力と情熱

により守り育てられ、本県の発展を支える揺るぎない礎となってきました。 

私たちは、こうした自然環境等のすばらしさや恩恵を享受する一方で、私たちの暮らしそのもの

が自然環境等のあり方を形作っています。地球温暖化に伴う気候変動、生物多様性の損失、大

気・水・土壌の汚染など、多くの深刻な課題に直面している今、私たち一人ひとりが環境保全に対

する意識を高め、日常生活の中で主体的に取り組むとともに、県民・事業者・民間団体・行政な

どあらゆる主体が一体となって、地域としての取組みを進めていくことが求められています。 

また、自然や景観等の地域資源を活かし、その魅力を向上させることは、潜在的な価値の発見

や新たなにぎわいの創出などにより、地域の活性化にもつながることが期待できます。 

こうした中、県では、環境問題への取組みを新たな成長の機会と捉え、産業構造や社会経済シ

ステム全体を変革する「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）」の視点も取り入れ、令和８年度

から５年間の環境保全に関する基本方向を示した「香川県環境基本計画」を策定しました。 

この計画では、本県がめざす環境の将来像を「環境と成長の好循環が図られるグリーン社会

の実現」とし、地球環境分野、資源循環分野、自然環境分野、生活環境分野の４分野にまたがる

基本目標を「環境を守り活かす人づくり・地域づくりの推進」としています。 

今後、県民の皆様、事業者、民間団体、市町など、さまざまな立場の方と緊密に連携と協力を

図り、カーボンニュートラルの実現、循環型社会の推進、自然と共生する地域づくり、安全・安心

な生活環境の保全に向けて、全力で取り組み、環境と成長の好循環が図られるグリーン社会の

実現をめざしてまいります。 

この計画の策定に当たりまして、県議会をはじめ、香川県環境審議会、県民の皆様から貴重な

ご意見、ご提言をいただきましたことに対し、深く感謝いたします。 

 

令和８年３月 

香川県知事  池 田 豊 人 
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 第１章 香川県の自然環境と社会経済  

 

１ 自然環境 

古くから海上交通の要衝として発展してきた本県は、昭和９（1934）年に日本で初めて国立公園

に指定された「瀬戸内海国立公園」の東部に位置し、四国の東北部にあります。 

北は県花・県木のオリーブで知られる小豆島をはじめ、現代アートの聖地として世界的に有名な

直島など、大小１１０余の島々が「世界の宝石」と称される瀬戸内海に浮かび、魅力ある風景を形作る

とともに、静かな海面や白砂青松の浜、古い港町の家並みや島々の段々畑など、自然と人間の営み

が一体となった郷土風景が他にはない特色となっています。 

また、南には讃岐山脈が連なり、北に向かって開けた讃岐平野には、讃岐富士（飯野山）などに代

表されるおむすび型の里山や、屋島に代表される溶岩台地が分布するなど、独特の景観を生み出し

ており、万葉集にも「玉藻よし讃岐の国は国柄か見れども飽かぬ」と歌われています。 

河川はおおむね讃岐山脈に源を発し、北流して瀬戸内海に注いでいますが、流路延長が短く、ま

た降水量が少なく、水資源に恵まれていないことから、県内には満濃池をはじめ、大小１万２千余の

ため池がつくられ、古くから県民の生活と密接に結びつくとともに、生物にとって大切な水辺の生息・

生育環境を提供しています。 

面積は全国で最も小さく（1,876.８３平方キロメートル）、全国に占める面積の割合は０．５％ほど

ですが、可住地面積の比率は高く、人口密度は中四国で最も高くなっています。 

気候は、年間を通じて比較的温暖であり、年間日照時間は全国上位にあります。また、地震・台風

などの自然災害は比較的少なく、これに温暖な気候、充実した都市型インフラなどが加わり、他地域

に比べて暮らしやすい地理的条件が強みとなっています。 

平地と山地がおよそ相半ばしているなか、土地利用は、讃岐平野を中心に田畑やため池からなる

農業地域が広がり、平野部の山々や讃岐山脈をはじめ、瀬戸内海に浮かぶ島々でも森林地域が形

成されています。これらの緑や水辺に囲まれた県土は、交通手段の発達に伴う生活圏、行動圏の拡

大により、自然的、社会的、経済的条件のいずれにおいても一体性が強く、全県的に高度な土地利

用が行われています。 

こうした豊かな自然環境は、人々にうるおいとやすらぎを与え、日々の暮らしを支える生活の基盤

となるだけでなく、観光や産業などさまざまな分野において、本県経済の成長を支える貴重な財産と

なっています。 
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図１－１ 年間降水量と年平均気温 

 
資料：気象庁「各種データ・資料（高松）」 

図１－２ 月別降水量と月別平均気温 

 
資料：気象庁「各種データ・資料（高松）」 

図１－３ 土地利用の現況（令和５年） 

 
資料：香川県環境政策課 
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２ 人口 

   本県の人口は、平成１１(1999）年の約１０３万人をピークとして減少に転じ、令和６(2024)年の

人口は約９２万人と、平成１２（2000）年以来２５年連続の減少となっており、減少幅が拡大傾向とな

っています。 

   国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、現状のまま何ら対策を講じなければ、今後、人

口減少は加速度的に進むことが見込まれ、令和２２（2040）年の本県の総人口は８１万人程度にま

で減少すると推計されています。 

   年少人口（０～１４歳）と生産年齢人口（１５～６４歳）は、今後も減少し、令和２２（2040）年に年少

人口は、９万人を割り込み、生産年齢人口は、４２万人程度にまで減少すると予測されています。一

方、老年人口(６５歳以上)は、平成２７(2015)年から令和２２(2040)年までの間は、３０万人前後

で推移すると予測されていますが、「かがわ人口ビジョン」(令和２年３月改訂版)では、令和４２

(2060)年に人口約７７万人を維持するという目標を掲げており、人口減少問題の克服と地域活力

の向上をめざし、幅広く人口減少対策を講じています。 

 

図２－１ 年齢３区分別人口の推移 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」、                                       

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年３月推計）」 

  

（万人） 
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図２－２ 人口の長期的見通し 

 

資料：かがわ人口ビジョン（令和２年３月改訂版） 

  

ピーク 1999年 約１０３万人 ２０２４年以降 
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④約７７万人 

実績（１９６０～２０１５年） 

 

 

①国立社会保障・人口問題研究所準拠 

 

 

②合計特殊出生率が上昇（２０３０年に１．８程度、 

２０４０年に２．０７程度）した場合 

 

 

③合計特殊出生率が上昇（２０３０年に１．８程度、 

２０４０年に２．０７程度）し、かつ、転入と転出 

（社会増減）が均衡した場合 

 

④合計特殊出生率が上昇（２０３０年に１．８程度、 

２０４０年に２．０７程度）し、かつ、２０４０年以降 

社会増１，０００人／年が継続する場合 
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３ 経済 

本県の令和４（202２）年度の県内総生産（名目）は、３兆９，７２２億円で、対前年度増加率（経済

成長率）は３．２％と２年連続のプラス成長となり、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中

で、緩やかな持ち直しの動きがみられました。 

県内総生産を産業別にみると、第１次産業が１．３％、第２次産業が２６.３％、第３次産業が７１.６％

を占めています。 

 

図３－１ 県内総生産額と経済成長率（名目） 

 

資料：令和４年度香川県県民経済計算 

図３－２ 産業別県内総生産（名目）の推移 

 

資料：令和４年度香川県県民経済計算 
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４ 県民の意識 

今回の香川県環境基本計画の策定にあたって、県民の環境に対する評価や関心、環境問題に関

する考え方及び環境配慮の取組状況などを把握するため、県政世論調査を実施しました。 

   令和６年度県政世論調査における環境に関する満足度・重要度の結果は次のとおりです。 

環境全般に対する県民の満足度の平均は３．４、各項目は２．９～４．０の範囲にあり、「どちらとも

いえない」と回答した県民が多い状況です。一方、重要度の平均は４．１、各項目は３．８～４．５の範

囲にあり、「とても重要である」又は「まあ重要である」と回答した県民が比較的多い状況です。 

項目別にみていくと、『空気のきれいさ』や『景観の美しさ』、『みどりの豊かさ』など、『身のまわりの

環境』の項目については、比較的満足度が高い傾向になっています。一方、『廃棄物の不法投棄対

策』や『地球温暖化対策』、『環境に関する情報提供の取り組み』、『環境教育・環境学習機会の提供』

など『行政の環境への取り組み』の項目については、比較的満足度が低い傾向になっています。 

 

図４－１ 環境に関する満足度・重要度の散布図 

 
 

  

空気のきれいさ

水のきれいさ

まちの静けさ

身近な生き物の豊かさ

みどりの豊かさ

景観の美しさ

夏や冬のすごしやすさ

下水道・浄化槽の汚水処理対策

交通や経済活動に伴う騒音・振動対策

野生生物の保護対策

自然公園の保全と整備

身近に自然とふれあえる場の整備対策

廃棄物の不法投棄対策

ゴミの分別、リサイクル対策

地球温暖化対策

環境に関する情報提供の取り組み

環境教育・環境学習機会の提供
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満足度

重

要

度

▲：身のまわりの環境

■：行政の環境への取り組み

満足度【高い】満足度【低い】

重要度【高い】

重要度【低い】
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【参考】 平均値の算出について 

 満足度・重要度のそれぞれの選択肢に得点を配分し、設問ごとに平均値を算出しています。 

満足度 重要度 得点配分 

とても満足している とても重要である ５ 

まあ満足している まあ重要である ４ 

どちらともいえない どちらともいえない ３ 

やや不満である あまり重要でない ２ 

とても不満である 全く重要でない １ 

 

 

｢とても満足｣×5＋｢まあ満足｣×4＋｢どちらともいえない｣×3＋｢やや不満｣×2＋｢とても不満｣  

『無回答』を除く有効回答者数 

 

｢とても重要｣×5＋｢まあ重要｣×4＋｢どちらともいえない｣×3＋｢あまり重要でない｣×2＋｢全く重要でない｣  

『無回答』を除く有効回答者数 

 

 

重要度 

平均値 
＝ 

満足度 

平均値 
＝ 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画に関する基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ・性格 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象範囲 

５ 計画の基本的な考え方 

６ 環境の将来像と基本目標 
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 第２章 計画に関する基本的事項  

 

１ 計画策定の趣旨 

   香川県環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）は、香川県環境基本条例に定める次の基本

理念のもと、同条例第９条に基づき、本県の環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために策定するものです。 

 

 

 

  ○ 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が守られ、かつ、より質の高いものとして将来の世代

へ継承され、及びその恵沢を県民が享受することができるように適切に行われなければなら

ない。 

 

  ○ 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること

を目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければなら

ない。 

 

  ○ 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環

境の保全に資するように積極的に行われなければならない。 

 

 

 

 

  

【基本理念】 
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第六次環境基本計画 

※令和６年５月閣議決定 

 

〈県政運営の基本指針〉 

香川県の総合計画 

〈環境分野の基本計画〉 

香川県環境基本計画 

（令和８年度～令和１２年度） 

〈個別計画〉 

・香川県地球温暖化対策推進計画 

・香川県循環型社会推進計画 

・香川県鳥獣保護管理事業計画 

・瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画 など 

２ 計画の位置づけ・性格 

   環境基本計画は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための中心的な役割

を担う計画であり、本県の環境の保全に関する「長期的な目標」を掲げるとともに、目標の達成に向

け、計画期間に展開する「施策の大綱（基本的事項）」を示しています。 

 

 （１） 県政運営の基本指針である総合計画の環境の分野別計画として、当該計画が示す政策の基

本的な方向に沿って、策定・推進します。 

 

 （２） 環境基本計画は、本県の環境政策を推進する基本的な計画であることから、県の環境に関す

る個別計画等は、環境基本計画が示す方向に沿って策定・推進します。 

 

 （３） 環境基本計画は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく環境教育

等の推進に関する行動計画として、また、「生物多様性基本法」に基づく「生物多様性地域戦略」

として位置づけます。 

 

 

 香川県環境基本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環
境
基
本
法 

(

平
成
5
年
11
月) 

香
川
県
環
境
基
本
条
例 

（
平
成
7
年
3
月
） 

第１５条 

 

第９条 

香川県みどりの基本計画 
施策 

の実施 

 国 

施策の方向性 

香川県 

【関連条例】 

・香川県生活環境の保全に関する条例 

・香川県自然環境保全条例 など 

 
【関連法】 

・環境教育等促進法 

・環境影響評価法 

・地球温暖化対策推進法、気候変動適応法 

・廃棄物処理法、循環型社会形成推進法 

・自然環境保全法 

・生物多様性基本法 

・大気汚染防止法 など 
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３ 計画の期間 

   計画の期間は、令和８（2026）年度から令和１２（2030）年度までの５年間とします。 

 

４ 計画の対象範囲 

環境基本計画が対象とする範囲は、香川県環境基本条例第８条に定める施策の基本方針に基づ

き、地球環境分野、資源循環分野、自然環境分野、生活環境分野の４つの分野で、それぞれ次の項

目について取り扱うこととします。 

また、森林や身近な緑などの自然環境については、香川県みどりの基本計画で取り扱うこととしま

す。 

 

【環境基本計画が対象とする範囲】 

地球環境分野 地球温暖化 

資源循環分野 廃棄物、水循環等 

自然環境分野 生物多様性、有害鳥獣、農地等 

生活環境分野 大気環境、水環境、土壌・地盤環境、騒音、振動、悪臭、化学物質 

 

【参考】 

 「香川県みどりの基本計画」の位置づけ 

「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例（平成１４年４月１日施行）」に規定する緑化の推進と

みどりの保全に関する基本的な計画であるとともに、香川県環境基本条例に規定する自然環境の

保全やみどりの創出などに関する分野における基本的な計画に位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

香川県環境基本条例（第 9条） みどり豊かでうるおいのある 

県土づくり条例（第 6条） 

香川県環境基本計画 香川県みどりの基本計 

 

みどり豊かでうるおいのある 

県土づくり条例（第６条） 

香川県環境基本条例（第９条） 

香川県みどりの基本計画 
香川県環境基本計画 

自然環境の保全やみどりの 

保全と創出に関する分野 

地球環境分野、資源循環分野、 

自然環境分野、生活環境分野 

・根拠 

・対象範囲 

記述内容 
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５ 計画の基本的な考え方 

 

 ○ 環境と成長の好循環によるグリーン社会の実現に向けて 

いま、地球環境の保全と社会経済活動を両立させ、環境負荷の少ない持続可能な社会である

「グリーン社会」の実現が求められています。 

そのために、私たちは、現在の世代の暮らしを維持しつつ、将来の世代も安全・安心で豊かな生

活を送れるよう、地球温暖化対策や自然との共生、資源の有効活用による循環型社会の構築に

取り組む必要があります。 

また、持続可能な社会の実現に向けては、環境問題への取組みを経済的な制約と捉える従来の

発想を転換し、新たな成長の機会と捉えることが重要であり、近年では、「ＧＸ（グリーン・トランス

フォーメーション）」など、産業構造や社会経済システム全体を変革することで経済成長と環境保

全の両立を図る取組みも広がっています。 

このような新たな視点を取り入れつつ、コロナ禍以降の社会経済情勢の変化も踏まえ、環境保

全施策により積極的に取り組むことで、「環境と成長の好循環」の流れを作り、環境、経済、社会が

調和する「グリーン社会」の実現をめざします。 

 

 ○ 環境を守り活かす人づくり、そして地域づくりに向けて 

私たちは、自然環境のすばらしさや恩恵を享受する一方で、私たちの暮らしそのものが自然環

境のあり方を形作っています。人間とそれをとりまく環境は、一方的な関係ではなく、互いに影響

し合いながら変化しており、この関係性を深く理解し、私たち自身が環境に配慮した行動をとるこ

とが、複雑かつ多様化する環境の課題への対応に不可欠です。 

将来にわたって人間が豊かに生きていくために、県民一人ひとりが環境保全に対する意識を高

め、主体的に取り組む「人づくり」とともに、その取組みが地域に根差したものとなるよう県民・事業

者・民間団体・行政などあらゆる主体が連携・協働する「地域づくり」も推進します。 

 

 ○ 環境課題の解決とＳＤＧｓの目標達成に向けて 

２０３０年までに「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を達成するため、現在、さまざまな分野で取組

みが進められています。ＳＤＧｓが掲げる経済・社会・環境をめぐる広範な課題に対する目標には、

環境の分野に関連する目標が多く含まれています。 

持続可能な社会の実現をめざして、地球温暖化対策の推進、循環型社会の推進、自然と共生

する地域づくりの推進、安全・安心な生活環境の保全を柱とする環境基本計画に基づき、各施策

を推進することにより、私たちが直面している気候変動や資源の枯渇、生物多様性の損失、海洋・

大気汚染といった環境課題の解決を図り、ＳＤＧｓの目標達成にも貢献していきます。 
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６ 環境の将来像と基本目標 

   「５ 計画の基本的な考え方」を踏まえ、本県がめざす環境の将来像は次のとおりとします。また、

その実現に向けた環境保全に関する施策を展開するため、環境分野ごとの基本目標を次のとおり

設定し、具体的な施策の展開を図っていきます。 

 

 

 

【環境の将来像】 

環境と成長の好循環が図られるグリーン社会の実現 

 

 

【基本目標】 

〈各分野にまたがる基盤整備・地域づくり〉 

Ⅰ 環境を守り活かす人づくり・地域づくりの推進 

〈地球環境分野〉 

Ⅱ 地球温暖化対策の推進 

〈資源循環分野〉 

Ⅲ 循環型社会の推進 

〈自然環境分野〉 

Ⅳ 自然と共生する地域づくりの推進 

〈生活環境分野〉 

Ⅴ 安全・安心な生活環境の保全 
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       第３章 環境の保全に関する施策展開の方向 

１ 環境の保全に関する施策の体系 

２ 施策の展開 
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 第３章 環境の保全に関する施策展開の方向  

 

１ 環境の保全に関する施策の体系 

   環境の将来像を実現するため、各分野にまたがる基本目標と４つの環境分野ごとの基本目標を設

定し、施策展開の方向を示します。 

 

  環境の将来像               基本目標 

   

 

 

 

                 地球環境分野 

 

                 資源循環分野 

                  

                 自然環境分野 

                  

                 生活環境分野 

                  

 

  

環
境
と
成
長
の
好
循
環
が
図
ら
れ
る
グ
リ
ー
ン
社
会
の
実
現 

２ 地球温暖化対策の推進 

３ 循環型社会の推進 

４ 自然と共生する地域づくりの推進 

５ 安全・安心な生活環境の保全 

分野別の施策の展開 

各分野にまたがる基盤整備・地域づくり 

１ 環境を守り活かす人づくり・地域づくりの推進 
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施策体系 

施策区分 施策の柱 施策展開 

大項目 中項目 小項目 

【各分野にまたがる 

基盤整備・地域づくり】 

 

1 環境を守り活かす 

人づくり・地域づくり 

の推進 

1-1 環境を身近に感じ、学び、 

行動する人づくりの推進 

1-1-1 環境に興味・関心を持つためのきっかけづくりの推進 

1-1-2 誰もが環境を学べる機会の充実 

1-1-3 県民の自主的取組みの促進 

1-2 環境と成長の好循環につながる 

地域づくりの推進 

1-2-1 環境と成長が好循環する事業活動の促進 

1-2-2 環境に配慮した成長する地域づくりの促進 

1-2-3 あらゆる主体が連携・協働する取組みの推進 

1-3 地域環境資源の充実と活用の 

推進 

1-3-1 みどりづくりの推進 

1-3-2 里海づくりの推進 

1-3-3 自然や景観等を生かした地域資源の活用 

【地球環境分野】 

 

2 地球温暖化対策の 

推進 

2-1 温室効果ガスの削減を図るため 

の対策（緩和策） 

2-1-1 徹底した排出削減対策の推進 

2-1-2 再生可能エネルギーの導入促進 

2-1-3 吸収源対策の推進  

2-1-4 脱炭素成長型経済構造への移行促進 

2-2 気候変動の影響に備えるための 

対策（適応策） 

2-2-1 気候変動適応策の推進 

2-2-2 各分野における気候変動適応策の推進 

【資源循環分野】 

 

3 循環型社会の推進 

3-1 循環型社会づくりの推進 

3-1-1 ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

3-1-2 プラスチック資源循環の推進 

3-1-3 食品ロス削減の推進 

3-2 廃棄物の適正処理の推進 
3-2-1 廃棄物の適正処理の推進 

3-2-2 不法投棄対策の推進 

3-3 災害廃棄物処理対策の推進 3-3-1 災害廃棄物処理対策の推進 

3-4 水循環の促進 3-4-1 水を大切にする社会への転換 

【自然環境分野】 

 

4 自然と共生する 

地域づくりの推進 

4-1 生物多様性の価値の理解と行動 4-1-1 自然共生サイトへの取組みの促進  

4-2 生態系の健全性の回復 
4-2-1 希少野生生物の保護 

4-2-2 外来種対策の促進 

4-3 自然を活用した社会課題の解決 

4-3-1 有害鳥獣対策の推進 

4-3-2 野生鳥獣の保護管理 

4-3-3 人と自然の触れ合いの確保 

4-4 農地等の保全と持続的活用 
4-4-1 農地等の保全と持続的活用 

4-4-2 環境に配慮した農業の促進 

【生活環境分野】 

 

5 安全・安心な 

生活環境の保全 

5-1 大気環境の保全 
5-1-1 監視の実施及び県民への情報提供 

5-1-2 大気汚染物質の発生源対策等の推進 

5-2 水環境、土壌・地盤環境の保全 

5-2-1 監視の実施及び県民への情報提供 

5-2-2 水質汚濁発生源対策の推進 

5-2-3 水環境の保全対策の推進 

5-2-4 土壌・地盤環境の保全対策の推進 

5-3 騒音・振動・悪臭・化学物資対策 

等の推進 

5-3-1 騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

5-3-2 化学物質対策等の推進 



18 

 

２ 施策の展開 

環境の現状と課題、施策の方向等は次のとおりです。また、施策の進捗状況を把握・評価するた

め、原則として、施策体系の５つの施策区分ごとに指標を設定するとともに、個別の施策展開ごとに

指標を設定し、全体として５３項目の指標を設定しています。 

 

 第１節 環境を守り活かす人づくり・地域づくりの推進  

 

 基本目標における指標                                                       

指標 単位 
現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

環境保全活動について県と連携した市町・事業者・民間

団体数 
団体 ９９ １０９ 

ＧＸに関する現地技術指導件数 件数 １５ ２３ 

環境保全活動や環境学習講座等への参加状況 ％ ２７．１（R7.6） ４０．０ 

 

１－１ 環境を身近に感じ、学び、行動する人づくりの推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-1-1 
県が開設している環境分野のＳＮＳのフォロワー

数 
人 ４，０１２ ６，１００ 

1-1-2 環境教育・環境学習参加者数 人 ６３，０１０ １８２，０００ 

1-1-3 
環境保全活動や環境学習講座等への参加状況 

（再掲） 
％ ２７．１（R7.6） ４０．０ 

 

 現状と課題                                                               

○ 環境の課題は、温室効果ガスの排出による地球温暖化など地球規模の課題から、廃棄物の 

不法投棄や自然破壊など生活環境や自然環境の課題に至るまで、複雑・多様化しており、本県

の豊かで美しい自然や、住みやすい快適な生活環境を将来にわたって守り育てていくためには、

県民一人ひとりが環境への興味・関心を高め、日常生活などにおいて、自主的な取組みを進め

ていく必要があります。 

○ 県民一人ひとりが環境への興味・関心を高め、日常生活などで自主的な取組みを進めていく

ためには、ひとりでも多く、幅広い層の方々に環境について学ぶことのできる多種多様な機会を

持っていただけるよう、参加しやすい雰囲気をつくることが重要であり、身近な場所で誰もが気

軽に参加できる機会の提供や、効果的な情報発信など、「きっかけづくり」にも取り組む必要が

あります。 
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○ 環境について学ぶことのできる機会の提供は、環境に関するさまざまな取組みの基本となる 

ものであり、県では、環境保全団体の協力も得ながら、小・中学校等での環境教育や、家庭や

地域など幅広い場における環境学習を行っていますが、県政世論調査では、「環境教育・環境

学習機会の提供に関する行政の取組み」について、重要であると考えている人が６割程度であ

るのに対し、満足している人は２割程度にとどまっており、今後、担い手となる指導者の育成も

含め、環境教育や環境学習のより一層の機会の充実に取り組む必要があります。 

 

 施策体系                                                                

1-1 

環境を身近に感じ、学び、行動する 

人づくりの推進 

1-1-1 

環境に興味・関心を持つためのきっかけづくりの推進 

1-1-2 

誰もが環境を学べる機会の充実 

1-1-3 

県民の自主的取組みの促進 

 

 施策展開                                                                

 １－１－１ 環境に興味・関心を持つためのきっかけづくりの推進  

ア）環境を身近に感じる場の提供 

     ○ 環境についての正しい理解を深め、身近な生活の中で主体的に行動できる人や地域をは

ぐくむため、だれもが気軽に参加でき、子どもから大人までがそれぞれの段階に応じて環境

への意識を高められる学習機会の提供に努めます。 

イ）環境教育・環境学習に関する効果的な情報発信 

     ○ 本県の特性やデータを活用して開発・作成した県独自の環境学習教材「さぬきっ子環境ス

タディ」や、児童生徒にとって親しみやすい動画配信、ホームページの充実、ＳＮＳの活用など

により、効果的な情報発信を行います。 

     ○ 県が実施する環境教育・環境学習に関する情報だけでなく、環境に関する幅広い情報を

容易に入手できるよう、環境問題や先進的な環境モデル、環境配慮意識行動などの具体的

な事例や情報を分かりやすく提供します。 

 

１－１－２ 誰もが環境を学べる機会の充実  

ア）学校における環境教育の推進  

     ○ 環境教育は環境に関するさまざまな取組みの基本となるものであり、児童生徒が環境へ

の意識を高め、家庭や地域で自ら考えて行動できるよう、教育機関等と連携し、各教科や

小・中学校の総合的な学習の時間、高等学校の総合的な探究の時間などにおける環境教育

を推進します。 

イ）家庭・職場・地域における環境学習の機会の提供 

     ○ 家庭、職場、地域などあらゆる場において、子どもから大人までだれもが環境について学

ぶ機会を提供するため、環境学習プログラムや出前講座など、環境学習ができる機会を充

実します。 
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ウ）環境教育・環境学習を推進する人材の育成 

     ○ 環境教育・環境学習の担い手となる指導者の指導技術の向上と指導者数の増加を図るた

め、人材育成講座や研修会の充実を図るなど、学習者側のニーズに応じて、指導者の能力

を発揮できるような場を整備します。 

 

１－１－３ 県民の自主的取組みの促進  

ア）日常生活における環境にやさしい取組み(省資源・省エネルギー等)の促進 

     ○ マイバッグ・マイボトルの持参や詰め替え商品・簡易包装商品等の購入によるごみの削減、

リサイクル製品の購入、食品ロスの削減をめざした生活様式の実践など、日常生活における

環境負荷低減を意識した取組みを促進します。 

     ○ 不要な照明のこまめな消灯や省エネ家電への買い替え、再生可能エネルギー電力の選択

のほか、公共交通機関の積極的利用、地産地消やリサイクルの推進、環境配慮型商品の選

択など、日常生活における脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進します。 

イ）環境保全・環境美化活動への参加促進 

     ○ 地域の自治会や学校、企業、ボランティアなどの団体が主体的に行う、道路や河川など身

近な施設の美化清掃や緑化活動などの取組みが、県内各所において広く展開されるよう取

り組むとともに、だれもが気軽に参加できるよう機会の提供や情報発信に努めます。 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・さまざまな場で行われる環境教育や環境学習に積極的に参加する。 

・環境教育・環境学習で得た知識をもとに、家庭や職場で話し合い、環境意識を高め

る。 

・日々の生活の中で意識して環境に配慮した行動を実践する。 

・日常生活における環境配慮行動や、地域での環境保全活動に参加する。 

事 業 者 

・施設見学の実施や地域の勉強会への講師の派遣などを通じて、環境教育や環境

学習の機会を提供する。  

・従業員に対し環境教育を実施するなど、職場全体の環境意識を高める。 

・地域での環境保全活動に参加する。 

民間団体 

・地域性、専門性を生かした環境学習のイベントなどを企画し、実行する。  

・行政や事業者など各主体と連携・協働して、環境教育・環境学習を実施する。 

・地域での環境保全活動に参加する。 
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 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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１－2 環境と成長の好循環につながる地域づくりの推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-2-1 エコアクション21の新規認証取得件数 件 ３ ５ 

1-2-3 
環境保全活動について県と連携した市町・事業

者・民間団体数（再掲） 
団体 ９９ １０９ 

 

 現状と課題                                                               

○ 複雑・多様化する環境の課題への対応に当たっては、県民一人ひとりが環境への興味・関心

を高め、日常生活などにおいて自主的に取り組む「人づくり」だけではなく、事業者や民間団体

など地域社会を構成するあらゆる主体の取組みが、地域に根差し、広がる「地域づくり」を進め

ることに加え、相互に連携・協働した取組みとなる必要があります。 

○ 事業活動は地域社会の成長に寄与するとともに、関係法令や条例を遵守することで、環境へ

の影響を回避・低減し、地域と共生したものである必要があります。さらに、近年では、環境保

全の取組みを地域経済の再生や企業価値の創造につなげる動きが活発化・加速化しており、環

境問題に積極的に取り組む事業者や民間団体などを支援することにより、環境と成長の好循環

が実現する社会をめざします。 

○ 各主体が自主的に、また、相互に連携・協働しながら地域の環境保全に取り組むためには、必

要な情報が、迅速かつ的確に、いつでも、誰にでも分かりやすく提供されることが重要です。ま

た、環境保全の取組みが広がり、持続的なものとなっていくためには、経済的・社会的に評価さ

れる必要があります。 

 

 施策体系                                                                

1-2 

環境と成長の好循環につながる地域づ

くりの推進 

1-2-1 

環境と成長が好循環する事業活動の促進 

1-2-2 

環境に配慮した成長する地域づくりの促進 

1-2-3 

あらゆる主体が連携・協働する取組みの推進 

 

 施策展開                                                                

 １－2－１ 環境と成長が好循環する事業活動の促進 

ア）環境産業の振興 

     ○ 県内ものづくり企業の脱炭素化を推進するため、技術支援や啓発、ＬＣＡ（ライフサイクル

アセスメント）評価支援、材料分析技術の高度化を図るとともに、エネルギー関連分野への進

出をめざす事業者への展示商談会出展支援や、工場設置企業への助成制度を実施し、ＧＸ



23 

 

関連産業の振興・育成を図ります。 

     ○ 水素をはじめとした次世代エネルギーの発電・輸送・産業など幅広い分野への利活用拡大

に向け、技術動向や国の助成制度の情報収集、勉強会などを開催しながら、関係団体等と連

携し、導入可能性や供給拠点形成を検討するとともに、水素ステーションやＦＣＶの普及啓発、

港湾における脱炭素化の取組支援などに努めます。 

     ○ 県の融資制度等の活用や各種行政手続きのワンストップ化などにより、企業のリサイクル

施設の整備や優良なリサイクル工場等の立地を促進します。 

     ○ 直島町で実施しているエコタウン事業について、有価金属リサイクル施設や溶融飛灰再資

源化施設でのリサイクルを継続するとともに、住民が主体となった環境と調和したまちづくり

事業を支援します。 

イ）環境と好循環した農林水産業の振興 

     ○ 土づくり、化学農薬・肥料の使用低減をはじめ、温室効果ガスの排出量の削減など「環境

負荷低減事業活動」に取り組む農業者などを「みどり認定者」に認定するとともに、化学農

薬・化学肥料の代替技術と省力化技術を組み合わせたグリーンな栽培体系のうち、現地実

証により有効性が確認されたものについて、技術栽培マニュアルを作成し、産地への普及・

定着を促進します。 

     ○ 有機農業や化学肥料・化学合成農薬を低減した農業、家畜排せつ物の良質堆肥化など畜

産や農業から出る廃棄物を地域の有機資源として有効に活用する農畜産業など、持続可能

で環境に配慮した取組みを行う事業者に対する支援や技術的指導に努めるとともに、不適

切な処理に対しては市町と連携しながら適切に啓発指導を行います。 

     ○ 成長の早いエリートツリーやＩＣＴ（情報通信技術）等の新たな技術を活用した森林施業コ

ストの低減に向けた取組みの普及啓発・支援を行うとともに、利用期を迎えた「かがわヒノキ」

等の森林資源の循環利用を進め、持続可能な森林経営の確立を図ります。 

     ○ 漁船漁業においては科学的知見に基づく資源管理を推進し、水産資源の持続的な利用を

図るとともに、養殖業においては適正な給餌方法や養殖密度等の指導を行い、環境負荷の

低減に努めます。 

ウ）環境負荷低減に取り組む事業者の育成・支援 

     ○ 金融機関などの関係機関と連携した専門家派遣やセミナー等の開催、優れた取組みを行

う企業への表彰や先進事例の情報発信のほか、環境マネジメントシステムであるエコアクシ

ョン２１の普及を図るなど、企業の環境に配慮した経営を促進します。 

     ○ 新しい生活様式への転換や働き方改革の中で、環境負荷低減に寄与するワークスタイル

の推進を図るとともに、ＳＤＧｓの視点等を取り入れて環境に配慮した活動を行っている事業

者や製品を先進事例として広く発信します。 

     ○ 企業等による環境負荷の低減に向けた施設整備に対する融資制度など、中小企業者の環

境に配慮した事業活動を支援します。 

エ）県自らの活動における環境負荷低減の取組みの推進 

     ○ 県有施設の新築・改築や大規模改修にあたっては、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルデ

ィング）化の導入実現に向けて取り組むとともに、既存の県有施設については、省エネルギー

診断やＥＳＣＯ（エナジー・サービス・カンパニー）事業などの活用に加え、エネルギー管理シ

ステム（ＢＥＭＳ）や省エネ型機器の導入、ＬＥＤ照明への切り替えなど、県有施設の省エネル
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ギー化を推進します。 

     ○ 県有施設の新築・改築を行う場合は、太陽光発電設備を原則設置することとし、県有施設

における太陽光発電設備の導入拡大を図るほか、調達電力については、再生可能エネルギ

ー電力とすることをめざします。 

     ○ ゼロカーボンへの取組みを推進するため、公用車には電気自動車など環境に配慮した電

動車の導入を進めるとともに、職員に対しても、エコ金デー（マイカー通勤自粛デー）の実践

を呼びかけ、率先して公共交通機関を利用することや、徒歩、自転車などによるエコ通勤を

促します。 

     ○ テレワークやオンライン会議の普及、ＡＩやＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）

による定型業務の処理など新たなデジタル技術を活用した業務プロセスの効率化を進める

とともに、用紙使用量や廃棄物の減量化、環境配慮型の製品等の購入（グリーン購入）など、

日常業務において環境配慮の取組みを進めます。 

 

１－2－２ 環境に配慮した成長する地域づくりの促進 

ア）適正な土地利用の調整 

     ○ 自然環境の保全を図りながら、地域の特性を踏まえ、県土の利用が総合的かつ計画的に

行われるよう、国土利用計画法や都市計画法、農地法、森林法、みどり豊かでうるおいのあ

る県土づくり条例など、個別規制法令の適切な運用に努めます。 

イ）環境に配慮した地域と共生する事業活動の促進 

     ○ 開発事業による環境への影響を回避・低減するため、環境影響評価法や香川県環境影響

評価条例に基づき、一定規模以上の開発事業に対する環境影響評価手続の適正な運用を

図るとともに、環境影響評価制度の対象とならない中小規模の開発事業についても事業者

による環境配慮が適切になされるよう、環境に配慮すべき事項を明示した環境配慮指針の

普及に努めます。 

     ○ 開発事業の実施に当たり、土砂の埋立事業については、香川県生活環境の保全に関する

条例など、太陽光発電事業については、香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライ

ンなど、関連する個別規制法令等の適切な運用により、生活環境が保全され、地域と共生し

た事業となるように努めます。 

 

１－2－３ あらゆる主体が連携・協働する取組みの推進 

ア）あらゆる主体による連携と協働の取組みの充実・強化 

     ○ 環境保全に向けて、県民、事業者、民間団体、自治体などが、適切な役割分担のもとで主

体的に取組みを進めるとともに、それらの取組みが地域に広がり、持続的なものとなるよう、

各主体と協力・連携して活動の展開を図ります。 

     ○ 身近なところで、環境を軸としてさまざまな主体、世代、場所などがつながり、環境保全へ

の関心と理解を相互に深めながら行動につなげていくことができるような地域づくりを推進

します。 

イ）さまざまな主体と連携した情報発信の充実 

     ○ 香川の環境の現状や県の取組みに加え、市町、事業者、民間団体等の取組みを、県のホ

ームページやＳＮＳ等で積極的に情報提供するほか、各主体における情報発信ツールも効果
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的に活用するなど、相互に連携して、幅広く効果的な情報発信に努めます。 

 関連計画                                                           

   ○香川県農業・農村基本計画 

     （農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

   ○家畜排せつ物の利用の促進を図るための香川県計画 

     （耕畜連携の強化やニーズに即した堆肥づくりなど家畜排せつ物の利用の促進を図るための

計画） 

   ○香川県水産業基本計画 

     （水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

   ○香川県圏域総合水産基盤整備事業計画 

     （漁港機能の拠点化など水産基盤の計画的な整備計画） 

   ○香川県土地利用基本計画 

（香川県の区域において、土地利用に関する諸法律の枠を超えて、土地利用の基本的な方向 

付けを行い、総合調整機能を果たすもので、直接的には国土利用計画法に基づく土地取引

規制、間接的には諸法律に基づく開発行為の規制等に関する措置を行うに当たっての基本

となる計画） 

○香川県地球温暖化対策推進計画 

     （地域の自然的社会的条件に応じて、地域レベルで地球温暖化対策を総合的に推進する計画） 

   ○かがわエコオフィス計画 

     （県自らが率先して環境に配慮した活動を実行し、県民、事業者、市町等による環境保全の取

組みを促すための計画） 

○香川県循環型社会推進計画 

     （廃棄物・資源循環政策を総合的に推進する計画） 

 各主体の取組方向                                                         

主体 わたしたちにできること 

県 民 ・事業者が提供する環境配慮型商品やサービスを優先的に選択し購入する。 

事 業 者 

・環境に関する取組状況などをホームページ等で公開する。 

・環境マネジメントシステムの導入など環境配慮型経営を実施する。 

・土地利用関係法令を遵守するとともに、適正な土地利用や環境配慮に努める。 

民間団体 ・環境配慮や環境保全に役立つ情報を提供する。 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                            
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１－3 地域環境資源の充実と活用の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-3-1 県民参加の森づくり参加者数 人 ９，０７１ １０，０００ 

1-3-2 かがわ里海大学修了者数（累計） 人 
２，９６４ 

（R2～R6） 

４，５００ 

（R8～R12） 

1-3-3 県立公園等の年間利用者数 人 ３，８４５，９７８ ４，６００，０００ 

 

 現状と課題                                                               

○ 本県は、森林や里山、ため池、里海など多様で特色豊かな自然環境や、四国遍路に代表され

る地域固有の文化資源など、魅力的な地域資源に恵まれた環境にあります。 

○ 森林をはじめとする「みどり」は、県民共通の財産であり、県民総参加で「みどりづくり」を進め

ることが大切であることから、市町や森林ボランティア団体などと連携し、「みどり」を守り・育て

る人材を育成するとともに、次世代を担う子どもたちやＣＳＲ（企業の社会的責任）活動に関心

のある企業や団体を含め、多様な主体が行う森づくり活動を支援するなど、「みどり」を活かした

地域づくり・社会づくりを推進していく必要があります。 

○ また、本県では、関係行政機関と漁業をはじめ経済や教育など幅広い分野の団体で構成され

る「かがわ『里海』づくり協議会」を中心に、「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」の実現

をめざし、他県に先駆け、山・川・里（まち）・海を含む、県内すべての地域を一つの大きなエリア

と捉えて保全・活用していく「里海づくり」の取組みを進めていますが、人と海の関わりの希薄化

や、プラスチックごみをはじめとした海ごみの問題など、依然として多くの課題があり、今後も、

県民や多様な主体による「里海づくり」をさらに広げていく必要があります。 

○ 今後、さらにこうした豊かな自然環境や農村、漁村の景観、歴史的・文化的景観などの地域資

源を地域住民とともに整備・保全し、魅力を発信することでその価値を高め、地域の活力やにぎ

わいの創出につなげていくことで、地域を持続可能なものにすることが必要です。 

 

 施策体系                                                                

1-3 

地域環境資源の充実と活用の推進 

1-3-1 

みどりづくりの推進 

1-3-2 

里海づくりの推進 

1-3-3 

自然や景観等を生かした地域資源の活用 
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 施策展開                                                                

 １－3－１ みどりづくりの推進 

     ア）みどりづくりの意識の高揚 

     ○ どんぐり銀行活動など、子どもたちによる森づくりを中心としたみどりづくり活動への参加

を一層進めるとともに、緑の募金活動への協力やＣＯ２吸収量認証制度のＰＲ、啓発イベント

の実施などを通じて、県民のみどりづくりに関する意識の高揚を図ります。 

     イ）みどりを守り・育てる人材の育成 

     ○ 森林ボランティア団体との協働による「みどりの学校」の運営を充実させるとともに、活動

機会の提供や情報発信の充実をはじめ、森林ボランティア活動が継続する取組みの検討を

行うなど、みどりを守り・育てる人材を育成します。 

     ウ）県民参加の森づくり活動の推進 

     ○ 森づくりや緑化推進の次世代を担う緑の少年団の活動の活性化や、ＣＳＲ活動に関心の

ある企業や団体の森づくり活動への参加を支援するなど、県民参加の森づくり活動を推進し

ます。 

     エ）みどりを活かした地域づくり活動の推進 

     ○ 地域の森づくり活動への支援を通じて里山の活用・保全活動を推進するとともに、農山村

地域と都市住民との交流や河川・海岸の美化・愛護運動を促進するなど、みどりを活かした

地域づくり活動を推進します。 

 

１－3－２ 里海づくりの推進  

ア）瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画の推進 

     ○ 瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画に基づき、沿岸域の環境の保全・再生・創出

や、水質の保全及び管理、自然景観や文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保

に努めるとともに、栄養塩類の適切な管理の在り方に関する検討など、豊かな海の実現に向

けた取組みを進めます。 

イ）里海づくりを牽引する人材の育成・活用 

     ○ 県と香川大学が共同で開校している「かがわ里海大学」において、里海づくりを牽引する

人材を育成するとともに、これまで育成してきた里海ガイドやファシリテーター等の人材を講

師やアシスタント等に積極的に登用して活躍の場を広げたり、講座修了者同士の交流の場

を設けたりするなど、かがわ里海大学を里海づくりの「学びの場」や「交流の場」として活用し

ながら、「里海づくり」を広げていきます。 

ウ）全県域における里海づくりの促進 

     ○ これまで海に親しむ機会がなかった県民に対しても里海づくりに関わってもらえるよう、マ

スメディアやソーシャルメディアなどを活用した情報発信や、県民が里海づくりに関わるため

の場を提供する「かがわ里海大学」での講座の開講、企業等への里海づくり活動の普及や里

海のフィールドを支える地域の活動とのマッチングなど、里海づくりの理念の共有や意識の

醸成を図りながら、里海づくりを全県域に広げる取組みを進めます。 
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エ）海域への栄養塩類増加措置の実施 

     ○ 本県海域における生物の多様性と水産資源の持続的な利用の確保の課題に対応するた

め、香川県栄養塩類管理計画に基づき、下水処理場が海域へ供給する栄養塩類を増加させ

る試運転・試行による季節別運転管理を実施し、その影響、効果の状況を確認するなど、豊

かな海をめざした取組みを進めます。 

オ）豊かな海の保全と持続的活用 

     ○ 良好な漁場環境を創造・保全するため、藻場造成や覆砂による底質改善を計画的に推進

するとともに、環境改善のための海底耕うん、産卵場の整備などの取組みを促進するほか、

香川県漁業協同組合連合会や漁業協同組合などの関係機関と連携して漁場環境の調査・

監視に努めます。 

     ○ 内水面のため池や沿岸部で魚類を大量に捕食するカワウや、二枚貝を大量に捕食するナ

ルトビエイについて、県内の生息状況や被害状況を把握するとともに、市町や漁業協同組合

等が行う捕獲活動への支援など、被害防除対策を推進します。 

カ）海ごみ対策の推進 

     ○ 海ごみが漂着しやすい海岸を最重点区域として指定し、重点的かつ積極的に回収・処理

を進めるとともに、山・川・里（まち）・海の県内全域を対象にした県内一斉海ごみクリーン作

戦「さぬ☆キラ」の開催や、地域住民等のボランティアによる海岸清掃活動を県内に広げてい

くための海ごみリーダーの育成などにより、海ごみの回収・処理を促進します。 

     ○ 海底に堆積したごみは、長期間漁場に溜まることで水産資源や海域の生態系にも悪影響

を及ぼすため、漁業者がボランティアで回収した海底堆積ごみ等は、市町や県がその処理や

支援を行うなど、漁業者、市町、県の協働による取組みを進めます。 

     ○ 本県海域の海ごみは、プラスチックごみなど日常生活から出たごみが川などを通じて海へ

流れ出たものが多いと考えられることから、原因となるごみの発生を抑え、海へのごみの流

出を防ぐ、発生抑制対策にも取り組み、海域・陸域一体となった総合的な海ごみ対策を進め

ます。 

     ○ 海ごみ対策は、県内だけで取り組むよりも、同じ瀬戸内海を共有し、お互いに影響を受け

ている地域が広域的に取り組むことで、より大きな効果が期待できることから、近隣県と連携

した取組みを進めます。 

 

１－3－３ 自然や景観等を生かした地域資源の活用 

ア）県立公園等の再生・整備・管理  

     ○ 自然や景観など、地域資源の「強み」を活かし、拠点となる施設の環境整備や積極的な情

報発信を行うことで、地域資源への関心を高め、新たな需要を創出し、周辺地域も含めた地

域全体の「にぎわい」につなげます。 

     ○ みどり豊かで良好・快適な生活環境を形成できるよう、県民の憩いの場となる都市公園や

港湾緑地のほか、道路の植樹帯などの整備や適切な維持管理に努めます。 

     ○ 森林公園の利用を通じ、県民に森林の大切さや保全の意義について理解を深めてもらえ

るよう、計画的な施設・設備の整備に努めるとともに、年間を通した利用が進むよう、多彩な

イベントの実施や効果的な情報発信などに取り組みます。 

     ○ 豊かなみどりや優れた景観の保護を図るとともに、県民が安全・安心・快適に公園や四国
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のみちを利用できるよう、施設について計画的な修繕を行い、適切な維持管理に努めます。 

イ）農山村資源の利活用  

     ○ 農山村地域の豊かな自然環境や農産物等の地域資源を生かしたグリーン・ツーリズム、農

泊などにより都市住民との交流を促進し、地域の魅力発信に取り組みます。 

     ○ 広葉樹材の利活用を促進するため、広葉樹材の需要及び供給について調査・情報収集を

行い、需要者と供給者が相互に情報を共有できるよう需給のマッチングに取り組みます。 

     ○ 原木シイタケやタケノコ、漆など県内の特用林産物の生産状況調査や、生産に取り組む団

体等に対する技術的な支援を行うとともに、地域の特用林産物についての積極的なＰＲ等に

努めます。 

ウ）水辺環境の保全・創出 

     ○ 自然石や魚巣ブロックを使った親水護岸の整備など野生生物の生息・生育環境に配慮し

た河川整備や、海岸が本来有する生物の生息・生育環境に配慮した海岸整備など、うるおい

のある水辺環境の保全・創出に努めます。 

エ）良好な景観の形成 

     ○ みどり豊かな自然景観や、田畑やため池、河川からなる田園景観などの身近にあるすぐれ

た景観、地域の歴史や文化に根ざした街並み、建築物等の資源を適切に整備・保全し、良好

な景観を持続的に形成していけるよう、県民への周知啓発に努め、景観意識の向上を図ると

ともに、景観行政の主体となる市町の取組みを支援します。 

オ）歴史的・文化的環境の保全と活用 

     ○ 地域の文化財のうち、歴史的な価値を有するものを指定または登録し、その保存と活用を

図るとともに、特色ある文化財とそれを取り巻く周辺環境を生かした地域づくりを推進します。 

     ○ 長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、守り伝えられてきた貴重な財産である文化財を、文

化施設等で積極的に公開するなど、学校教育や生涯学習などさまざまな場において、地域の

歴史や文化を学ぶ機会の充実を図ります。 

     ○ 長い歴史を超えて地域と共存し継承されてきた、四国を代表する文化遺産である「四国遍

路」の世界遺産登録に向けた取組みを通じて、四国遍路の文化を伝える歴史的・文化的環

境の保存と活用を図ります。 

 

 関連計画                                                           

○香川県みどりの基本計画 

  （緑化の推進とみどりの保全に関する基本的な計画） 

○かがわ「里海」づくりビジョン 

     （人と自然が共生する持続可能な豊かな海の実現に向け、総合的に里海づくりを推進するた

めのビジョン） 

   ○瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画 

     （瀬戸内海の環境保全に関し実施すべき施策を定めた計画） 

   ○香川県栄養塩類管理計画 

     （本県海域における生物の多様性と水産資源の持続的な利用の確保の課題に対応するため

の計画） 
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   ○香川県海岸漂着物対策等推進計画 

     （海岸漂着物対策その他必要な海ごみ対策を総合的かつ効果的に推進する計画） 

   ○香川県水産業基本計画 

     （水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・みどりづくりや里海づくり活動などに参加する。 

・みどりづくり、里海づくりに取り組む事業者や団体等の活動を応援する。 

・都市公園や親水公園などに足を運び、地域の緑や水辺に親しむ。 

事 業 者 
・フォレストマッチング推進事業などに参加する。 

・里海について理解し、里海づくりの活動が重要であることをＰＲする。 

民間団体 
・みどりづくりや里海づくりの活動を自ら実施する。 

・里海づくりの重要性や、水産物などの里海資源の利用についてＰＲする。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 第２節 地球温暖化対策の推進  

 

 基本目標における指標                                                       

指標 単位 
現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

温室効果ガス削減率 ％ ▲２６．１（R3） ▲４６ 

「脱炭素に向けたライフスタイル等の転換」を意識した県

民行動の定着度 
％ ７９．５（R7.6） ９０．０ 

 

２－１ 温室効果ガスの削減を図るための対策（緩和策） 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

2-1-1 太陽光発電設備付き新築ＺＥＨ住宅の戸数 戸 ９９６（R5） １，７００ 

2-1-2 県施策による太陽光発電システム設置容量 kＷ ６，１５４ ７，２００ 

2-1-3 
森林整備（植栽、下刈り、除間伐、枝打ち）面積

（累計） 
ｈａ 

３，９８６ 

（R2～R6） 

５，０００ 

（R8～R12） 

2-1-4 ＦＣＶ普及台数 台 ３３ ６６ 

 

 現状と課題                                                               

○ 県では、省エネルギー行動の拡大や再生可能エネルギーの導入促進など、温室効果ガスの排

出削減等を図る「緩和」に取り組んできた結果、令和３(2021)年度の県内の温室効果ガス排

出・吸収量は８，８０４千トン(ＣＯ２換算)となっており、平成２５(2013)年度から 26.１%減少し

ていますが、気象庁が公表した「日本の気候変動２０２５」では、いずれのシナリオにおいても２１

世紀末の世界と日本の年平均気温は上昇すると予測されており、引き続き、「緩和」の取組みを

進める必要があります。 

○ ２０５０年カーボンニュートラルに向け、産業・業務・家庭・運輸の４部門の現状と課題を踏まえ、

産業・業務部門では、脱炭素経営や高効率設備導入によるエネルギー利用の効率化を進め、エ

ネルギー消費に占める電力の割合の大きい業務・家庭部門では、省エネルギー化に加え、電力

の非化石転換を加速させる必要があります。家庭部門では、脱炭素型ライフスタイルへの転換

と住宅のさらなる省エネルギー化を進め、運輸部門では環境配慮型交通・物流システムの推進、

公共交通利用促進、次世代自動車の導入促進などを図っていく必要があります。 

○ 再生可能エネルギーについては、地域共生・地域裨益型としつつ系統負荷軽減を図るため、

自家消費・地域内消費による地産地消を進めていく必要があります。特に、日照時間が長いと

いう本県の自然的特性を生かし、太陽光エネルギーのポテンシャルを最大限に活用した創エネ

の取組みの加速化を図ります。 
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○ 吸収源対策としては、森林・木材による炭素貯蔵機能を最大限発揮させるために、県産木材

の利用促進による森林整備と森林資源の循環利用を図るほか、瀬戸内海での吸収源としてブ

ルーカーボンの可能性にも着目し、本県の自然的特性を最大限活用しながら、健全な生態系に

よる二酸化炭素の吸収能力を高める必要があります。 

○ 世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組み等が進められる中で、本県においても

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する必要があり、地域特性や既存インフラなど

の強みを生かし、産業の集積する工業団地における拠点整備を進め、水素などの次世代エネル

ギーの利活用やＧＸ関連産業の活性化を図っていく必要があります。 

図２－１ 温室効果ガス排出・吸収量の推移 

資料：香川県環境政策課 

 

 施策体系                                                                

2-1 

温室効果ガスの削減を図るための対策 

（緩和策） 

2-1-1 

徹底した排出削減対策の推進 

2-1-2 

再生可能エネルギーの導入促進 

2-1-3 

吸収源対策の推進 

2-1-4 

脱炭素成長型経済構造への移行促進 
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 施策展開                                                                

 ２－１－１ 徹底した排出削減対策の推進 

ア）家庭・企業のカーボンニュートラルの推進 

    産業部門 

     ○ 企業の温室効果ガス削減に向けた自主的取組みを促すため、気候変動に対応した経営戦

略の開示や脱炭素に向けた目標設定などの国際的に認知されたイニシアチブ（TCFD、

SBT、RE100）やエコアクション２１の普及を図るとともに、環境配慮モデル事業所の認定・

PR や、四国４県による事例の共有、脱炭素促進事業者の表彰、みどり認定農林漁業者の支

援等を行い、産業部門における脱炭素経営を促進します。 

     ○ 県内事業者の脱炭素化のため、省エネルギー効果の高い設備（高効率空調・照明・給湯

機器等）の導入補助や、金融機関と連携した融資制度を活用した温室効果ガス削減設備の

導入を支援するほか、農業・漁業分野においても、省エネ型施設栽培やスマート農業、省エ

ネ型漁業機器の普及を促進し、持続可能な経営を後押しします。 

    業務部門 

     ○ 脱炭素に向けた目標設定などの国際的に認知されたイニシアチブの普及啓発や、エコアク

ション２１の導入促進を図るとともに、環境配慮事業所の認定・表彰によるロールモデル創出

と事例共有を進め、オフィスビルや商業施設、宿泊施設など幅広い業種で温室効果ガス削

減に向けた意識醸成と行動変容を図り、脱炭素化を促進します。 

     ○ 建築物の省エネ基準適合義務化に伴い、所有者や事業者への適切な指導・制度周知を行

い、非住宅建築物ではＺＥＢやＢＥＭＳ導入促進のため事例や補助制度情報を提供するほか、

県有施設ではＬＥＤ化や太陽光発電設備、省エネ型設備の導入などを推進し、建築物の脱炭

素化を図ります。 

    家庭部門 

     ○ すべての県民が日常生活や事業活動の中で省エネ行動を実践できるよう、市町や関係機

関と連携したイベントやセミナー等を通じ意識醸成を図るほか、環境学習プログラムの充実

により、子どもから大人まで幅広く実践的な行動ができる人づくりを進め、脱炭素型ライフス

タイルへの転換を促進します。 

     ○ 建築物の省エネ基準適合義務化に伴い、所有者や事業者への適切な指導・制度周知を行

うほか、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）など高断熱・省エネ性能に優れた住宅や既

存住宅の断熱改修の普及促進のため、国の補助制度の情報提供や、関係団体と連携した広

報・啓発及び費用補助を行うとともに、長期優良住宅や低炭素建築物も含めた省エネ住宅

の普及啓発と技術者育成のための研修支援に努め、省エネ住宅の導入を促進します。 

イ）移動・輸送のカーボンニュートラルの推進 

     ○ 新駅整備や車両更新の支援などによる公共交通機関の利便性向上のほか、歩行者や自

転車の通行環境の整備を図り、公共交通やＣＯ２排出の少ない移動手段への転換を促進し

ます。 

     ○ ＥＶ（電気自動車）やＰＨＥＶ（プラグインハイブリッド自動車）、ＦＣＶ（燃料電池自動車）など

環境にやさしい自動車について、災害時の非常用電源としての役割や国の補助制度などの

情報提供を行いながら、事業者・関係団体と連携し充電インフラ整備を進め、導入・利用の
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拡大を図ります。さらに、公用車の更新時にはこれらの環境にやさしい自動車を計画的に導

入します。 

     ○ 都市機能の集約と適正な土地利用やコンパクトなまちづくりと地域公共交通施策の連携

により CO２排出の少ない都市構造をめざすとともに、交通管制システムの高度化などによる

自動車交通流の円滑化や、灯具のＬＥＤ化、省エネ化のほか、エコドライブやアイドリングスト

ップの普及啓発などにより交通・物流システムの脱炭素化を推進します。 

ウ）循環型社会づくりの推進 

     ○ ホームページやSNS等による広報、太陽光パネルの適正処理・リサイクルの情報提供、産

業廃棄物の実態調査や行政・事業者・関係団体の連携強化、先進事例の共有、さらにごみ処

理の広域化・集約化計画の策定などを通じて、ごみの減量化と資源循環、脱炭素化を図り、

３Ｒ(リデュース、リユース、リサイクル)を推進します。 

     ○ 廃プラスチック排出事業者への分別の重要性周知とリサイクル事業者とのマッチングを推

進し、プラスチックごみのリサイクルを促すとともに、過剰使用抑制や代替素材への転換など

に取り組む小売店等を広く紹介することにより、県民・事業者のプラスチック資源循環への機

運醸成に努めます。 

     ○ 家庭や事業者に対する教育・啓発を進めるとともに、関係機関と連携した広報やイベント、

食育を通じて、県民・事業者が食品ロス削減の意義を理解し、実践できるよう取組みを推進

します。 

エ）ＣＯ２以外の温室効果ガス対策の推進 

     ○ フロン排出抑制法に基づき、代替フロンを含む機器の適切な管理やフロン類の充塡・回収

の周知・指導を行うとともに、ノンフロン・低ＧＷＰ（地球温暖化係数）製品の普及促進や情報

提供により、代替フロン対策を推進します。 

     ○ 堆肥施用や化学肥料・農薬の使用低減、有機栽培の促進、自給飼料の増産、家畜排せつ

物の適正堆肥化処理、水稲の生育状況に応じた中干し延長などにより、メタン及び一酸化二

窒素の発生抑制と環境にやさしい農業を推進します。 

 

2－1－２ 再生可能エネルギーの導入促進 

ア）太陽光エネルギーの最大限活用 

○ 新築ＺＥＨや自家消費型太陽光発電設備、蓄電池の設置への補助、市町との連携による

導入メリットの情報提供、初期費用ゼロの第三者所有モデル（PPA）の普及を啓発するとと

もに、事業者向け補助金やポテンシャルマップの活用、県有施設や避難所への整備支援など、

多様な手法で太陽光発電の導入を促進します。 

イ）地域と共生した再生可能エネルギーの利活用 

     ○ 事業者が災害リスクや地域への影響を適切に把握し、地域の理解を得ながら太陽光発電

施設を設置・管理するよう、香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインを含めた

関係法令等の遵守の徹底を図るなど、環境に配慮した再生可能エネルギーの導入を促進し

ます。 

     ○ 県管理ダムでの小水力発電導入の可能性調査や、椛川ダムでの詳細設計を進めるなど、

多様な再生可能エネルギーの導入を検討するほか、自家消費型太陽光発電設備と連系す

る蓄電池導入の補助、J-クレジット制度によるＣＯ２削減量の環境価値活用、県有施設での
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環境に配慮した電力調達など、地域内資源の最大限活用を推進します。 

 

２－１－３ 吸収源対策の推進 

ア）森林や藻場を生かした吸収源対策の推進 

     ○ 国や県の補助制度を活用し、間伐や造林、保安林の管理、担い手の育成、広葉樹林や里

山の整備、森林所有者の支援、水源林の除間伐助成などを通じて、ＣＯ２吸収源拡大や自然

環境の保全に資する森林整備を推進します。 

     ○ ボランティアや企業・団体の協力を得て、フォレストマッチングやどんぐり銀行活動、森づく

り活動への支援を行うほか、森林整備によるＣＯ２吸収量認証制度を活用し、県民総参加に

よるみどりづくりの推進に取り組みます。 

     ○ 「香川県建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」に基づき、公共建築物

や民間施設、個人住宅への県産木材利用を進めるほか、かがわヒノキを使った新築・改築・

リフォームへの費用補助やPR活動の支援、安定供給体制の構築、普及啓発を通じて、県産

木材の利用を促進します。 

     ○ 国の支援制度を活用して幼稚魚の育成場となる藻場の整備や漁業者による保全活動を

支援するとともに、ＣＯ２吸収源としての藻場の役割に関する科学的知見の収集にも努めま

す。 

イ）都市緑化の推進 

     ○ みどり豊かで良好・快適な生活環境を形成できるよう、県民の憩いの場となる都市公園や

海に親しめる快適性の高い港湾緑地のほか、道路の植樹帯などの整備や適切な維持管理に

努めます。 

     ○ 県民が取り組みやすい「緑のカーテン」の設置普及や、都市部での屋上・壁面緑化、遊休

地の芝生化、緑化のモデルとして県有施設での率先的な取組みなどにより、建物緑化の推

進と都市の温暖化対策に努めます。 

 

2－1－４ 脱炭素成長型経済構造への移行促進 

ア）次世代エネルギーの利活用 

     ○ 幅広い分野での水素利用拡大に向け、関係団体と連携し導入可能性や供給拠点形成を

検討するとともに、技術動向や国の助成制度の情報収集、県内企業向け勉強会の開催、水

素ステーションやＦＣＶの普及啓発、港湾における脱炭素化の取組支援などを通じて、水素

等次世代エネルギーの利用促進を図ります。 

     ○ 環境学習会など県民が参加するイベントで子どもたちが水素について学ぶ機会を設ける

ほか、セミナー開催や先端技術の研究機関の視察等最新のエネルギー関連情報を収集・提

供することで次世代エネルギーの普及啓発を図ります。 

イ）ＧＸ関連産業の活性化 

     ○ 県内ものづくり企業の脱炭素化を推進するため、技術支援や啓発、ＬＣＡ評価支援、材料

分析技術の高度化を図るとともに、エネルギー関連分野への進出をめざす事業者への展示

商談会出展支援や、工場設置企業への助成制度を実施し、ＧＸ関連産業の振興・育成を図

ります。 
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 関連計画                                                           

  ○香川県地球温暖化対策推進計画 

     （地域の自然的社会的条件に応じて、地域レベルで地球温暖化対策を総合的に推進する計画） 

   ○かがわエコオフィス計画 

     （県自らが率先して環境に配慮した活動を実行し、県民、事業者、市町等による環境保全の取

組みを促すための計画） 

    ○香川県循環型社会推進計画 

     （廃棄物・資源循環政策を総合的に推進する計画） 

○香川県みどりの基本計画 

     （緑化の推進とみどりの保全に関する基本的な計画） 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・冷暖房の温度管理やこまめな電源オフなど脱炭素型ライフスタイルを実践する。 

・公共交通機関や自転車・徒歩を積極的に利用する。 

・住宅への太陽光発電設備導入や断熱改修を行う。 

事 業 者 
・エネルギー効率の高い設備や機器、ZEB・BEMS を積極的に導入する。 

・GX 関連産業への技術革新・事業展開を図る。 

民間団体 
・地域住民に地球環境保全の意識を高めてもらうため、地球温暖化防止に関する啓

発活動を積極的に行う。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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２－２ 気候変動の影響に備えるための対策（適応策） 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

2-2-1 気候変動適応に関するセミナー等の実施件数 件 ７ １２ 

2-2-1 

2-2-2 

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）設置

件数 
件 ３６９（R7.6） ５００ 

 

 現状と課題                                                               

○ 近年、気温の上昇や雨の降り方の変化等により、全国各地で農産物の被害や熱中症リスクの

増加等の影響が現れており、こうした気候変動への対策としては、地球温暖化の原因となる温

室効果ガスの排出削減等を行う「緩和策」だけではなく、既に現れている影響や中長期的に避

けられない影響に備える「適応策」が重要となります。 

○ 特に、夏季における記録的な高温が続くなか、熱中症対策は喫緊の課題となっており、今後も、

気候変動等の影響によって極端な高温の発生リスクが増加すると見込まれていることから、熱

中症と予防行動に関する理解の醸成等に努めることで、気候変動適応の一分野としての熱中

症対策の推進を図る必要があります。 

○ 本県における自然的経済的社会的状況に応じた適応の取組みを、着実に推進していくために、

「香川県気候変動適応センター」を中心に科学的知見の収集に努めるとともに、庁内における部

局横断的な連携が重要となります。 

図２－２ 気候変動対策（緩和と適応） 

 
資料：国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム」 
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図 2－３ 熱中症による救急搬送人員数の推移 

 
資料：総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」 

 

 施策体系                                                                

2-2 

気候変動の影響に備えるための対策 

（適応策） 

2-2-1 

気候変動適応策の推進 

2-2-2 

各分野における気候変動適応策の推進 

 

 施策展開                                                                

 ２－２－１ 気候変動適応策の推進 

ア）気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供等 

○ 気候変動適応法に基づき、香川県環境保健研究センターに設置した「香川県気候変動適

応センター」において、庁内各部局や国立環境研究所気候変動適応センター等と連携して、

地域の気候変動の影響等に関する科学的な知見を収集し、整理・分析した内容をわかりや

すく情報提供することで、各主体における意識醸成と適応策の取組みにつながるよう努め

ます。 

     イ）熱中症対策の推進 

○ 気候変動適応の一分野である熱中症対策を推進するため、国と連携しながら、庁内体制

を整備するとともに、県内市町及び事業者等との連携を強化することで、地域の関係主体
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による自主的かつ主体的な取組みにつなげ、本県における広域的な熱中症対策を推進しま

す。 

 

2－２－２ 各分野における気候変動適応策の推進 

○ 国の分類体系に沿って整理した分野において既に取り組んでいる施策のうち、農林水産

分野における地球温暖化に対応した新品種や栽培技術の開発のほか、災害対策や熱中症

対策等、適応策に資するものも多くありますが、気候変動の影響は長期にわたって拡大す

ると予測されることから、多様な関係者の連携のもと、本県の自然的経済的社会的状況に

応じた取組みを着実に推進していく必要があります。 

※ 本県において整理した分野…「農林水産分野」、「水環境・水資源分野」、「自然生態系 

分野」、「自然災害分野」、「健康分野」、「産業・経済分野」、「県民生活分野」 

   

 関連計画                                                           

  ○香川県地球温暖化対策推進計画 

     （地域の自然的社会的条件に応じて、地域レベルで地球温暖化対策を総合的に推進する計画） 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・食品のストックや賞味期限のこまめな確認、規格外の食材を取り入れるなど、限ら

れた食材を無駄にしない。 

・ハザードマップや「香川県防災ナビ」等の防災アプリを活用し、避難場所や経路の

確認、非常用グッズの準備などの防災対策を行う。 

・天気予報などで熱中症情報を確認し、エアコンの適切な利用や日傘の使用、こまめ

な水分補給・休息等、熱中症対策を行う。 

事 業 者 

・高温耐性品種の導入や亜熱帯性の作物への転換等を行う。 

・職場における熱中症を防ぐため、予防教育の実施や、熱中症を生ずるおそれのあ

る作業の特定、重篤化を防止するための現場における対応手順等の作成を行う。 

・気候変動によるリスクも考慮した BCP（事業継続計画）を策定・運用する。 

民間団体 
・気候変動を伴う地球温暖化の影響や適応策に関する情報を収集し、地域住民に発 

信するなど、適応策に関する啓発活動を積極的に行う。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 第３節 循環型社会の推進  

 

 基本目標における指標                                                       

指標 単位 
現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

一般廃棄物の最終処分量 万ｔ ２．４（R5） ２．２ 

産業廃棄物の最終処分量 万ｔ １２．４（R5） １０．１ 

 

３－１ 循環型社会づくりの推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

3-1-1 
３Ｒの推進に積極的に取り組んでいると答えた

人の割合 
％ ４１．１（R7.6） ５６．０ 

3-1-1 一般廃棄物の総排出量 万ｔ ２８．６（R5） ２６．０ 

3-1-1 一般廃棄物の一人一日当たり排出量 ｇ ８２５（R5） ７９３ 

3-1-1 産業廃棄物の総排出量 万ｔ ２４８．３（R5） ２４７．５ 

3-1-1 一般廃棄物のリサイクル率 ％ １８．８（R5） ２４．０ 

3-1-1 産業廃棄物のリサイクル率 ％ ７０．８（R5） ７２．４ 

3-1-2 

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商

品化を実施する市町数 

（独自の再資源化処理を実施する市町を含む） 

市町 １ ９ 

3-1-3 食品ロスの発生量 t ２５，４７６（Ｒ５） ２２，２００ 

 

 現状と課題                                                               

○ 環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を形成するためには、取組みが遅れてい

る２Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース））を可能な限り推進したうえで、再生利用がで

きるものについては、適正にリサイクル（再生利用）を図るなど、これまでの大量生産・大量消費

型のライフスタイルからの転換を図る必要があります。 

○ 本県の一般廃棄物の総排出量は減少傾向となっており、今後も、人口減少に伴う自然減によ

り、減少傾向で推移すると考えられますが、より一層の削減に向け、創意工夫を凝らした取組み

により、生活全体において３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進する必要があり、また、

景気の動向等に左右される産業廃棄物についても、持続的な経済活動に配慮しつつ、総排出

量の抑制をめざす必要があります。 

○ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源循環促進法）」が施行

され、プラスチック使用製品の製品設計から製造、使用、排出、回収・リサイクルまでの各段階で

の資源循環の取組みが強化されてきていますが、プラスチックの資源循環は、プラスチックのラ
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イフサイクル全体において関わりがある、すべての事業者・県・市町・県民の連携協働を推進す

る必要があります。 

○ 本県における食品ロスの発生源は、家庭系が４８．２％、事業系が５１．８％となっています。家

庭系については、「直接廃棄（手付かず食品）」の割合が多くを占めていることから、食品に応じ

た適切な保存や食材の有効活用、適切な買い物等に関する意識啓発など、直接廃棄される食

品ロスの削減に向けた取組みを重点的に進めます。また、事業系については、大きく製造業、卸

売業、小売業、外食産業の４業種から発生しており、このうち外食産業においては、食品廃棄物

に占める食品ロスの割合が約６割と４業種の中で最も高くなっているほか、小売業においては、

事業系食品ロス全体に占める割合が全国に比べて高くなっていることから、外食事業者や小売

事業者から発生している食品ロスの削減を図ることが重要であると考えられます。 

図３－１ 一般廃棄物（し尿を除く）の総排出量・最終処分量・リサイクル率の推移 

 

資料：香川県循環型社会推進課 

図３－２ 産業廃棄物の総排出量・最終処分量・リサイクル率の推移 

 

資料：香川県循環型社会推進課 
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 施策体系                                                                

3-1 

循環型社会づくりの推進 

3-1-1 

３R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

3-1-2 

プラスチック資源循環の推進 

3-1-3 

食品ロス削減の推進 

 

 施策展開                                                                

 ３－１－１ ３R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

ア）２Ｒ（リデュース、リユース）を意識した３Ｒの普及啓発・取組みの推進 

     ○ 家庭及び事業所から排出されるごみの減量化やリサイクルの推進を図るため、県民や事

業者に対して、３R に関する先進的な取組事例などを情報提供するとともに、環境にやさしい

ライフスタイルへの転換を呼びかけます。 

     ○ 「県内一斉海ごみクリーン作戦『さぬ☆キラ』」の実施など、市町と連携しながら、山・川・里

（まち）・海の県内全域を対象とした清掃活動の支援のほか、地域の一斉清掃について、実行

委員会に参画するなど、企画段階からの支援に努めます。 

     ○ 多量の廃棄物を排出する事業者に対して、事業者が作成・提出した産業廃棄物処理計画

に基づき、産業廃棄物の排出抑制・再生利用・適正処理が円滑に進むよう指導するとともに、

計画の実施状況をホームページで公表することにより、排出事業者の自主的な取組みを促

します。 

     ○ 市町における取組みが促進されるよう、各市町の年度ごとの総排出量やリサイクル率等の

実績をホームページに掲載して可視化するとともに、それぞれの現状と課題を把握したうえ

で、必要な助言等を行います。 

イ）各種リサイクル制度の円滑な推進・拡充 

     ○ 各種リサイクル関係法令等の適正かつ円滑な運用を推進するとともに、家電リサイクル制

度におけるリサイクル料金の前払い制度の導入や拡大生産者責任の考え方に基づく廃棄物

回収システムの拡大、容器包装リサイクル制度の事業者責任の強化等について、引き続き、

国に対し、政策提案を行います。 

     ○ 建設リサイクル法に基づく建築物等の分別解体や建設資材廃棄物の再資源化を促進する

ほか、公共事業などにおいて、建設発生土等の再使用やコンクリート塊等の再生利用に努め

ます。 

ウ）循環産業の育成 

     ○ 県の融資制度等の活用や各種行政手続きのワンストップ化などにより、企業のリサイクル

施設の整備や優良なリサイクル工場等の立地を促進します。 

     ○ 直島町で実施しているエコタウン事業について、有価金属リサイクル施設や溶融飛灰再資

源化施設でのリサイクルを継続するとともに、住民が主体となった環境と調和したまちづくり

事業を支援します。 

     ○ 県の物品等の調達に当たっては、リサイクル製品などの環境への負荷が小さい環境配慮
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型商品を購入する「グリーン購入」を推進します。 

 

３－1－２ プラスチック資源循環の推進 

ア）事業者におけるプラスチック資源循環の推進 

     ○ プラスチック製品の使用の合理化を図るため、ワンウェイのプラスチック製容器包装・製品

（レジ袋、スプーン、ストロー等）の過剰な使用の抑制や代替素材への転換などの取組みを促

進するほか、プラスチックごみの３R＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅの徹底を呼び掛けるとともに、なお残る

廃棄物については適正処理のために遵守すべき事項等について普及啓発を行い、必要に応

じて事業場等への立入調査を行うなど、適切な指導・監督を行います。 

     ○ 再生プラスチック・バイオプラスチックの利用を推進するため、新素材・高機能材料等の開

発・利用技術に加え、ＬＣＡによる環境負荷の評価支援及び材料分析等評価技術の高度化

などに関する技術支援や啓発を行うとともに、再生プラスチック・バイオプラスチック製品の

正しい理解に向け、消費者への普及啓発に努めます。 

イ）県・市町等におけるプラスチック資源循環の推進 

     ○ プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別収集や再商品

化に適切に対応し、リサイクル率の向上が図られるよう、県と市町で構成する連絡会におい

て、広域での分別収集体制などについて検討を行う等、市町におけるプラスチック資源循環

を促進します。 

○ 県自ら率先してプラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、県主催の会議やイベ

ント等においてペットボトル飲料・使い捨てプラスチック製容器製品の使用量削減やリユース

容器の利用を推進するとともに、プラスチック使用製品の調達に当たっては、プラスチック資

源循環促進法の規定に基づく認定を受けた製品を率先して調達するよう努めます。  

     ○ 海洋プラスチックごみを可能な限り防止・抑制するため、不法投棄対策を含む発生抑制対

策や回収・処理対策など、関係機関と連携して、海域・陸域一体となった総合的な対策に取り

組むとともに、プラスチック製などの漁業系廃棄物の適正処理や、使用済み漁業用資材の循

環的な利用を漁業者に対して意識啓発を行うほか、プラスチック被覆殻のほ場外への流出

を抑制するとともに、プラスチックを使用しない肥料等の利用を促進します。 

 

３－１－３ 食品ロス削減の推進 

ア）教育や普及啓発の推進 

○ 県民の食品ロスの認知度や削減への取組状況等の把握に努めるため、県民へのアンケー

トを継続的に実施するとともに、食品ロスの認知度を高め、スマート・フードライフの定着を図

るため、創意工夫を凝らした普及啓発に努めます。 

     ○ 各種イベント等において県民により身近な市町と合同で出展するなど、市町と連携した普

及啓発を行うとともに、市町に対して国の施策の動向や他の自治体の取組状況についての

情報提供などを行い、市町における地域の特性に応じた取組みを促進します。 

     ○ 食品ロスの問題が幅広い世代に認知されるよう、環境キャラバン隊やくらしのセミナー等

において講座を実施するとともに、学校給食や教科学習等を通じ、食品ロスの削減に関する

理解と実践を促すため、学校等での取組みを推進します。 

     ○ 県民及び事業者等に食品ロス削減の重要性が広く認知され、削減の機運が醸成されると
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ともに、それぞれの取組みが促進されるよう、優れた取組みや先進的な事例に対する表彰を

行います。 

     ○ 家庭系食品ロスの発生量及び発生要因に関する実態調査（一般廃棄物の組成調査）につ

いて、適時、実施できるよう、実施主体となる市町との連携を図ります。 

○ フードドライブ活動は、食品ロスの削減に直結するほか、子ども食堂への支援等の福祉の

観点からも意義のある取組みであることから、フードドライブ活動の認知度の向上や、フード

ドライブ活動への理解の促進に取り組みます。また、フードバンク団体と連携を図り、フードド

ライブ活動を実施するとともに、同活動に必要な資材の貸出しなどの支援を行います。 

イ）事業者における取組みの推進 

     ○ 食品ロス削減に取り組む事業者を『かがわ食品ロス削減協力店』として認定・登録し、その

取組みを広く周知するとともに、登録店と連携したキャンペーン等を実施します。また、食品

関連事業者の取組みについてのセミナーや情報交換会を開催し、事業者相互の交流の場を

設けるなど、事業者の積極的な取組みを促進します。 

     ○ さまざまな理由により通常の流通経路での販売等が困難な規格外や未利用の農林水産

物を活用（加工・販売等）する取組みを支援します。また、食品製造の過程で生じる端材や規

格外品等を活用する取組みが広がるよう、事業者や関係団体との連携を促進します。 

     ○ 食品ロス削減のための商慣習の見直しとして、賞味期限表示の大括り化（年月表示・日ま

とめ表示）や納品期限の緩和等を推進する事業者の取組みに対して、消費者の理解が促進

されるよう啓発を行います。 

     ○ 食品ロスの削減に向けた先進的・効果的な取組事例に関する情報収集や調査に努め、情

報発信するとともに、事業者や関係団体等の多様な主体と連携し、食品ロスを削減するため

の課題やその解決に向けた取組みについて、情報共有に努めます。 

     ○ 外食における持ち帰り等、食の安全・安心に特に留意する必要がある事項については、消

費者と事業者が安心して取り組むことができるよう国の動向や先進事例の情報収集に努め

ます。 

     ○ 食品関連事業者とフードバンク団体との連携が促進されるよう提供可能な食品に関する

情報提供を行うなど両者の関係構築を支援します。 

 

 関連計画                                                           

   ○香川県循環型社会推進計画 

     （廃棄物・資源循環政策を総合的に推進する計画） 

   ○香川県分別収集促進計画 

     （容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に促進す

るための計画） 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・ワンウェイプラスチックの提供や過剰包装を断る、食品ロスを出さないなど、廃棄物

のリデュースに努める。 

・不要となったものはリサイクルショップ等を活用して、必要な人に譲る。 

・ルールに従って分別を徹底するとともに、スーパーマーケット等の店頭回収を利用

するなどリサイクルに努める。 

事 業 者 

・包装の簡素化、包装資材の減量化を図るとともに、事業活動に伴う廃棄物のリデュ

ースに努める。 

・リユースやリサイクルがしやすい製品を製造し、回収ルートを整備する。 

・事業活動に伴う廃棄物の分別を徹底し、再生利用が可能なものはリサイクル業者

に引き渡す。 

民間団体 
・環境美化運動などに率先して取り組むとともに、地域住民への啓発活動を行う。 

・フリーマーケットや環境イベント等を開催する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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３－２ 廃棄物の適正処理の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

3-2-1 
廃棄物不適正処理（不法投棄以外）に係る通報

を踏まえた対応件数 
件 ９２ ６９ 

3-2-2 
廃棄物不適正処理（不法投棄）に係る通報を踏

まえた対応件数 
件 ３５ １７ 

 

 現状と課題                                                               

○ 県政世論調査の結果では、廃棄物の不法投棄対策について、多くの人が重要と考えている一

方、満足している人は少ない結果になっており、また、河川、海岸、山間等への不法投棄や野外

焼却は、依然として後を絶たない状況にあることから、不法投棄監視パトロールなどによる不適

正処理の未然防止や早期発見などに努めるとともに、市町や関係機関とより一層連携し、監視

指導を充実させるなど、廃棄物の適正処理の推進を図る必要があります。 

○ 豊島処分地維持管理等事業については、関係者の理解と協力のもと、調停条項に基づき、豊

島処分地の地下水浄化対策や処分地の維持管理に取り組む必要があります。 

 

 施策体系                                                                

3-2 

廃棄物の適正処理の推進 

3-2-1 

廃棄物の適正処理の推進 

3-2-2 

不法投棄対策の推進 

 

 施策展開                                                                

 ３－２－１ 廃棄物の適正処理の推進 

ア）廃棄物処理施設の確保と維持管理 

     ○ 市町の一般廃棄物処理施設の適切な整備と維持管理が図られるよう支援するとともに、

将来、ごみ排出量の減少が見込まれることを踏まえ、中長期的な視点で安定的・効率的な廃

棄物処理体制を確保するため、ごみ処理の広域化・集約化に向けた市町の取組みを支援し

ます。 

     ○ 産業廃棄物処理施設の計画的な確保に努めるとともに、立入検査による維持管理状況の

確認と、不適切な状況を発見した場合の改善指導を徹底します。 

     イ）監視指導体制の拡充・強化 

     ○ 不適正処理の未然防止や被害拡大の防止を図るため、排出事業者や処理業者、処理施

設等に対する立入調査を実施し、適切な指導・監督を行うほか、関係機関と連携した監視の

強化に努めます。 
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     ○ 不適正処理事案を発見した場合には、生活環境の保全上の支障を未然に防止するため、

関係法令に基づいて厳正かつ迅速に対処します。 

ウ）廃棄物の適正処理の推進  

     ○ 市町における適正処理を確保するため、市町職員の廃棄物処理法に関する知識の向上を

支援するとともに、許可業者による行政区域を越えての一般廃棄物の移動などに適切に対

応できるよう、市町への情報提供や市町間の連携強化を図るほか、一般廃棄物処理基本計

画や循環型社会形成推進地域計画の策定に対する技術的助言に努めます。 

     ○ 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合しているとして認定した優良産廃処理業者につ

いて、ホームページ等を活用した情報発信を行うなど、排出事業者が優良産廃処理業者へ

処理委託しやすい環境を整備します。 

     ○ 感染性廃棄物や石綿を含む廃棄物、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物等の処理困難廃

棄物や海岸漂着物などの各種廃棄物について、法令やマニュアルに沿った適正処理を推進

します。 

エ）豊島処分地維持管理等事業の推進 

     ○ 豊島処分地維持管理等事業については、関係者の理解と協力のもと、調停条項に基づき、

豊島処分地の地下水浄化対策や処分地の維持管理に取り組みます。 

 

３－２－２ 不法投棄対策の推進 

ア）不法投棄や野外焼却対策の強化 

     ○ 不法投棄防止のためのホームページ等による啓発や、海ごみゼロウィーク等に合わせた各

種広報媒体を活用した啓発のほか、市町や関係団体と連携・協力して、県民との協働による

河川、海岸、道路の環境美化活動などに取り組みます。 

     ○ 不法投棄や野外焼却については、廃棄物１１０番や環境監視員制度などを活用して、広く

県民から情報提供を受け付けるとともに、市町や関係機関と連携して、情報収集や監視指導

体制の拡充に努め、早期対応を図ります。 

 

 関連計画                                                           

   ○香川県循環型社会推進計画 

     （廃棄物・資源循環政策を総合的に推進する計画） 

   ○香川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 

     （県内のＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための計画） 

   ○香川県ごみ処理広域化・集約化計画  

     （中長期的な視点で安定的・効率的な廃棄物処理体制を確保するため、広域化・集約化を図

る地域ブロックを設定するとともに、各ブロックにおける施設整備の方向性を示す計画） 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・ごみは決められたルールに従って排出し、不法投棄や野外焼却をしない。 

・地域等での清掃活動などの環境美化活動に参加する。 

・ごみの不法投棄や野外焼却、多量保管など、不適正な処理を発見したときは、速や 

かに行政に通報する。 

事 業 者 
・廃棄物処理法に基づく排出事業者責任により、廃棄物を適正に処理する。 

・事業所やその周辺において、環境美化活動に参加する。 

民間団体 

・ごみの分別の呼びかけや環境美化活動など、率先して環境の保全に取り組む。 

・ごみの不法投棄や野外焼却、多量保管など、不適正な処理を発見したときは、速や 

かに行政に通報する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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３－３ 災害廃棄物処理対策の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

3-3-1 災害廃棄物処理に係る訓練の実施回数 回 ３ 
年２回以上 

実施 

 

 現状と課題                                                               

○ 近年、全国各地で甚大な災害が発生しており、その都度、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理

が課題となっていますが、本県でも、今後３０年以内の発生確率が６０％～９０％程度以上とい

われる南海トラフ地震（発生頻度が高いＬ１クラス）が発生した場合、災害廃棄物・津波堆積物は

約４８．８万トン発生すると想定されており、また、今後、地球温暖化の影響により、台風や豪雨

の規模も大きくなることが予測されていることなどを考えると、引き続き、災害廃棄物処理広域

訓練で明らかになった課題や被災自治体の取組状況も参考にしながら、災害廃棄物処理体制

の充実・強化に努める必要があります。 

 

 施策体系                                                                

3-3 

災害廃棄物処理対策の推進 

3-3-1 

災害廃棄物処理対策の推進 

 

 施策展開                                                                

 ３－３－１ 災害廃棄物処理対策の推進 

ア）大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の充実・強化 

     ○ さまざまな状況を想定した災害廃棄物処理広域訓練を継続的に実施し、担当職員の対応

力向上や市町・関係団体との連携を強化するとともに、四国内の国の機関、県、市等で構成

する災害廃棄物対策四国ブロック協議会と連携して、県域を越えた広域的な協力体制の強

化を図ります。 

     ○ 香川県災害廃棄物処理計画や香川県災害廃棄物処理行動マニュアルが、より実効性の

高いものとなるよう、災害廃棄物処理広域訓練で明らかになった課題や被災自治体の取組

状況を踏まえた見直しを行うとともに、市町の計画やマニュアルについても、必要な見直しが

進むよう支援します。 

 

 関連計画                                                           

   ○香川県災害廃棄物処理計画 

     （大規模災害発生時における災害廃棄物等を迅速かつ適切に処理するために必要な事項を

定める計画） 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 ・災害廃棄物（片付けごみ等）を排出するときは、決められたルールに従う。 

事 業 者 
・発災後の事業活動に伴う廃棄物は、平時と同様、自らの責任において適正に処理 

する。 

民間団体 ・訓練等に参加し、平時から協力体制の確認を行う。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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３－４ 水循環の促進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

3-4-1 普段の生活で節水している人の割合 ％ ７９．５ １００ 

 

 現状と課題                                                               

○ 本県の一人一日当たりの水道の生活用平均給水量は、近年、やや減少傾向にあり、香川用水

の通水に加え、香川用水調整池（宝山湖）の整備、ダムの整備などにより、本県の水事情は改善

されてきています。しかしながら、毎年のように香川用水の取水制限が行われており、水は限り

ある貴重な資源であることは変わりなく、引き続き、雨水や下水処理水など雑用水の利活用を

含めた水の有効利用や、水の使用量を抑制するための節水意識の高揚に努める必要がありま

す。 

図３－３ 下水処理水利用量の推移 

 
資料：香川県下水道課 

図３－４ 水道の一人一日当たり生活用平均給水量の推移 

 
資料：香川県水資源対策課 
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 施策体系                                                                

3-4 

水循環の促進 

3-4-1 

水を大切にする社会への転換 

 

 施策展開                                                                

 ３－４－１ 水を大切にする社会への転換 

ア）雑用水利用の促進 

     ○ 県有施設への雑用水利用施設の整備を進めるとともに、一定規模を超える建築物に対す

る雑用水利用施設の設置指導や、公共建築物の水洗トイレや公園等の樹木の散水への下水

処理水の利活用に努めるなど、水の有効利用の促進を図ります。 

イ）節水活動の促進 

     ○ 県と市町で構成する「節水型街づくり推進協議会」を中心に、水道週間（６月）や各種イベ

ントで節水展を開催し、パネルによる節水方法の紹介や節水型機器の展示など節水啓発に

取り組むとともに、ホームページ等を活用した節水広報や節水ウィーク（８月）における節水チ

ャレンジにより、家庭での節水活動の実践を促進します。 

ウ）水の大切さの理解の促進 

     ○ 県内小学生への副読本の配布や環境キャラバン隊による出前講座の実施により、水の大

切さや節水などについて、子どもたちへの意識啓発に努めるとともに、早明浦ダム又は池田

ダムを見学する学校行事等を支援することにより、香川用水が本県にもたらす恩恵への理解

を深め、水源地域の人々との交流を促進するほか、ため池や農業用水路などの役割や歴史、

水の大切さを学習する場を設けるなど、水の歴史と文化の継承を図ります。 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・歯磨きや洗顔時にこまめに水を止めるなど、水を無駄にしない。 

・節水型トイレや洗濯機など、節水効果の高い機器を購入する。 

・風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用するなど、水の使い方を工夫する。 

事 業 者 

・事業活動の中で節水型機器やシステムを導入するなど、節水を徹底する。 

・雨水や下水処理水など雑用水を利用する施設を設置する。 

・従業員に対する節水教育を実施する。 

民間団体 ・地域住民の節水意識を高めるための啓発活動を実施する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 第４節 自然と共生する地域づくりの推進  

 

 基本目標における指標                                                       

指標 単位 
現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

生物多様性の保全に向けて県と連携した事業者・民間

団体数 
団体 １２ １７ 

生物多様性に関する県民の認知度 ％ ４４．６（R7.6） ５０．０ 

 

４－１ 生物多様性の価値の理解と行動 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

4-1-1 自然共生サイトの県内認定登録サイト数 サイト ２ ５ 

 

 現状と課題                                                               

○ 私たちの暮らしは、生物多様性がもたらすさまざまな恵みの上に成り立っていますが、生物多

様性は、開発など人間活動による危機、自然に対する働きかけの縮小による危機、人間により

持ち込まれたものによる危機、地球温暖化など地球環境の影響による危機に直面していると指

摘されています。令和７（２０２５）年４月１日に「地域における生物の多様性の増進のための活動

の促進等に関する法律」が施行されており、生物多様性の保全を実現していくために、行政、企

業、民間団体、県民などさまざまな主体がそれぞれの特色を活かしながら、連携して保全活動

を行っていく必要があります。 

 

 施策体系                                                                

4-1 

生物多様性の価値の理解と行動 

4-1-1 

自然共生サイトへの取組みの促進 

 

 施策展開                                                                

 ４－１－１ 自然共生サイトへの取組みの促進 

ア）生物多様性の保全を実現するための普及啓発活動の推進 

     ○ 「特定非営利活動法人みんなでつくる自然史博物館・香川」をはじめとした民間団体等と

連携して、県内の研究者等が所有する標本を活用した標本展やフィールド講座などを通じた、

生物多様性の保全を実現するための普及啓発を推進するほか、生物多様性の保全活動へ

の主体的な参加を促進します。 
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イ）県、市町、民間団体等における自然共生サイト認定の促進 

     ○ 生物多様性の保全の実現に向けて、国が掲げる「３０bｙ３０目標（２０３０年までに、陸と海

の３０％以上を健全な生態系として効果的に保全する目標）」の達成のために、行政、企業、

民間団体、県民などさまざまな主体がそれぞれの特色を活かしながら連携し、生物多様性の

保全が図られた区域の「自然共生サイト」への取組みを促進し、社会全体で生物多様性の保

全と持続可能な利用を推進します。 

ウ）生物多様性の保全のための人材の育成 

     ○ 生物多様性は、地域の自然的社会的条件に応じて保全されることが重要であることから、

本県に生息・生育する貴重な動植物の調査研究や、専門家が行う現地調査に伴う作業の補

助やフィールド講座での解説などの体験を通じて、生物多様性の保全に関する指導的役割

を期待される人に対する一層のレベルアップを図るなど、人材の育成に取り組みます。 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 
・野外で活動する時は、野生生物の生息・生育環境に配慮しながら行動する。 

・地域で行われる里山の保全活動など、自然保護活動に参加する。 

事 業 者 ・事業場等の敷地を活用して緑化やビオトープの創出を行う。 

民間団体 
・自然保護活動など率先して環境の保全に取り組むとともに、地域住民の自然保護

意識を高めるための啓発活動を実施する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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４－２ 生態系の健全性の回復 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

4-2-1 
香川県希少野生生物の保護に関する条例に基

づく指定希少野生生物の指定種数 
種 １６ ２０ 

4-2-2 アライグマ・ヌートリアの年間防除頭数 頭 ３５７ ４００ 

4-2-2 
地域が主体となって外来種対策に取り組む市

町数 
市町 １５ 全市町 

 

 現状と課題                                                               

○ 本県でも、干潟やため池、里地・里山における自然環境が悪化し、多くの野生生物が絶滅の危

機にさらされており、さまざまな主体と連携して、「香川県希少野生生物の保護に関する条例」の

適正な運用による保護活動や、香川県レッドデータブックを活用した普及啓発により、生物多様

性の保全を図っていく必要があります。 

○ 外来種の中でも生態系や人の健康に大きな被害を及ぼす「侵略的外来種」の分布域の拡大に

より、農業被害や生活環境被害が増加しており、特に、アライグマやセアカゴケグモなど、令和３

（2021）年に作成した「侵略的外来種リスト」に記載した種については、優先度を踏まえた適切

な防除対策について検討を進めるなど、外来種対策を推進する必要があります。 

表４－１ 香川県レッドデータブック２０２１掲載種（1,032 種）                 （単位：種） 

分類群 
区分 

絶滅 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足 合計（％） 

植物 １４ ２４５ １０９ ８０ １４ ４６２（４４．８％） 

哺乳類 １ ０ ０ ２ １ ４（ ０．４％） 

鳥類 ０ ９ ３５ ４０ ０ ８４（ ８．１％） 

爬虫類 ０ ０ ０ ３ ２ ５（ ０．５％） 

両生類 ０ １ ２ ３ ０ ６（ ０．６％） 

汽水・淡水魚類 ０ １２ １３ ６ ２ ３３（ ３．２％） 

昆虫類 １０ ２７ ７４ １２６ ４８ ２８５（２７．６％） 

甲殻類 ０ １ ０ ５ ０ ６（ ０．６％） 

貝類 ２ ６５ ３５ ３７ ８ １４７（１４．２％） 

合計 

（％） 

２７ 

（２．７％） 

３６０ 

（３４．９％） 

２６８ 

（２５．９％） 

３０２ 

（２８．９％） 

７５ 

（７．６％） 

１，０３２ 

（１００．０％） 

資料：香川県レッドデータブック 2021 
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表４－２ 指定希少野生生物（１６種）                         （令和３年４月１日現在） 

 分類群 科名 種名 香川県カテゴリー 

１ 

植物 

スイレン科 オニバス ※ 

絶滅危惧Ⅰ類 

２ ユリ科 トサコバイモ 

３ ヒガンバナ科 カンカケイニラ 

４ ベンケイソウ科 ミセバヤ 

５ サクラソウ科 シコクカッコソウ 

６ オオバコ科 ウンラン 

７ ミツガシワ科 アサザ ※ 

８ モクセイ科 ショウドシマレンギョウ 絶滅危惧Ⅱ類 

９ 

動物 

淡水魚類 

コイ科 ニッポンバラタナゴ 

絶滅危惧Ⅰ類 

１０ コイ科 カワバタモロコ 

１１ ケツギョ科 オヤニラミ 

１２ カジカ科 カジカ大卵型 

１３ 昆虫類 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ 

１４ 甲殻類 スナガニ科 シオマネキ 

１５ 
貝類 

ナンバンマイマイ科 イソムラマイマイ 

１６ ナンバンマイマイ科 ヤハタマイマイ 

※保護区が設定されている種                           資料：香川県レッドデータブック 2021 

図４－１ アライグマ・ヌートリアの捕獲頭数の推移 

 

資料：香川県みどり保全課 
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 施策体系                                                                

4-2 

生態系の健全性の回復 

4-2-1 

希少野生生物の保護 

4-2-2 

外来種対策の促進 

 

 施策展開                                                                

 ４－２－１ 希少野生生物の保護 

ア）保護事業と普及啓発事業の充実 

     ○ 香川県レッドデータブックで絶滅のおそれが高いと評価された種について、現状の把握に

努め、個体群の保護増殖を目的とした保護活動や生息・生育に支障を及ぼす侵略的外来種

への対策を実施するとともに、県内の研究者等が所有する標本を活用した標本展やフィール

ド講座など普及啓発事業の充実に努めます。 

イ）指定希少野生生物の保護 

     ○ 希少野生生物のうち、特に保護を図る必要がある種については、「香川県希少野生生物の

保護に関する条例」に基づき、「指定希少野生生物」の指定や、「指定希少野生生物保護区」

の指定を行うなど、地域とも連携した保護増殖や生息・生育地等の保全などの保護事業を実

施します。 

 

４－２－２ 外来種対策の促進 

ア）外来種対策の推進と普及啓発 

     ○ 侵略的外来種の防除についての基礎資料となる侵略的外来種リストの活用により、外来

種対策を一層推進するとともに、外来種に対する正しい理解を深めてもらえるよう普及啓発

に取り組みます。 

     ○ 外来種による生活環境被害や農林水産業被害の防止と、県内の生態系の保全を図るた

め、侵略的外来種リストに掲載された外来種を対象に、対策の必要性と実効性の観点からの

優先度を踏まえ、国や市町、民間団体等と連携した適切な防除対策に取り組みます。 

イ）特定外来生物の防除の推進 

     ○ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、アライグマや

ヌートリアなど特定外来生物の防除を計画的に行う市町に対して支援を行うなど、特定外来

生物による地域の生態系への影響を緩和するとともに、生活環境、農作物等への被害を防

止するための対策を推進します。 

     ○ 県内で発見件数が増えているセアカゴケグモについては、市町と連携し、県民に対して防

除や咬まれた時の対応等の注意喚起を行うほか、個体の駆除や生息しそうな場所のこまめ

な清掃、咬まれないための予防対策に取り組みます。 

ウ）新たな特定外来生物の侵入の防止と早期対策 

     ○ 新たな特定外来生物が県内に侵入することを防止するため、国や市町、民間団体等と連

携し、情報収集や監視を行うなど、早期発見・早期防除に努めるほか、定着が確認された場
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合には、すみやかに状況を調査するとともに、関係機関等と連携し、集中的な防除に取り組

みます。 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・野外で活動する時は、野生生物の生息・生育環境に配慮しながら行動する。 

・飼育・栽培している動植物を野外に捨てない。 

・野外で繁殖している外来種を他の地域に拡げない。 

・地域住民が主体となって、外来種の防除に取り組む。 

事 業 者 
・開発事業において自然環境を復元するなど、生物の生息・生育環境に配慮する。 

・外来種被害予防三原則（入れない・捨てない・拡げない）を遵守する。 

民間団体 
・野生生物の生息・生育状況などの調査や情報提供に協力する。 

・外来生物の防除や外来種被害予防三原則に基づいた普及啓発活動を実施する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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４－３ 自然を活用した社会課題の解決 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

4-3-1 50歳未満の狩猟免許所持者数 人 ５４０ ６４０ 

4-3-3 愛鳥週間ポスター原画コンクール参加学校数 校 ５８ ６３ 

 

 現状と課題                                                               

○ イノシシなどの野生鳥獣による県内の農作物被害は、依然として、高い水準にあり、加えて、近

年は、市街地等へのイノシシの出没により、人身被害が多発するなど、深刻な状況が続いてい

ることから、引き続き、県主体の捕獲事業の実施や、市町が行う有害鳥獣捕獲等の支援、若手

狩猟者の確保・育成のほか、市街地への出没経路等での重点的な捕獲や侵入防止等の緊急対

策の実施など、被害の発生を未然に防止する取組みを進める必要があります。 

○ 生物多様性は、地域の自然的社会的条件に応じて保全されることが重要であることから、「特

定非営利法人みんなでつくる自然史博物館・香川」をはじめとした民間団体等と連携して、人と

自然の触れ合いの場を確保するなど、生物多様性の保全活動への主体的な参加を促進してい

く必要があります。 

図４－２ 年齢別狩猟免許所持者数 

 

資料：香川県みどり保全課 
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 施策体系                                                                

4-3 

自然を活用した社会課題の解決 

4-3-1 

有害鳥獣対策の推進 

4-3-2 

野生鳥獣の保護管理 

4-3-3 

人と自然の触れ合いの確保 

 

 施策展開                                                                

 ４－３－１ 有害鳥獣対策の推進 

ア）有害鳥獣対策の推進 

     ○ 野生鳥獣による生活環境や農林水産業への被害に総合的に対処するため、市街地に出

没するイノシシや生息範囲が拡大しているニホンザルやニホンジカ等について、市町が行う

有害鳥獣捕獲を支援するとともに、捕獲が困難な市街地周辺や島しょ部において県主体の

捕獲事業等を重点的に実施します。 

     ○ 市町と連携を図りながら、市街地へのイノシシの出没経路等を調査し、緊急性が高い箇所

での侵入防止ネット等の設置や捕獲の実施など、被害の発生を未然に防止する取組みを進

めます。 

イ）鳥獣被害に強い地域づくりと人材育成 

     ○ 市町が行う市街地周辺でのイノシシやニホンザル等の捕獲や地域住民等による侵入防止

柵の設置などのほか、鳥獣被害対策の中心的な役割を担う「地域リーダー」の育成を支援す

るなど、獣害に強い集落づくりを推進します。 

     ○ 若者や女性を対象とした狩猟免許取得の入門講座や、狩猟初心者から捕獲経験者まで

段階にあわせた捕獲技術講習会などの開催により、将来にわたって有害鳥獣対策を実践す

る担い手の確保・育成を図ります。 

ウ）捕獲個体の資源化の推進 

     ○ 狩猟者等に対する講習会や講座において、県内にある捕獲個体の処理施設の状況やジビ

エ肉としての利用方法について情報提供を行うなど、捕獲したイノシシ等の食肉利用や皮革

製品化など資源化や自家消費が促進されるよう努めます。 

 

４－３－２ 野生鳥獣の保護管理 

ア）野生鳥獣の生息環境の保全と狩猟の適正化 

     ○ 野生鳥獣の保護や適正管理のため、鳥獣保護管理事業計画に基づき、鳥獣保護区や特

別保護地区、特定猟具使用禁止区域等を指定するとともに、鳥獣保護管理員による巡視等

を行い、野生鳥獣の生息環境の保全と狩猟の適正化を図ります。 
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４－３－３ 人と自然の触れ合いの確保 

ア）まちかど生き物標本展及びフィールド講座の開催 

     ○ 地域の身近な生き物や自然の素晴らしさ、面白さを体感できる機会を提供し、生き物や自

然を守っていくことの大切さの理解を得るため、県内の研究者が収集・保管している標本を

活用した「まちかど生き物標本展」や香川の自然を親しむフィールド講座の開催による普及

啓発を実施します。 

イ）愛鳥週間等による普及啓発活動の推進 

     ○ 野生鳥獣の保護管理の重要性について広く県民の理解を得るため、愛鳥週間ポスター原

画コンクールや作品展などを活用した普及啓発に取り組みます。 

ウ）野生鳥獣保護センター等の活動の推進 

     ○ 野生鳥獣保護センター等において、傷病鳥獣の保護や野生復帰に取り組むとともに、セン

ターの見学会やホームページなどを通じた鳥獣保護思想の普及啓発に努めます。 

 

 関連計画                                                          

○香川県鳥獣保護管理事業計画 

     （鳥獣の個体数管理や生息環境管理、農林水産業及び生態系への被害の防止など、本県の鳥

獣保護管理事業を実施するための基本的な計画） 

   ○香川県農業・農村基本計画 

     （農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

   ○香川県水産業基本計画 

     （水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画）  

   ○香川県イノシシ第二種特定鳥獣管理計画 

     （イノシシの個体群を適正に管理し、農業被害及び生活環境被害の防止を図る計画） 

   ○香川県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画 

     （ニホンジカの個体群を適正に管理し、農林業被害及び森林植生への被害防止を図る計画） 

   ○香川県ニホンザル第二種特定鳥獣管理計画 

     （自然度の高い森林地域において、集落依存度の低いニホンザルの地域個体群を将来にわた

って健全に維持し、農業被害及び生活環境被害の防止を図る計画） 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 
・地域で行われる里海・里山の保全活動など、自然保護活動に参加する。 

・地域に有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりに努める。 

事 業 者 
・地域で行われる里海・里山の保全活動など、自然保護活動に参加する。 

・有害鳥獣の追い払いや侵入防止柵の設置など、地域に有害鳥獣を寄せ付けない。 

民間団体 ・地域に有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりや呼びかけを行う。 
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 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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４－４ 農地等の保全と持続的活用 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

4-4-1 農地中間管理事業による貸付面積 ｈａ ４，２２１ ６，０００ 

4-4-2 みどり認定者数 経営体 ６４ ２５６ 

 

 現状と課題                                                         

  ○ 本県農業においては、農業者の高齢化と担い手の減少による耕地利用率の低下や遊休農地

の拡大がみられ、住宅と農地の混住化の進展や中山間地域の過疎化による地域活力の低下、

狭小な農地や複雑な水利慣行による基盤整備の遅れや老朽化した農業用水利施設の増加な

どの課題に対応しつつ、将来にわたって持続的な農地等の保全に取り組んでいく必要がありま

す。環境面においては、温暖化に伴う病害虫の発生の増加などがみられ、環境配慮による化学

農薬・化学肥料等の使用量低減とそれに伴う生産物の収量減や品質低下、除草労力の増大に

対応していく必要があります。 

図４－３ 耕地面積の推移 

 

資料：「耕地面積調査」（農林水産省） 
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 施策展開                                                                

 ４－４－１ 農地等の保全と持続的活用 

ア）農地集積と農地の確保 

     ○ 農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積を推進し、基盤整備とも連携して利用

集積を加速化するとともに、農業振興地域制度や農地転用許可制度を的確に運用すること

により、優良農地の確保・維持と有効利用の取組みを推進します。 

イ）農地の保全と協働活動による多面的機能の維持・発揮 

     ○ 農村地域において、農業生産活動の継続だけでなく、農業者をはじめ自治会など多様な

主体が参画して協働で行う、水路やため池、農道など農業用施設の保全管理や農村環境の

保全、施設の長寿命化を図る活動等を支援します。 

ウ）鳥獣被害対策の推進 

     ○ 地域に寄せ付けない環境づくりや捕獲の奨励、侵入防止対策に加え、市町や猟友会など

地域の関係者で組織される｢鳥獣被害対策実施隊｣の設置と活動の支援を行い、対策に効

果を上げているモデル的な事例を紹介し、普及を図ることなどにより、野生鳥獣による被害

の拡大防止に努めます。 

 

４－４－２ 環境に配慮した農業の促進 

ア）環境保全型・資源循環型農業の推進 

       ○ 土づくり、化学農薬・肥料の使用低減をはじめ、温室効果ガスの排出量の削減など「環境

負荷低減事業活動」に取り組む農業者などを「みどり認定者」に認定するとともに、化学農

薬・化学肥料の代替技術と省力化技術を組み合わせたグリーンな栽培体系のうち、現地実

証により有効性が確認されたものについて、技術栽培マニュアルを作成し、産地への普及・

定着を促進します。 

     ○ 有機農業や化学肥料・化学合成農薬を低減した農業、家畜排せつ物の良質堆肥化など畜

産や農業から出る廃棄物を地域の有機資源として有効に活用する農畜産業など、持続可能

で環境に配慮した取組みを行う事業者に対する支援や技術的指導に努めるとともに、不適

切な処理に対しては市町と連携しながら適切に啓発指導を行います。 

 

 関連計画                                                          

   ○香川県農業・農村基本計画 

     （農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

   ○香川県鳥獣保護管理事業計画 

     （鳥獣の個体数管理や生息環境管理、農林水産業及び生態系への被害の防止など、本県の鳥

獣保護管理事業を実施するための基本的な計画） 

   ○家畜排せつ物の利用の促進を図るための香川県計画 

     （耕畜連携の強化やニーズに即した堆肥づくりなど家畜排せつ物の利用の促進を図るための

計画） 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 ・地域ぐるみでの農村地域の協働活動に参加する。 

事 業 者 
・化学肥料や農薬を適正に使用するなど環境への負荷を低減した農業を実践する。 

・イノシシ等による農林水産物等への被害対策を実施する。 

民間団体 ・堆肥需要者のニーズにあった堆肥の供給体制を確保する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 第５節 安全・安心な生活環境の保全  

 

 基本目標における指標                                                       

指標 単位 
現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

環境基準の達成状況 

（大気、公共用水域、航空機騒音、ダイオキシン類） 
項目 ６（R5） ７ 

生活環境の向上（大気・水・騒音の満足度） ％ ５６．２（R7.6） ６２．０ 

 

５－１ 大気環境の保全 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

5-1-1 大気に係る環境基準達成率【全４項目】 ％ １００ １００ 

5-1-2 光化学オキシダント被害連絡受付件数 件 ０ ０ 

 

 現状と課題                                                               

○ 本県の大気環境は、公害問題が深刻化していた時代に比べてかなり改善されており、二酸化

硫黄や二酸化窒素など、ほとんどの項目について環境基準を達成していますが、広域的な大気

汚染の影響も指摘されている光化学オキシダントや微小粒子状物質（ＰＭ２.５）については、濃

度上昇が予測される場合には、県民の健康被害を未然に防止する観点から、迅速かつ的確に、

光化学オキシダント注意報やＰＭ２.５注意喚起情報を発令し、県民への注意喚起を行えるよう、

引き続き、注意深く監視を行っていく必要があります。 

○ 石綿（アスベスト）については、「香川県石綿による健康被害の防止に関する条例」に基づき、

国の規制を上回る取組みを行ってきましたが、今後、建材に石綿を使用した建築物の老朽化に

伴う解体が増加していくことが見込まれており、また、近年の気象災害等の増加傾向から、災害

時における石綿の飛散・ばく露防止対策の強化も求められるなど、飛散防止対策の徹底に向け、

平常時から関係機関との連携を深めていく必要があります。 
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図５－１ 大気環境の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                資料：香川県環境管理課 
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0.00

0.01

0.02

0.03

48 53 58 63 平5 10 15 20 25 30 令5

ｐ
ｐ
ｍ

二酸化硫黄濃度の推移

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

48 53 58 63 平5 10 15 20 25 30 令5

ｐ
ｐ
ｍ

二酸化窒素濃度の推移

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

53 58 63 平5 10 15 20 25 30 令5

ｐ
ｐ
ｍ

一酸化炭素濃度の推移

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

53 58 63 平5 10 15 20 25 30 令5

m
g

/m
3

浮遊粒子状物質濃度の推移

0

100

200

300

400

500

600

53 58 63 平5 10 15 20 25 30 令5

時
間

光化学オキシダント基準超過時間数の推移

0

5

10

15

20

25

24 25 26 27 28 29 30令元 2 3 4 5 6

μ
g
/m

3

微小粒子状物質濃度の推移

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局



68 

 

 施策展開                                                                

 ５－１－１ 監視の実施及び県民への情報提供 

ア）大気環境の監視 

     ○ 県内全域の大気の環境を把握するため、香川県環境保健研究センター内の中央監視局

を中心とした大気汚染常時監視システムにより、常時監視を行います。 

イ）有害大気汚染物質等のモニタリング 

     ○ ベンゼン等の有害大気汚染物質や大気中の石綿濃度の実態把握を行うため、モニタリン

グを実施します。 

ウ）県民への情報提供 

     ○ 大気汚染常時監視システムで収集した結果は、ホームページで迅速に情報提供するとと

もに、特に、光化学オキシダントの注意報やＰＭ２．５の注意喚起情報については、学校・社会

福祉施設や県民向けのメール配信などさまざまな方法で情報を提供します。 

 

 ５－１－２ 大気汚染物質の発生源対策等の推進 

ア）工場・事業場に対する排出規制の推進 

     ○ 大気汚染防止法や香川県生活環境の保全に関する条例、公害防止の覚書等に基づき、

規制基準等を遵守するよう、工場・事業場に対する規制・指導を徹底します。 

イ）自動車排出ガス対策の推進 

     ○ 香川県生活環境の保全に関する条例に基づき一定規模以上の事業者に義務付けている

自動車排出ガス対策計画の作成等を通じて、アイドリングストップの励行や低公害車の導入

などを進めます。 

     ○ 交通流の円滑化により自動車排出ガスの排出を抑制するため、都市間の連絡道路や拠点

へのアクセス道路、都市内の骨格となる道路、生活道路の整備とあわせて、交通管制システ

ムの充実を図ります。 

ウ）光化学オキシダントの対策の推進 

     ○ 光化学オキシダント濃度が高くなる夏期に迅速な注意報等が発令できるよう監視体制を

強化するとともに、原因物質であると考えられる窒素酸化物や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に

ついて、大気汚染防止法に基づき、工場・事業場に立入検査を実施するなど、排出基準遵守

の取組みを徹底します。 

エ）微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の対策の推進 

     ○ 大気汚染防止法に基づき、継続的な環境監視と微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の成分の分析

を行い、多岐にわたる発生源に対して効果的な対策が行えるよう、知見の集積に努めます。 

オ）石綿の飛散防止の推進 

     ○ 石綿の大気中への飛散を防止するため、大気汚染防止法に基づき、建築物の解体や補修

作業時における特定粉じん排出作業の監視・指導を行うとともに、「香川県石綿による健康

被害の防止に関する条例」に基づき、石綿吹付け材を使用している既存建築物について飛

散防止措置などの指導を行います。 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・ごみなどの野外での焼却をしない。 

・公共交通機関や自転車などを利用し、マイカーの使用を控える。 

・自動車を購入するときは、電気自動車やハイブリッド車などの低公害車や低燃費車

を選択する。 

事 業 者 

・大気汚染防止法等に定める基準を遵守し、大気汚染物質の排出を削減する。 

・共同輸配送など環境に配慮した物流システムの構築に努める。 

・自動車の使用をできるだけ控えるとともに、エコドライブを実践する。 

民間団体 ・大気環境の保全意識を高めるための啓発活動を実施する。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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５－２ 水環境、土壌・地盤環境の保全 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

5-2-1 公共用水域に係る環境基準達成率（健康項目） ％ １００ １００ 

5-2-1 公共用水域に係る環境基準達成率（河川ＢＯＤ） ％ ６６（R5） 改善 

5-2-1 公共用水域に係る環境基準達成率（海域ＣＯＤ） ％ ４３（R5） 改善 

5-2-2 汚水処理人口普及率 ％ ８２．４ 

第5次全県域生

活排水処理構

想に定める値 

5-2-3 
公共用水域に係る環境基準達成率（河川ＢＯＤ） 

（再掲） 
％ ６６（R5） 改善 

5-2-3 
公共用水域に係る環境基準達成率（海域ＣＯＤ） 

（再掲） 
％ ４３（R5） 改善 

5-2-3 公共用水域に係る環境基準達成率（海域Ｔ－Ｎ） ％ １００ １００ 

5-2-4 
有害物質使用特定施設の立入検査実施件数 

（累計） 
件 

５５ 

（R2～R6） 

６６ 

（R8～R12） 

 

 現状と課題                                                               

○ 本県の河川や海域では、カドミウム等の健康項目に関する環境基準は、すべての調査地点で

達成していますが、生活環境項目に関する環境基準のうち、有機汚濁の指標である河川の生物

化学的酸素要求量（ＢＯＤ）や海域の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）は、全国平均に比べ達成率が

低くなっており、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）など新たな化学物質への対応も含め、水質汚濁の

防止を図る観点から、継続した水質監視を行っていく必要があります。 

○ 生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、香川県全県域生活排水処理構想に基

づき、下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を継続的に進め、汚水処理人

口普及率を上昇させるとともに、浄化槽の機能を正常に保ち、汚水を適切に処理するために、

適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査の受検）の向上を図る必要があります。 

○ 気候変動による水温上昇等と相まって、海域の貧栄養化がノリ養殖の不作や漁業生産量の減

少の一因であるとの指摘があるため、令和６（２０２４）年３月に策定した香川県栄養塩類管理計

画に基づき、下水処理場が海域へ供給する栄養塩類を増加させる試運転・試行による季節別

運転管理を実施しており、その影響や効果を確認しながら、引き続き、慎重に運用していく必要

があります。 

○ 近年、県内では、大規模な土壌汚染や地下水の過剰採取による地盤沈下は確認されていませ

んが、土壌汚染や地盤沈下は被害が発生するまで認識されにくく、また、被害が発生した場合、

回復が容易でないことから、定期的な監視や適切な指導のほか、土砂等を使用した埋立て等に

対する規制などにより、未然防止に努める必要があります。 
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図５－２ 公共用水域における環境基準（BOD・COD）達成率と赤潮発生件数の経年変化 

（全国・香川県） 

 

資料：香川県環境管理課 

図５－３ 生活排水処理施設の普及状況 

 

資料：香川県環境管理課 

図５－４ 市町別の生活排水処理施設の普及状況（令和６年度普及率順） 

 

資料：香川県環境管理課  
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 施策体系                                                                

5-2 

水環境、土壌・地盤環境の保全 

5-2-1 

監視の実施及び県民への情報提供 

5-2-2 

水質汚濁発生源対策の推進 

5-2-3 

水環境の保全対策の推進 

5-2-4 

土壌・地盤環境の保全対策の推進 

 

 施策展開                                                                

 ５－２－１ 監視の実施及び県民への情報提供 

ア）計画的な監視の実施 

     ○ 水質汚濁防止法に基づき、公共用水域や地下水の水質汚濁の状況を把握するため、水質

測定計画を作成し、常時監視を行います。 

イ）水質異常事故時の速やかな対処の実施 

     ○ 県内の公共用水域等において水質異常事故が発生した場合、香川県水質異常事故取扱

マニュアルに基づき、国、市町、その他関係機関等との通報連絡体制のもと、速やかに対処

します。 

 

 ５－２－２ 水質汚濁発生源対策の推進 

ア）総量削減計画の推進 

     ○ 閉鎖性海域である瀬戸内海の水質保全対策を推進するため、総量削減計画に基づき、化

学的酸素要求量（ＣＯＤ）や窒素、りんの削減に総合的・計画的に取り組みます。 

イ）工場・事業場に対する排水規制の推進 

     ○ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置等の許可制度を適切に運用する

とともに、水質汚濁防止法や香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、排水基準等を

遵守するよう、工場・事業場に対する規制・指導を徹底します。 

ウ）生活排水処理施設の整備 

     ○ 生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、香川県全県域生活排水処理構想

に基づき、下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を計画的に進め、汚水

処理人口普及率を高めるとともに、適正な維持管理を行い、汚泥の適正処理や有効利用を

促進します。 

     ○ 浄化槽の機能を正常に保つため、法定検査の制度等の周知・啓発に努めるなど、適正な

維持管理（保守点検・清掃・法定検査の受検）の向上を図ります。 

エ）地下水の汚染防止対策の推進 

     ○ 地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法や香川県生活環境の保全に関する
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条例に基づき、有害物質を使用している特定事業場等に対して、排水基準の遵守や地下浸

透の禁止について、規制・指導を徹底します。 

     ○ 地下水の水質状況の把握に努めるとともに、汚染が発見された箇所については、飲用井

戸等衛生対策要領に基づき、井戸設置者等に衛生対策を指導します。 

オ）農畜水産業における水質汚濁負荷低減対策の推進 

     ○ 農業からの水質汚濁負荷を低減するため、化学肥料の施用低減につながる効果的な施肥

方法について指導し、環境に配慮した農業を推進します。 

     ○ 畜産業からの水質汚濁負荷を低減するため、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律」に基づく家畜排せつ物の処理・保管施設の管理基準等の遵守や適切な

堆肥化を指導します。 

     ○ 魚類養殖業からの水質汚濁負荷を低減するため、適正な給餌方法等の指導を行います。 

カ）開発事業等に係る排水対策の推進 

     ○ 開発事業等の実施に当たり、工事中の土砂や濁水の流出防止を図るため、環境影響評価

制度や「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」に基づく事前協議等により、沈砂池の

設置や森林の残置、施工時期の配慮など、水質汚濁未然防止対策を推進します。 

 

５－２－３ 水環境の保全対策の推進 

ア）瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画の推進（再掲） 

     ○ 瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画に基づき、沿岸域の環境の保全・再生・創出

や、水質の保全及び管理、自然景観や文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保

に努めるとともに、栄養塩類の適切な管理の在り方に関する検討など、豊かな海の実現に向

けた取組みを進めます。 

イ）海域への栄養塩類増加措置の実施（再掲） 

     ○ 本県海域における生物の多様性と水産資源の持続的な利用の確保の課題に対応するた

め、香川県栄養塩類管理計画に基づき、下水処理場が海域へ供給する栄養塩類を増加させ

る試運転・試行による季節別運転管理を実施し、その影響、効果の状況を確認するなど、豊

かな海をめざした取組みを進めます。 

ウ）香の川創生事業の促進 

     ○ 「ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例」に基づき、住民・市町等と協働して、

水質改善、水生生物の保全、水辺の美化活動などの取組みを促進します。 

エ）ため池の水質改善の促進 

     ○ 市町や土地改良区などため池の管理者に対し、水質改善の重要性の意識啓発を行うとと

もに、堆積土の浚渫や池干しの取組みを促進します。 

 

５－２－４ 土壌・地盤環境の保全対策の推進 

ア）土壌汚染防止対策の推進 

     ○ 一定規模以上の土地の形質変更時等において、土壌汚染が判明した場合には、土地の所

有者等に対して、汚染の除去等の適切な措置を行うよう指導します。 
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     ○ 土地開発に伴う土砂等を使用した埋立て等に対する規制を行うことにより、土壌汚染を防

止し、生活環境の保全を図ります。 

     ○ 農用地の適切な保全と有効利用のため、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に

基づき、農用地の土壌の重金属含有量の定点調査を行うとともに、汚染のおそれのある場

合は、適宜、土壌分析を行い、汚染防止に努めます。 

イ）地盤環境の保全対策の推進 

     ○ 香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、継続的に地下水を採取する揚水施設の

把握に努め、地下水位の観測を行うことにより、地下水の過剰な採取による塩水化や地盤沈

下などの地下水障害を防止し、地下水の適正かつ合理的な利用を推進します。 

 

 関連計画                                                          

○水質測定計画 

     （公共用水域や地下水の水質汚濁状況を常時監視するため行う水質測定について、測定すべ

き事項や測定の地点、その他必要な事項を定める計画） 

   ○化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 

     （閉鎖性海域である瀬戸内海の水質環境基準の確保を目的に、流入する汚濁負荷量の総量

を一定量以下に削減する対策を総合的に推進する計画） 

   ○香川県全県域生活排水処理構想 

     （下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を推進

する計画） 

   ○香川県水環境保全計画 

     （水環境を水質・水量・水生生物・水辺空間・水文化の５つの視点から捉え、県民・事業者・行

政が協力して優れた水環境を保全・創出するための総合的な施策を推進する計画） 

   ○瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画 

     （瀬戸内海の環境保全に関し実施すべき施策を定めた計画） 

   ○香川県栄養塩類管理計画 

     （本県海域における生物の多様性と水産資源の持続的な利用の確保の課題に対応するため

の計画） 

   ○香川県農業・農村基本計画 

     （農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 

   ○家畜排せつ物の利用の促進を図るための香川県計画 

     （耕畜連携の強化やニーズに即した堆肥づくりなど家畜排せつ物の利用の促進を図るための

計画） 

   ○香川県水産業基本計画 

     （水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本計画） 
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 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・使用済の油を流さないなど、家庭でできる生活排水対策を実行する。 

・単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への切替えなどの整備等を行う。 

・河川や海岸の清掃活動など地域で行われる環境美化、環境保全活動に参加する。 

事 業 者 

・水質汚濁防止法等に定める基準を遵守し、水質汚濁物質の排出を削減する。 

・浄化槽の適切な維持管理（法定検査、清掃、保守点検）を行う。 

・土壌汚染の未然防止のため、原材料や廃棄物などを適正に管理する。 

民間団体 
・自然環境の保全や雨水の地下浸透による地下水涵養の大切さを呼びかける。 

・肥料の適正使用を呼びかける。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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５－３ 騒音・振動・悪臭・化学物質対策等の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

5-3-1 航空機騒音に係る環境基準達成率 ％ １００ １００ 

5-3-2 
ダイオキシン類に係る環境基準達成率 

【全4項目】 
％ １００ 100 

 

 現状と課題                                                               

○ 騒音・振動・悪臭は、感覚公害と呼ばれるなど、私たちの日常生活の快適さを損なうことで問

題となることが多く、県内の行政機関に寄せられる公害苦情の中でも大気汚染や水質汚濁と並

び、騒音と悪臭が多くを占めていることから、これらについて市町と連携して対応する必要があ

ります。また、航空機騒音については、関係機関との情報共有や測定等により状況把握に努め

る必要があります。 

○ 日常生活や事業活動を通じて、さまざまな化学物質が環境中に排出されていますが、中には

生活環境や人の健康、生態系等へ影響を与えるおそれがあるものもあることから、化学物質の

排出抑制、管理の徹底を図るため、常時監視等により、県内の排出状況等の把握に努めるとと

もに、県民に対しても、化学物質に関する正しい情報をわかりやすく提供していく必要がありま

す。 

図 5－５ 公害苦情の受理件数（典型７公害別）の推移 

 

資料：香川県環境管理課 
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 施策体系                                                                

5-3 

騒音・振動・悪臭・化学物質対策等の推進 

5-3-1 

騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

5-3-2 

化学物質対策等の推進 

 

 施策展開                                                                

 ５－３－１ 騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

ア）騒音・振動対策の推進 

     ○ 市町に対する騒音・振動対策に関する技術的助言に努めるとともに、騒音規制法や振動

規制法に基づき、必要に応じて、騒音・振動規制地域の見直しを行うなど、騒音・振動防止対

策の推進を図ります。 

     ○ 香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、航空機による宣伝など騒音規制法の対象

となっていない日常騒音を規制します。 

     ○ 自動車による交通騒音を監視するため、幹線交通道路に面する地域の面的評価を行うと

ともに、高松空港周辺地域における航空機騒音調査や本州四国連絡橋の鉄道騒音調査を

実施し、必要に応じ、関係機関に対して騒音低減対策の要請等を行います。 

イ）悪臭防止対策の推進 

     ○ 市町に対する悪臭対策に関する技術的助言に努めるとともに、悪臭防止法に基づき、必要

に応じて、悪臭規制地域の見直しを行うなど、悪臭防止対策の推進を図ります。 

     ○ 畜産業からの悪臭防止のため、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律」に基づく家畜排せつ物の処理・保管施設の管理基準等の遵守や適切な堆肥化を指導

します。 

 

 ５－３－２ 化学物質対策等の推進 

ア）化学物質の使用実態の把握と適正管理の推進 

     ○ 化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善が促進されるよう、「特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のＰＲＴＲ制度（化学物質排

出移動量届出制度）に基づき、環境中への化学物質の排出量や移動量を公表し、化学物質

の適正管理を促進します。 

       ○ 化学物質による環境汚染の実態を把握するため、環境省委託事業である化学物質環境

実態調査を実施します。 

イ）化学物質（農薬）の安全管理、安全使用の推進 

     ○ 農薬による環境への汚染防止を図るため、農薬販売業者や生産者に対する立入検査、講

習会等を通じて、安全管理や安全使用について指導します。 

     ○ 香川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱や香川県ゴルフ場農薬安全使用指針に基づき、

事業者のゴルフ場における農薬使用の指導を徹底します。 
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ウ）ダイオキシン類対策の推進 

     ○ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、河川と海域の水質と底質、発生源周辺の

土壌調査を実施するとともに、工場・事業場に対して、排出ガス・排出水及び燃焼灰その他

の燃え殻中に含まれるダイオキシン類の汚染状態の監視や指導などを行います。 

エ）環境放射能対策の推進 

     ○ 環境放射能の常時監視を継続的に行い、その結果を公表するとともに、原子力発電所等

における災害が発生した際には、原子力発電所等における放射能災害発生時の対応方針に

基づき、放射能調査の充実を図ります。 

 

 関連計画                                                          

   ○家畜排せつ物の利用の促進を図るための香川県計画 

     （耕畜連携の強化やニーズに即した堆肥づくりなど家畜排せつ物の利用の促進を図るための

計画） 

 

 各主体の取組方向                                                          

主体 わたしたちにできること 

県 民 

・楽器、ペットの鳴き声など日常生活の音が、騒音とならないよう配慮する。 

・自動車を運転するときは、急発進・急加速など騒音をみだりに発生させない。 

・悪臭の発生源となるごみなどを野外で焼却しない。 

事 業 者 
・騒音規制法等に定める規制基準を遵守し、騒音、振動、悪臭の発生を防止する。 

・低騒音、低振動型機械等を導入するなど、騒音や振動の発生の低減に努める。 

民間団体 ・近隣騒音への配慮など社会生活のマナーを呼びかける。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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第４章 計画の推進 

１ 推進体制 

２ 進行管理 
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 第４章 計画の推進  

 

１ 推進体制 

県は、計画を総合的に推進する体制の充実に努めるとともに、計画の推進主体として位置づけら

れる県民、事業者等の多様な主体との連携と協力のもとに計画を推進します。 

 

（１）県の推進体制の充実 

○ 本計画に基づく環境保全に関する施策の実効性を確保するため、関係部局が相互に緊密な連

携と調整を行い、施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

（２）多様な主体との連携 

○ 県民をはじめ、事業者、民間団体、大学、金融機関等に対して、積極的に環境に関する情報の提

供を行い、認識の共有化を図るとともに、多様な主体の参画と協働を促進します。 

○ 市町に対して、環境情報の提供や意見交換等を行うことにより、相互の連携を強化するとともに、

本計画に沿って行われる市町の施策を支援することにより、施策の一層の推進を図ります。 

○ 広域的な環境問題や本県単独で解決できない問題については、国や他の地方公共団体との連

携と調整に努めます。 

 

２ 進行管理 

本計画の実効性を確保するため、進捗状況を客観的に評価し、課題を整理したうえで、施策を継

続的に見直しながら、計画の着実な推進を図ります。 

 

（１）進捗状況の評価 

○ 計画に掲げる指標の達成状況や施策の実施状況などをもとに、計画（plan）、実施（do）、評価

（ｃｈｅｃｋ）、改善（ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルを通じて、計画の進捗状況を評価し、適切な進行管

理を行います。 

○ 社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、必要に応じて、本計画の見直しを行います。 

 

（２）進捗状況の公表 

○ 県民や事業者等各主体の環境への理解と認識を深め、自主的・積極的な行動の促進を図るた

め、環境の状況、施策の実施状況等について、環境白書を作成し、公表します。 
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１ 環境指標一覧 

NO. 
施策 

展開 
指標 単位 

現況 

(R6 年度) 

目標 

(R12 年度) 
指標の選定理由 目標値設定の考え方 

【各分野にまたがる基盤整備・地域づくり】環境を守り活かす人づくり・地域づくりの推進 

1 1 

環境保全活動につ

いて県と連携した

市町・事業者・民間

団体数 

団体 ９９ １０９ 

県があらゆる主体と

連携して、環境保全活

動を推進することが

重要であるため。 

５年間で１０団体の増

加をめざす。 

2 1 
ＧＸに関する現地

技術指導件数 
件 １５ ２３ 

環境と成長の好循環

を図るため、企業の

GX 関連の取組みを

促進することが重要

であるため。 

Ｒ ６ 年 度 実 績 か ら

50％の増加をめざ

す。 

３ １ 

環境保全活動や環

境学習講座等への

参加状況 

％ 
２７．１ 

(R7.6) 
４０．０ 

県民の環境保全行動

の状況を把握するた

め。 

現況から１２．９ポイン

トの増加をめざす。 

４ 1-1-1 

県が開設している

環境分野のＳＮＳ

のフォロワー数 

人 ４，０１２ ６，１００ 

インターネットを使っ

た効果的な情報発信

が重要であるため。 

Ｒ ６ 年 度 実 績 か ら

50％の増加をめざ

す。 

５ 1-1-2 
環境教育・環境学

習参加者数 
人 ６３，０１０ １８２，０００ 

環境を守り活かす人

づくりの基本となる

のが、環境教育・環境

学習であるため。 

Ｒ ６ 年 度 実 績 か ら

200％の増加をめざ

す。 

（３） 1-1-3 

環境保全活動や環

境学習講座等への

参加状況（再掲） 

％ 
２７．１ 

(R7.6) 
４０．０ 

県民の環境保全行動

の状況を把握するた

め。 

現況から１２．９ポイン

トの増加をめざす。 

6 1-2-1 

エコアクション21

の新規認証取得件

数 

件 3 5 

環境と成長の好循環

に向け、環境経営に

取り組む事業者を増

やす必要があるため。 

毎年度５件の新規取

得をめざす。 

（１） 1-2-3 

環境保全活動につ

いて県と連携した

市町・事業者・民間

団体数（再掲） 

団体 ９９ １０９ 

県があらゆる主体と

連携して、環境保全活

動を推進することが

重要であるため。 

５年間で１０団体の増

加をめざす。 

7 1-3-1 
県民参加の森づく

り参加者数 
人 ９，０７１ １０，０００ 

県民総参加のみどり

づくりに向け、森づく

り活動への参加を促

進する必要があるた

め。 

Ｒ ６ 年 度 実 績 か ら

10％の増加をめざ

す。 

8 1-3-2 
かがわ里海大学修

了者数（累計） 
人 

２，９６４ 

(R2～R6) 

４，５００ 

(R8～R12) 

かがわ里海大学は、

里海づくりを牽引す

る人材を育成する、

本県の里海づくりの

柱となる重要な取組

みであるため。 

Ｒ２年度からＲ６年度

の累計実績から５０％

の増加をめざす。 

9 1-3-3 
県立公園等の年間

利用者数 
人 ３，８４５，９７８ ４，６００，０００ 

地域の活力やにぎわ

いの創出に向け、地

域環境資源を充実・

活用していくことが

重要であるため。 

Ｒ ６ 年 度 実 績 か ら

20％の増加をめざ

す。 
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NO. 
施策 

展開 
指標 単位 

現況 

(R6 年度) 

目標 

(R12 年度) 
指標の選定理由 目標値設定の考え方 

【地球環境分野】地球温暖化対策の推進 

１０ 2 
温室効果ガス削減

率 
％ 

▲26.１ 

（R3） 
▲４６ 

地球温暖化の防止を

図るためには、温室効

果ガスの削減が必要

であるため。 

国の温室効果ガスの

削減目標に準拠し、 

２０１３年度比で４６％

削減をめざす。 

１１ ２ 

「脱炭素に向けたラ

イフスタイル等の転

換」を意識した県民

行動の定着度 

％ 
７９．５ 

(R7.6) 
９０．０ 

脱炭素社会の実現に

は、県民一人ひとりが

脱炭素を意識した行

動への転換が必要で

あり、その行動の定着

が重要であるため。 

現況から１０．５ポイン

トの増加をめざす。 

１２ 2-1-1 

太陽光発電設備付

き新築ＺＥＨ住宅の

戸数 

戸 
９９６ 

（R5） 
１，７００ 

住宅のさらなる脱炭

素化に向け、ＺＥＨ化

と合わせて新築住宅

への太陽光発電設備

の設置が必要である

ため。 

Ｒ ５ 年 度 実 績 か ら

70％の増加をめざ

す。 

１３ 2-1-2 

県施策による太陽

光発電システム設

置容量 

kＷ ６，１５４ ７，２００ 

再生可能エネルギー

のうち県内への導入

適性の高い太陽光発

電の普及を図ること

が重要であるため。 

７，２００kＷ設置され

ることをめざす。 

１４ 2-1-3 森林整備面積（累計） ｈａ 
３，９８６ 

(R2～R6) 

５，０００ 

(R8～R12) 

二酸化炭素の吸収源

対策として、間伐や植

林等の森林整備面積

を増やすことが重要

であるため。 

前計画の目標を維持

する。 

１５ 2-1-4 ＦＣＶ普及台数 台 ３３ ６６ 

温室効果ガス排出量

の削減に向け、次世代

エネルギーとして期待

される水素を利用し

たＦＣＶの普及を図る

ことが重要であるた

め。 

Ｒ６年度実績から２倍

の台数をめざす。 

１６ 2-2-1 

気候変動適応に関

するセミナー等の

実施件数 

件 ７ １２ 

気候変動適応策の推

進に向け、セミナー等

を通して県民の意識

醸成を図ることが重

要であるため。 

毎年度１件の増加をめ

ざす。 

１７ 
2-2-1 

2-2-2 

指定暑熱避難施設

（クーリングシェル

ター）設置件数 

件 
３６９ 

（R7.6） 
５００ 

気候変動適応法の改

正に伴う熱中症対策

として、市町の主体的

な取組みが重要であ

るため。 

５年間で１３０件程度

の増加をめざす。 
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NO. 
施策 

展開 
指標 単位 

現況 

(R6 年度) 

目標 

(R12 年度) 
指標の選定理由 目標値設定の考え方 

【資源循環分野】循環型社会の推進 

１８ 3 
一般廃棄物の最終

処分量 
万ｔ 

2.4 

(R5) 
2.2 

県民の３Ｒの取組みが

重要であるため。 

Ｒ５年度実績から０．２

万ｔの削減をめざす。 

１９ 3 
産業廃棄物の最終

処分量 
万ｔ 

１２．４ 

(R5) 
１０．１ 

事業者の３Ｒの取組み

が重要であるため。 

Ｒ５年度実績から２．３

万ｔの削減をめざす。 

２０ 3-1-1 

３Ｒの推進に積極

的に取り組んでい

ると答えた人の割

合 

％ 
４１．１ 

(R7.6) 
５６．０ 

県民の３Ｒの取組状況

を把握するため。 

現況から１４．９ポイント

の増加をめざす。 

２１ 3-1-1 
一般廃棄物の総排

出量 
万ｔ 

２８．６ 

(R5) 
２６．０ 

県民のリデュースの取組

みが重要であるため。 

Ｒ５年度実績から２．６

万ｔの削減をめざす。 

２２ 3-1-1 
一般廃棄物の一人

一日当たり排出量 
ｇ 

８２５ 

(R5) 
７９３ 

県民のリデュースの取組

みが重要であるため。 

Ｒ５年度実績から３２ｇ

の削減をめざす。 

２３ 3-1-1 
産業廃棄物の総排

出量 
万ｔ 

２４８．３ 

(R5) 
２４７．５ 

事業者のリデュースの取

組みが重要であるため。 

R5 年度実績から 0.8

万ｔの削減をめざす。 

２４ 3-1-1 
一般廃棄物のリサ

イクル率 
％ 

１８．８ 

(R5) 
２４．０ 

県民のリサイクルの取組

みが重要であるため。 

R5 年度実績から 5.2

ポイントの増加をめざ

す。 

２５ 3-1-1 
産業廃棄物のリサ

イクル率 
％ 

７０．８ 

(R5) 
７２．４ 

事業者のリサイクルの取

組みが重要であるため。 

R5 年度実績から 1.6

ポイントの増加をめざ

す。 

２６ 3-1-2 

プラスチック使用

製品廃棄物の分別

収集・再商品化を

実施する市町数

（独自の再資源化

処理を実施する市

町を含む） 

市町 １ ９ 

市町におけるプラスチ

ック資源循環の推進に

向け、一般家庭から排

出されるプラスチック

使用製品廃棄物の有効

利用について、市町の

取組みが重要であるた

め。 

国のプラスチック資源

循 環 戦 略に 準拠 し 、

R17年度に１００％達成

を見据え、９市町をめざ

す。 

２７ 3-1-3 食品ロスの発生量 ｔ 
２５，４７６ 

(R5) 
２２，２００ 

県民や事業者の食品ロ

スの削減のための取組

みが重要であるため。 

Ｒ５年度推計値から家

庭系食品ロスは 11.7％

を、事業系食品ロスは

14％の削減をめざす。 

２８ 3-2-1 

廃棄物不適正処理

（不法投棄以外）に

係る通報を踏まえ

た対応件数 

件 ９２ ６９ 

廃棄物が適正に処理さ

れることで通報を踏ま

えた対応件数が減少す

るため。 

Ｒ６年度実績から２３件

の減少をめざす。 

２９ 3-2-2 

廃棄物不適正処理

（不法投棄）に係る

通報を踏まえた対

応件数 

件 ３５ １７ 

廃棄物が適正に処理さ

れることで通報を踏ま

えた対応件数が減少す

るため。 

Ｒ６年度実績から１８件

の減少をめざす。 

３０ 3-3-1 

災害廃棄物処理に

係る訓練の実施回

数 

回 ３ 
年２回 

以上実施 

災害発生時には災害廃

棄物の迅速かつ適切な

処理が求められること

から、平時の訓練を通し

て対応力を強化する必

要があるため。 

毎年度複数回の実施を

めざす。 

３１ 3-4-1 
普段の生活で節水

している人の割合 
％ ７９．５ １００ 

県民の節水の取組状況

を把握するため。 

すべての県民の節水意

識の向上をめざす。 
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NO. 
施策 

展開 
指標 単位 

現況 

(R6 年度) 

目標 

(R12 年度) 
指標の選定理由 目標値設定の考え方 

【自然環境分野】自然と共生する地域づくりの推進 

３２ 4 

生物多様性の保全

に向けて県と連携

した事業者・民間

団体数 

団体 １２ １７ 

県がさまざまな主体

と連携して生物多様

性の保全を推進する

ことが重要であるた

め。 

毎年度１団体の増加を

めざす。 

３３ 4 
生物多様性に関す

る県民の認知度  
％ 

４４．６ 

(R7.6) 
５０．０ 

生物多様性の保全を

図るためには、県民の

生物多様性に関する

認知度を向上させる

必要があるため。 

５０％の認知度をめざ

す。 

３４ 4-1-1 

自然共生サイトの

県内認定登録サイ

ト数 

サ
イ
ト 

２ ５ 

「30by30 目標」の実

現に向け、生態系の健

全維持、増進を図るた

め、自然共生サイト認

定の促進を図るため。 

５年間で３サイトの増

加をめざす。 

３５ 4-2-1 

香川県希少野生生

物の保護に関する

条例に基づく指定

希少野生生物の指

定種数 

種 １６ ２０ 

希少野生生物の保護

のためには、条例に基

づく指定希少種を新

たに追加する必要が

あるため。 

２０種の指定をめざ

す。 

３６ 4-2-2 

アライグマ・ヌート

リアの年間防除頭

数 

頭 ３５７ ４００ 

特定外来生物（アライ

グマ・ヌートリア）の防

除を進める必要があ

るため。 

Ｒ１２年度までに年間

400 頭をめざす。 

３７ 4-2-2 

地域が主体となっ

て外来種対策に取

り組む市町数 

市町 １５ 全市町 

地域が主体となった

外来種対策を進める

必要があるため。 

全市町に取組みが広

がることをめざす。 

３８ 4-3-1 
50歳未満の狩猟

免許所持者数 
人 ５４０ ６４０ 

狩猟免許所持者の高

齢化が進むなか、有害

鳥獣対策を実施する

ため、狩猟者の担い手

確保・育成が重要であ

るため。 

５年間で１００人の増加

をめざす。 

３９ 4-3-3 

愛鳥週間ポスター

原画コンクール参

加学校数 

校 ５８ ６３ 

愛鳥週間ポスター原

画コンクールを通じ

て、野鳥保護等の大切

さの一層の普及啓発

を図る必要がある。 

毎年度１校の増加をめ

ざす。 

４０ 4-4-1 
農地中間管理事業

による貸付面積 
ｈａ ４，２２１ ６，０００ 

農地中間管理事業等

を活用した農地集積

を促進し、地域農地の

保全と持続的活用を

図るため。 

３００ha／年の貸付面

積の増加をめざす。 

４１ 4-4-2 みどり認定者数 
経
営
体 

６４ ２５６ 

「みどり認定者」の拡

大推進と、環境負荷低

減等につながる技術

的支援を行い、環境に

やさしい農業の取組

面積の拡大を図るた

め。 

年間３２経営体（直近２

年間の実績）の増加を

めざす。 
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NO. 
施策 

展開 
指標 単位 

現況 

(R6 年度) 

目標 

(R12 年度) 
指標の選定理由 目標値設定の考え方 

【生活環境分野】安全・安心な生活環境の保全 

４２ 5 

環境基準の達成状

況（大気、公共用水

域、航空機騒音、ダ

イオキシン類） 

項目 
６ 

(R5) 
７ 

安全で安心して暮らせる

生活環境のためには、そ

れぞれの環境基準の達

成が求められるため。 

全項目の達成をめざ

す。 

４３ ５ 

生活環境の向上 

（大気・水・騒音の

満足度） 

％ 
５６．２ 

(R7.6) 
６２．０ 

県民の生活環境に対す

る満足度を把握するた

め。 

現況から５．８ポイント

の増加をめざす。 

４４ 5-1-1 

大気に係る環境基

準達成率 

【全4項目】 

％ １００ １００ 

大気汚染物質による汚

染状況を把握し、工場・

事業場に対する規制・指

導を徹底するため。 

全項目（４項目）につい

て１００％をめざす。 

４５ 5-1-2 

光化学オキシダン

ト被害連絡受付件

数 

件 0 0 

光化学オキシダントによ

る被害発生を未然に防

止するため。 

被害連絡受付件数な

しをめざす。 

４６ 5-2-1 

公共用水域に係る 

環境基準達成率

（健康項目） 

％ １００ １００ 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

１００％をめざす。 

４７ 5-2-1 

公共用水域に係る 

環境基準達成率

（河川ＢＯＤ） 

％ 
６６ 

(R5) 
改善 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

公共用水域の環境基

準達成状況の改善を

めざす。 

４８ 5-2-1 

公共用水域に係る 

環境基準達成率

（海域ＣＯＤ） 

％ 
４３ 

(R5) 
改善 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

公共用水域の環境基

準達成状況の改善を

めざす。 

４９ 5-2-2 
汚水処理人口普及

率 
％ ８２．４ 

第5次全県域 

生活排水処理

構想に定める値 

県内の公共用水域の環

境基準達成状況に影響

する生活排水の処理状

況を把握するため。 

第５次全県域生活排水

処理構想に定める値

をめざす。 

（４７） 5-2-3 

公共用水域に係る 

環境基準達成率 

（河川ＢＯＤ）（再掲） 

％ 
６６ 

(R5) 
改善 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

公共用水域の環境基

準達成状況の改善を

めざす。 

（４８） 5-2-3 

公共用水域に係る 

環境基準達成率 

（海域ＣＯＤ）（再掲） 

％ 
４３ 

(R5) 
改善 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

公共用水域の環境基

準達成状況の改善を

めざす。 

５０ 5-2-3 

公共用水域に係る

環境基準達成率

（海域Ｔ－Ｎ） 

％ １００ １００ 

公共用水域の環境基準

達成状況を把握し、水質

管理に努める必要があ

るため。 

１００％をめざす。 

５１ 5-2-4 

有害物質使用特定

施設の立入検査実

施件数（累計） 

件 
５５ 

(R2～R6) 

６６ 

(R8～R12) 

有害物質使用特定施設

の立入検査を実施し、土

壌汚染の未然防止を図

るため。 

５年間で県内の該当事

業所の実施をめざす。 

５２ 5-3-1 
航空機騒音に係る

環境基準達成率 
％ １００ １００ 

基準達成率を把握し、必

要に応じ削減対策を講

じるため。 

１００％をめざす。 

５３ 5-3-2 

ダイオキシン類に

係る環境基準達成

率【全4項目】 

％ １００ １００ 

基準達成率を把握し、必

要に応じ削減対策を講

じるため。 

全項目（４項目）につい

て１００％をめざす。 
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２ 用語解説 

 【あ行】                                                            

R
アール・

E
イー

１００ 

Renewable Energy １００％の略称で、企

業等が自らの事業活動に使用する電力をすべて

再生可能エネルギーで賄うことをめざす国際的

なイニシアチブのこと。 

 

Ｒ
アール・

Ｐ
ピー・

Ａ
エー

（ロボティックス・プロセス・オートメーション） 

Robotics Process Automation の略称。

これまで人間がパソコンなどの機器を使って行っ

てきた事務作業を、ロボットにより自動化する仕

組みのこと。 

 

Ｉ
アイ・

Ｃ
シー・

Ｔ
ティー

（情報通信技術） 

Information and Communication Technology

の略称で、情報・通信に関する技術の総称。 

 

赤潮 

水中でプランクトンが大量に増殖することによ

って、水の色が変わる現象。赤みがかった色を示

すことが多いためこの名があるが、種類により茶、

緑色などにも着色する。種類や発生規模によっ

て、水産生物に被害を与えることもある。 

 

Ｅ
イー・

Ｖ
ブイ

（電気自動車） 

Electric Vehicle の略称。自宅や充電スタ

ンドなどで車載バッテリーに充電を行い、モータ

ーを動力として走行する。 

 

池干し 

ため池の維持管理のため、冬季に農業用ため

池の水を抜き底部を日干しすること。このとき水

草の除草や、栄養分の多い底泥が除去され、水

の入れ替えが行われるため、池の富栄養化や生

態系の遷移が抑えられる。 

 

石綿（アスベスト） 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物。丈夫で熱、

酸やアルカリなどに強く、安価なことから、耐火被

覆材、断熱材、保温材などに使用されてきた。し

かし、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、

１５～４０年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中

皮腫などの病気を引き起こすおそれがある。 

 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物を指し、「ごみ」と「し

尿」に分かれる。さらに、「ごみ」は主に家庭から

発生する「家庭系ごみ（生活系ごみ）」と、事業活

動に伴ってオフィスや飲食店から発生する「事業

系ごみ」に分かれる。 

 

イニシアチブ 

イニシアチブは英語で主導権や率先して物事

を進める力の意味で、環境分野では、「国際イニ

シアチブ」として、気候変動問題の解決や脱炭素

化のために、企業が取り組む活動や枠組み、制

度のことを指す。国際イニシアチブの例として、

RE100 やＳＢＴ、ＴＣＦＤなどがある。 

 

海ごみ 

確認される場所によって、「海岸漂着ごみ（海

岸に流れ着いたごみや海岸に捨てられているご

み）」、「漂流ごみ（海面や海中を漂っているご

み）」、「海底堆積ごみ（海の底に沈んでいるご

み）」と呼び方が変わるが、これらをまとめて「海

ごみ」と呼ぶ。 

 

Ａ
エー・

Ｉ
アイ

（人工知能） 

Artificial Intelligence の略称。コンピュー

タを使って、学習・推論・判断など人間の知能の

はたらきを人工的に実施するための技術。 

 

エコアクション２１ 

中小企業等においても容易に環境配慮の取

組みを進めることができるよう、環境経営の仕組

み、環境への取組み、環境報告を一つに統合し

た環境省が定める環境マネジメントシステム。 
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エコタウン事業 

先進的な環境調和型のまちづくりを推進する

ことを目的として、平成９（１９９７）年度に国で創

設された事業。本県では、直島町において、廃棄

物の新たなリサイクルシステムを構築する環境

産業の育成と住民主体の環境調和型まちづくり

を展開し、循環型社会のモデル地域を形成する

エコタウンプラン（エコアイランドなおしまプラン）

が平成１４（２００２）年３月に国（経済産業省・環

境省）の承認を受け、このプランに基づき、ハード

事業（循環資源回収事業）とソフト事業（環境調

和型まちづくり）に取り組んでいる。 

 

エコ通勤 

通勤によって発生する渋滞や地球温暖化問題

に対して、各事業所が主体的に、より望ましい通

勤交通のあり方を考える取り組み。 

 

S
エス・

N
エヌ・

S
エス

（ソーシャルネットワーキングサービス） 

Social Networking Service の略称。人と

人とのつながりを促進・サポートする、コミュニテ

ィ型のＷｅｂサイトで、友人・知人間のコミュニケ

ーションを円滑にする手段や場、新たな人間関

係を構築する場を提供する会員制のサービスの

こと。 

 

ＥＳＣＯ
エ ス コ

（エナジー・サービス・カンパニー） 

省エネルギーの提案、設計・施工、維持管理、

資金調達などを包括的に提供するサービス。ビ

ルや工場などの省エネルギーに関するサービス

を提供し、従前の利便性を損なうことなく省エネ

ルギー化を実現し、その効果を保証するもので、

省エネルギー改修に要する費用は、省エネルギ

ー化によって節減されたエネルギーコストの一部

から償還される。 

 

S
エス・

D
ディー・

G
ジー・

ｓ
ズ

（持続可能な開発目標） 

Sustainable Development Goals の略

称。２０１５年９月の国連サミットにおいて、全会一

致で採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」に記載されている２０１６年か

ら２０３０年までの国際目標。 

１７のゴール（目標）と１６９のターゲットを設定

しており、「誰一人取り残さない」社会の実現を

めざし、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、

統合的に取り組むものである。 

 

S
エス・

B
ビー・

T
ティー

 

Science Based Targets の略称で、パリ協

定（世界の気温上昇を産業革命前より２℃を十

分に下回る水準に抑え、また１．５℃に抑えること

をめざすもの）が求める水準と整合した、５年、 

１５年先を目標年として企業が設定する温室効

果ガス排出削減目標のこと。 

 

エネルギー管理システム 

最適なエネルギー活動をサポートする設備の

ことを言う。人の手だけでは把握が難しいエネル

ギー使用状況を、情報通信技術によって「見える

化」することで、データ分析や効率的な機器の制

御といった全般的な省エネルギー管理が可能と

なる。 

 

Ｆ
エフ・

Ｃ
シー・

Ｖ
ブイ

（燃料電池自動車） 

Fuel Cell Vehicle の略称。燃料となる水素

と空気中の酸素の化学反応によって発電した電

気エネルギーを用いてモーターを回して走行す

る。 

 

エリートツリー 

成長が優れた林業用の樹木を人工交配して

作った苗木の中から、より成長に優れたものを選

抜したものの総称で、スギやヒノキなどで苗木生

産が行われている。 

 

Ｌ
エル・

Ｃ
シー・

Ａ
エー

（ライフサイクルアセスメント） 

Life Cycle Assessment の略称。製品や

サービスのライフサイクルを通じた環境への影響

を評価する手法。LCAは、ISO14040/40にお

いて規格化されているが、その詳細な手法につ

いては、各々の目的に照らし合わせて実施する

こととされている。 
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屋上緑化、壁面緑化 

建築物の断熱性や景観の向上などを目的とし

て、屋根や屋上、建物の外壁に植物を植えて緑

化すること。 

 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収

し再放出する気体。地球温暖化対策の推進に関

する法律では、二酸化炭素（ＣＯ ₂）、メタン

(CH₄)、一酸化二窒素（N₂O）、ハイドロフルオロ

カーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類

（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF₆）、三ふっ化窒素

（NF₃）の７種類を定めている。 

 

 【か行】                                                            

カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

つまり、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガ

スの排出量から、森林などによる吸収量を差し

引いた、実質ゼロを意味する。 

 

海洋プラスチックごみ 

海洋に流出した廃プラスチックのこと。生態系

などへの悪影響が懸念されており、中でも、太陽

の紫外線などで劣化し、５㎜以下まで破砕・細分

化されたマイクロプラスチックは、回収が困難な

ことから、海洋汚染問題となっている。 

 

外来生物 

もともとその地域にいなかったが、人間によっ

て他の地域から入ってきた動物・植物をいう。こ

のうち、特定の外来生物による生態系、人の生

命・身体、農林水産業への影響を防止することを

目的とした「特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律（外来生物法）」で指

定された外来生物（特定外来生物）は、飼育栽

培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを原則とし

て禁止している。 

 

外来種被害予防三原則 

侵略的な外来生物（海外起源の外来種）によ

る被害を予防するため、①悪影響を及ぼすおそ

れのある外来種を自然分布域から非分布域へ

「入れない」、②飼養・栽培している外来種を適

切に管理し「捨てない（逃がさない・放さない・逸

失させないことを含む）」、③既に野外にいる外

来種を他地域に「拡げない（増やさないことを含

む）」ことを原則とする考え。 

 

香川県気候変動適応センター 

平成３０（２０１８）年に施行された気候変動適

応法第１３条において、都道府県及び市町村に対

して確保に努めるよう規定された体制。地域にお

ける気候変動影響及び気候変動適応に関する

情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的

助言を行う拠点としての機能を担う。 

 

香川県レッドデータブック 

絶滅または絶滅のおそれのある希少な野生生

物を選定評価、リストアップし、その種の生態分

布や圧迫要因などを明らかにした資料。2004

年に発行した「香川県レッドデータブック」を

2021年に改訂し、現在１，０３２種（２００４年版か

ら２３４種増）を掲載している。 

 

かがわ里海大学 

里海づくりをけん引する人材の育成を目的に、

本県と香川大学が共同で設立した「学びと交流

の場」。里海づくりに必要なスキルや知識を高め

る講座から、広く里海への理解を深める一般向

けワークショップや体験ツアーまで、さまざまな講

座を開講している。 

 

かがわヒノキ 

香川県の森林で育ったヒノキ。令和６（２０２４）

年１１月に、県産ヒノキの認知度向上に向けたブ

ランド化を行うに当たり、「かがわヒノキ」のブラン

ドロゴマークとキャッチフレーズを決定した。 

 

拡大生産者責任 

生産者が、その生産した製品が使用され、廃

棄された後においても、当該製品の適正なリサイ

クルや処分について物理的または財政的に一定

の責任を負うという考え方。具体的には、製品設
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計の工夫、製品の材質・成分表示、一定製品に

ついて廃棄等の後に生産者が引取りやリサイク

ルを実施すること等が含まれる。 

 

環境影響評価制度 

環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業

を実施するに当たり、事業者が事前に環境への

影響を調査、予測、評価するとともに、環境を守

るための対策を検討し、開発事業をより環境負

荷の小さいものにしようとする制度。法律と条例

に定められた一定規模以上の道路や空港、宅地

の造成などについて環境影響評価の実施が義

務付けられている。 

 

環境基準 

環境基本法に基づき定められている大気汚染

や水質汚濁、土壌汚染、騒音に係る環境上の条

件について、人の健康を保護し、生活環境を保

全するうえで維持されることが望ましい基準。 

 

環境キャラバン隊 

小中学校を中心に、学校や地域などで環境学

習を行う、出前講座。 

 

環境産業 

供給する製品・サービスが、環境保護及び資

源管理に、直接的または間接的に寄与し、持続

可能な社会の実現に貢献する産業。 

 

環境配慮指針 

環境影響評価制度の対象とならない一定規

模未満の開発事業についても、事業者の皆様に

環境への配慮に自主的かつ積極的に取り組んで

いただくため、その計画、実施の各段階における

具体的な環境配慮事項等を明らかにした指針。 

 

環境配慮モデル 

「香川環境配慮モデル認定制度」において、環

境配慮の観点から他の模範となるリサイクル製

品や環境負荷の低減に取り組む事業所を「モデ

ル」として認定している。 

 

環境マネジメントシステム（ Ｅ
イー・

Ｍ
エム・

Ｓ
エス

） 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主

的に環境保全に関する取組みを進めるに当たり、

環境に関する方針や目標をみずから設定し、こ

れらの達成に向けて取り組んでいくための体制・

手続き等の仕組み。ＥＭＳは Environmental 

Management System の略称。 

 

間伐 

成長の過程で過密になった森林の立木の一

部を抜き伐りして、立木の密度を調整し、樹木の

成長や下層植生の生育を図る作業。 

 

気候変動 

長期的な気候状態の変化のこと。太陽活動の

変化等の自然的要因による変化もあるが、近年

では温室効果ガス排出等の人為的な要因により

追加的に生ずるものを指す。 

 

揮発性有機化合物（Ｖ
ブイ・

Ｏ
オー・

Ｃ
シー

） 

ガソリン、溶剤（シンナー等）等に含まれるトル

エン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物

の総称。浮遊粒子状物質及び光化学オキシダン

トの生成の原因物質の一つと考えられている。  

ＶＯＣは、Volatile Organic Compounds の

略称。 

 

吸収源対策 

２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにするカーボンニュートラルをめざすた

め、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

「排出量」から差し引く「吸収量」を増やすための

対策。植林、森林管理等のほかに、藻場等の海

洋生態系の整備も検討されている。 

 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮

して、必要性をよく考え、環境への負荷ができる

だけ少ないものを選んで購入すること。 

 

グリーン・ツーリズム 

農山漁村で、農林漁業の体験やその地域の自
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然や文化に触れながら、地元の人々との交流を

楽しむこと。 

 

健康項目 

水質の環境基準のうち、水環境の汚染を通じ

て、人の健康に影響が及ぼすおそれがある項目。

カドミウムなどの有害物質が選定されている。 

 

原木シイタケ 

コナラ、クヌギ等の原木（０．９～１ｍの長さに切

った木）にシイタケの菌を植えて栽培したもの。こ

れに対し、おがくずやチップ等の基材に水と添加

物を加えて、容器に詰めた後にシイタケの菌を植

えて栽培を行うものを菌床シイタケという。 

 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、紫外線

を受けて光化学反応を起こし、二次的に生成さ

れるオゾン、パーオキシアセチルナイトレート等の

酸化性物質の総称で、光化学スモッグの原因物

質とされる。粘膜を刺激し、目やのどに影響を与

え、植物を枯らしたり、ゴムの損傷を早めたりす

る。日差しの強い夏期に高濃度になりやすい。 

 

広葉樹材 

クヌギやコナラ、ヤマザクラなど広葉樹の原木

及びこれを原材料として製造された木材。 

 

 【さ行】                                                            

３０ｂｙ３０
サーティ・バイ・サーティ

 

２０３０年までに陸と海の３０％以上を健全な生

態系として効果的に保全しようとする目標。生物

多様性条約（ＣＯＰ１５）で採択された新たな枠組

みを踏まえ、日本は２０２３年に生物多様性国家

戦略を閣議決定し、２０３０年の目標に位置づけ

ている。 

 

災害廃棄物 

災害のために発生した、生活環境の保全上特

に処理が必要とされる廃棄物のこと。災害廃棄

物は一般廃棄物であり、市町が処理責任を有し

ている。 

再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用することが

できる再生可能エネルギー源を利用することに

より生じるエネルギーの総称。具体的には、太陽

光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどを

エネルギー源として利用することを指す。 

 

里海（さとうみ） 

人が自然と適切に関わることで、多様な生物

が生息できる健全な海の状態を保ち、多くの恵

みをもたらす豊かな海のこと。本県では、「人と自

然が共生する持続可能な豊かな海」をめざして、

全国初となる「全県域」を対象に、県民みんなで

山・川・里（まち）・海を一体的に捉えて保全・活用

していく里海づくりに取り組んでいる。 

 

里地・里山 

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さ

まざまな人間の働きかけを通じて環境が形成さ

れてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、

それらと混在する農地、ため池、草原等で構成さ

れる地域概念。 

 

さぬきっ子環境スタディ 

地球温暖化やエネルギー問題など地球規模の

環境問題について、子どもたちが主体的に行動

できるよう開発された本県独自の環境学習教材。

本県の特性やデータを活用し、写真やイラストを

多用したパネル式教材及び動画・スライド教材で

構成されており、学校におけるＩＣＴ環境の整備

に伴い、電子書籍化にも取り組んでいる。 

 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え

殻、汚泥など廃棄物処理法で定める２０種類の

ものをいい、全ての事業活動に共通するもの（燃

え殻、汚泥など）と特定の事業活動に限定される

もの（紙くず、木くずなど）がある。 

 

Ｃ
シー・

Ｓ
エス・

Ｒ
アール

（企業の社会的責任） 

Corporate Social Responsibility の略

称。企業が利益を追求し、法令を遵守するだけ
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でなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件、

消費者への適切な対応、環境問題への配慮、地

域社会への貢献など企業が果たすべき責任のこ

と。 

 

Ｇ
ジー・

Ｘ
エックス

（グリーン・トランスフォーメーション）  

ＧＸとは、「Green」と「Transformation」を

組み合わせた言葉で、「Trans」は「X」に置き換

えて表示され「GX」と略される。経済成長と地球

温暖化対策を両立させ、「２０５０年までに温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにする」という、

カーボンニュートラルにいち早く移行するために

必要な経済社会システム全体の変革を意味する。 

 

Ｃ
シー・

Ｏ
オー・

Ｄ
ディー

（化学的酸素要求量） 

Chemical Oxygen Demand の略称。水

中の有機汚濁物質を酸化剤で分解する際に消

費される酸化剤の量を酸素量に換算したもの。

値が大きいほど水質汚濁は著しい。 

 

Ｇ
ジー・

Ｗ
ダブリュー・

Ｐ
ピー

（地球温暖化係数） 

Global Warming Potential の略称で、二

酸化炭素を基準として、他の温室効果ガスが地

球温暖化に与える影響の大きさを表した数値。

例えば、地球温暖化係数２８のメタンは、同じ質

量の二酸化炭素の２８倍の温暖化効果を持つこ

とを意味する。 

 

Ｊ
ジェイ

－クレジット制度 

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギ

ーの利用による温室効果ガスの排出削減量や、

森林管理等による温室効果ガスの吸収量を「ク

レジット」として国が認証する制度。創出されたク

レジットは、相対取引や市場取引により売買する

ことができる。企業や自治体等の省エネ・低炭素

投資等の取組みを促進し、国内の資金循環を促

すことで、環境と経済の両立をめざす仕組みとな

っている。 

 

四国のみち 

四国を歩いて一周できる総延長１，５４５．６km

の長距離自然歩道であり、徳島県鳴門市を起点

に四国内をめぐり、徳島県板野郡板野町を終点

としている。香川県内には五色台のへんろみちコ

ースや紫雲出山ロマンのみちコースなど全２８コ

ース、約２６５．７ｋｍが整備されている。 

 

四国遍路 

徳島・高知・愛媛・香川の四国４県に点在する

弘法大師空海ゆかりの札所霊場を廻る巡礼。最

終目的地がない円環状の巡礼路や「同行二人」

の弘法大師空海と共に歩く巡礼形式、「お接待」

という地域社会の巡礼者への支援などの特徴と

ともに発展してきた文化遺産。現在、産学民官が

連携・共同して、四国遍路の世界遺産登録に向

けた取組みを進めている。 

 

次世代エネルギー 

従来の化石燃料（石油、石炭等）に依存しない、

新しい技術や方法によって生み出される水素、

アンモニア、合成メタン、合成燃料等の幅広い分

野での活用が期待されるエネルギーのこと。 

 

自然共生サイト 

「地域における生物の多様性の増進のための

活動の促進等に関する法律（地域生物多様性増

進法）」に基づき、企業や地方公共団体等が作成

する、里地里山の保全、外来生物の防除、希少

種の保護といった生物多様性の維持・回復・創

出に資する活動の計画の実施区域を国が認定し

たもの。自然共生サイトの認定・管理は、生物多

様性保全に資する地域として、国の３０ｂｙ３０目

標の達成に関係している。 

 

指定希少野生生物 

香川県希少野生生物の保護に関する条例に

基づき、県が県内の希少野生生物（絶滅のおそ

れがある野生生物）のうち、特に保護を必要とす

る種を指定したもの。指定した種は、生きた個体

の捕獲、採取、殺傷または損傷が原則禁止とし

ている。 
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ジビエ 

鳥獣肉のこと（フランス語：gibier）。日本では、

シカやイノシシによる農作物被害が大きな問題と

なっており、捕獲が進められるとともに、ジビエと

しての利用も全国的に広まっている。 

 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代

わるものとして提示された概念。循環型社会基

本法では、第一に製品等が廃棄物等となること

を抑制し、第二に排出された廃棄物等について

はできるだけ資源として適正に利用し、最後にど

うしても利用できないものは適正に処分すること

が徹底されることにより実現される「天然資源の

消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低

減された社会」としている。 

 

浚渫 

一定区域内の土砂を除去すること。例えば、ダ

ム貯水池内では、上流から流入する土砂によっ

て貯水池内の堆砂が進行すると、利用可能な容

量が減少することから、計画的に実施する必要

がある。 

 

小水力発電 

水力発電のうち、ダム等に設置された大規模

な水力発電ではなく、河川や水路に設置した水

車などを用いてタービンを回し発電する小規模

な水力発電のこと。 

 

食品ロス 

本来食べられるにもかかわらず、売れ残りや

食べ残しなど、さまざまな理由で捨てられている

食品のことで、食品の生産、製造、流通、販売、

消費等の各段階において日常的に発生し、日本

全体で年間約４６４万トン（令和５（２０２３）年度）

と推計されている。 

 

親水護岸 

海岸、河岸等において、護岸としての機能を持

ちつつ、水にふれあうことが容易にできるように

している護岸。たとえば、階段護岸や緩傾斜護岸

等がある。 

 

侵略的外来種 

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響

を与え、生物多様性をおびやかすおそれのある

もの。 

 

森林公園 

県民の心身の健康の増進並びに森林及び緑

化に関する知識の向上を図るため、香川県森林

公園条例に基づき設置した公園。 

県立の森林公園として、公渕森林公園、満濃

池森林公園、ドングリランドがある。 

 

森林施業 

森林を育成するために、植栽、下草刈り、間伐

など森林に対する働きかけを継続的に行うこと。 

 

水素ステーション 

燃料電池自動車へ燃料となる水素を補給する

場所のこと。 

 

スマート農業 

農作業の自動化や省力化、農作物の高品質

化や生産性の向上を目的として、ロボット、ＡＩ、

IOT などの先端技術を活用する農業のこと。 

 

スマート・フードライフ 

家庭から出る食品ロスの削減をめざして環

境・身体・家計にとってかしこい（スマートな）食

生活を実践するライフスタイルを指すキャッチフ

レーズとし、香川県独自に名付けたもの。県では、

推進キャラクター「たるる」とともに広く普及啓発

に取り組んでいる。 

 

生活環境項目 

水質の環境基準のうち、健康項目以外で、人

の生活に密接な関係のある項目。財産や動植物

とその生息環境などの保全を目的に、生物化学

的酸素要求量（BOD ）、化学的酸素要求量

（COD）などが選定されている。 
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生物多様性  

生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。

地球上には長い歴史の中で、さまざまな環境に

適応して進化し、３，０００万種ともいわれる多様

な生きものが生まれており、一つひとつに個性が

あり、すべて直接に、間接的に支えあって生きて

いる。生物多様性条約では、生態系の多様性・

種の多様性・遺伝子の多様性という３つのレベル

で多様性があるとしている。 

 

Ｚ
ゼ

Ｅ
ッ

Ｈ
チ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

Ｚ
ゼ

ＥＢ
ブ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）  

Net Zero Energy House（Building）の略

称。快適な室内環境を維持しつつ、年間の１次エ

ネルギー消費量の収支をゼロにすることをめざ

した住宅（ビル）。 

 

 【た行】                                                            

ダイオキシン類 

燃焼や化学反応などの過程で非意図的に生

成する物質で、環境中に広く存在しているが、量

は非常に少ない。ダイオキシン類対策特別措置

法では、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン、

ポリ塩化ジベンゾフランおよびコプラナーポリ塩

化ビフェニルをダイオキシン類と定義している。 

 

第三者所有モデル（ Ｐ
ピー・

Ｐ
ピー・

Ａ
エー

） 

太陽光発電設備の所有・管理を行う会社

（PPA事業者）が、自らの負担により施設所有者

が提供する敷地や屋根などに太陽光発電システ

ムを設置し、そこで売電された電力をその施設

所有者へ販売する仕組み。ＰＰＡは、Power 

Purchase Agreement の略称。 

 

脱炭素、ゼロカーボン 

地球温暖化の原因となっている温室効果ガス、

主に二酸化炭素の排出量を可能な限りゼロにす

る取組み。 

 

多面的機能 

国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観の形成、文化の伝承など、農山漁村

で行われる農林水産業の営みにより生じるさま

ざまな機能のこと。 

 

地球温暖化 

人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大

気中の温室効果ガスの濃度を増加させることに

より、地球全体として、地表や大気の温度が追加

的に上昇する現象。 

 

地産地消 

「地域生産－地域消費」を短く表現した言葉で、

「地域でとれた生産物を地域で消費する」という

意味。 

 

中山間地域 

傾斜地や森林が多く、まとまった平坦な農地

が少ないなど、農業上の諸条件が平地に比べて

不利な地域のこと。 

 

T
ティー・

C
シー・

F
エフ・

D
ディー

 

Task Force on Climate-related Financial

Disclosures の略称で、気候変動が企業に与

える財務的影響（リスクと機会）について、投資

家向けに開示するための国際的な枠組み。 

 

テレワーク 

在宅勤務、モバイルワークなど、ＩＣＴ（情報通

信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用で

きる柔軟な働き方。 

 

特定外来生物 

「外来生物」参照。 

 

特定非営利活動法人みんなでつくる自然史博

物館・香川 

自然関係の研究者や各分野の専門家、自然

保護活動団体、環境保全に関心のある県民、企

業等によって構成された団体（平成２０（２００８）

年６月設立）。平成２７（2015）年４月からは、特

定非営利活動法人として本県の自然保護に関す

るセンター的な役割を担うことを目的に活動を行
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っている。 

 

特用林産物 

きのこ、くり、わらび、ぜんまい、たけのこ、炭な

どの森林や原野から産出される産物で、木材以

外の林産物の総称。 

 

都市公園 

国や地方自治体が良好な都市環境を創出す

るため、都市公園法に基づき設置した公園。近く

の住民が利用する住区基幹公園、丸亀総合運動

公園などの運動公園、栗林公園のように歴史的

に由緒のある歴史公園、琴弾公園のような景勝

地である風致公園、香東川公園や土器川公園の

ような都市緑地、国営讃岐まんのう公園のような

国営公園などに分類される。 

 

どんぐり銀行 

どんぐりを集めて苗木として払い戻すといった

緑化活動のほか、県民参加による森づくり活動

や、自然観察等を通した森林体験により、県民に

積極的に森づくりに携わってもらおうという活動。 

 

 【な行】                                                            

農地中間管理事業 

農用地の利用の効率化・高度化の促進を図る

ことを目的とする法人として、知事の指定を受け

た農地中間管理機構（（公財）香川県農地機構）

が、地域計画に基づき、離農や規模を縮小する

農家から農地を借り入れて、その農地を担い手

等の農家に貸し付けることで、農地の集積・集約

化を促進する事業。 

 

農地転用許可制度 

優良農地の確保と非農業的土地利用との調

整を図る観点から、農地を立地条件等により区

分し、開発を農業上の利用に支障の少ない農地

に誘導するとともに、資産保有目的等での農地

取得を認めないこととする、農地法に基づく制度。

農地転用とは、耕作の目的に供さない土地にす

ること。対象となる農地には、現に耕作されてい

なくても、耕作しようとすればいつでも耕作可能

な農地（不耕作地等）も含まれる。 

 

農泊 

農山漁村地域に宿泊し、滞在中にその地域の

農産物を活用した食事や農業体験などを楽しむ

「農山漁村滞在型旅行」のこと。 

 

 【は行】                                                            

廃棄物 

占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却

することができないために不要になった固形状

又は液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄

物に区分される。 

 

排出事業者責任 

廃棄物等を排出する事業者が、その適正なリ

サイクル等の処理に関する責任を負うべきとの

考え方。廃棄物処理に伴う環境負荷の原因者は、

その廃棄物の排出者であることから、排出者が

廃棄物処理に伴う環境負荷低減の責任を負うと

いう考え方は合理的であると考えられ、その考え

方の根本は、汚染者負担の原則にある。 

 

Ｂ
ビー・

Ｏ
オー・

Ｄ
ディー

（生物化学的酸素要求量） 

Biochemical Oxygen Demand の略称。

水中の有機汚濁物質を分解するために微生物

が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚

濁は著しい。 

 

Ｂ
ビー

Ｃ
シー

Ｐ
ピー

（業務継続計画） 

Business Continuity Plan の略称。企業

等の事業存続を脅かす緊急事態に見舞われたと

きを想定し、重要業務を許容限界以上のレベル

で維持するとともに、許容される期間内に操業度

を回復するための事前の対策・緊急期の対応計

画・事後の復旧計画のこと。 

 

Ｐ
ピー・

Ｒ
アール・

Ｔ
ティー・

Ｒ
アール

（化学物質排出移動量届出）制度  

Pollutant Release and Transfer Register

の略称。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼ

すおそれのある化学物質について、環境中への
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排出量や廃棄物に含まれて事業所の外に移動

する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、

国は、事業者からの報告や統計資料等を用いた

推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量

等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。 

 

Ｐ
ピー・

Ｈ
エイチ・

Ｅ
イー・

Ｖ
ブイ

（プラグインハイブリッド自動車） 

Plug-in Hybrid Electric Vehicle の略称。

外部の電源から充電可能なハイブリッド自動車。 

 

Ｐ
ピー・

Ｃ
シー・

Ｂ
ビー

（ポリ塩化ビフェニル） 

Polychlorinated Biphenyl の略称。熱で

分解しにくく電気絶縁性に優れているため、熱交

換器の熱媒体やトランス・コンデンサ等の電気機

器の絶縁油として広く使用されていた。昭和４３

（１９６８）年に健康被害（カネミ油症事件）が発生

したことでその有害性が判明し、昭和４７（１９７２）

年以降、製造や使用が禁止された。ＰＣＢが含ま

れる廃棄物は、国が定める期限までの適正処理

が求められている。 

 

ビオトープ 

本来その地域にすむさまざまな生きものが生

息することができる空間を表した、ギリシヤ語で

「生物」を意味する「bios」と「場所」を意味する

「topos」の造語。干潟、湿地、湖沼、河川などの

水域や、里山林、草地などさまざまなタイプのビ

オトープがある。 

 

干潟 

潮の満ち引きにより、干出と冠水を繰り返す平

坦な砂泥底の地形で、内湾や河口域に発達する。

浅海域生態系のひとつであり、多様な水生生物

の生育・生息場所となるほか、水質浄化など重要

な役割を果たしている。 

 

微小粒子状物質（ Ｐ
ピー・

Ｍ
エム

２．５） 

大気中に浮遊している２．５μm（１μm は１ｍ

ｍの千分の１）以下の小さな粒子のことで、非常

に小さいため（髪の毛の太さの１/３０程度）、肺の

奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、

循環器系への影響が心配されている。  

発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい

煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場

等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空

機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火

山等の自然起源のものもある。 

 

貧栄養化 

栄養塩（窒素、リン、珪素など、植物が正常な

生活を営むのに必要な無機塩類）が少なく植物

プランクトンや海藻などの生物の生産性が低くな

ること。 

 

フードドライブ 

家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の福

祉団体やフードバンク団体などに寄附する活動。 

 

フードバンク 

食品の製造工場で発生する規格外品や家庭

等で余っている食品を引き取り、福祉施設等へ

無償提供する活動。 

 

フォレストマッチング 

森づくりに関心のある企業・団体と県、地元市

町等が協働の森づくり協定を締結し、企業等の

社員等の参加と経費負担により、森林整備を進

める取組み。 

 

ブルーカーボン 

 沿岸・海洋生態系で、海草・海藻が光合成によ

り二酸化炭素を取り込み、長期間にわたって海

底等に貯留される炭素のこと。主なブルーカーボ

ン生態系としては、藻場（海草・海藻）やマングロ

ーブ林等がある。 

 

フロン類 

オゾン層破壊物質であるＣＦＣｓ（クロロフルオ

ロカーボン類）等の特定フロンの代替として開発

された物質で、主にＨＦＣｓ（ハイドロフルオロカー

ボン類）を指す。冷凍空調機器の冷媒としての用

途が増加しているが、強力な温室効果を有する

ため、適切な管理、回収の徹底とともに、低
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GWP のグリーン冷媒への転換が必要とされる。 

 

閉鎖性海域 

入口の狭い湾、内海など、海水交換が悪く水

の滞留が著しい海域のこと。栄養塩類の流入な

どが多い場合には富栄養化が促進されやすい。 

 

ＢＥＭＳ
ベ ム ス

（ビルエネルギー管理システム） 

Building Energy Management System

の略称。ＩＴ技術の活用により、業務ビルにおいて、

室温や人が室内にいるか否かなどの室内状況を

センサー等によりリアルタイムに把握し、室内状

況に対応した照明・空調等の最適な運転を可能

にする等、業務ビルの省エネルギー管理を支援

するシステム。 

 

保安林 

公益上の目的を達成するため、森林法に基づ

いて、農林水産大臣または知事が指定した森林。

水源涵養、土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂

防備、防風、水害防備、潮害防備、干害防備、防

雪、防霧、なだれ防止、落石防止、防火、魚つき、

航行目標、保健、風致の１７種類があり、森林の

施業や開発行為に一定の制限が課せられている。 

 

 【ま行】                                                            

みどり認定 

「環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する

法律（通称：みどりの食料システム法）」に基づき、

環境に配慮した農林水産業に取り組む事業者を

県が認定する制度。 

 

みどりの学校 

みどりとのふれあいを通して、みどりに対する

理解を深めてもらうため、子どもから大人までの

あらゆる世代を対象に、みどりに関する「体験」、

「学習」、「実践」ができる多様な講座を実施する

もの。 

 

緑の少年団 

緑を愛し、緑を守り、育てる心を養うことを目

的に活動する少年たちの自主的団体。 

 

緑の募金 

「緑の募金による森林整備等の推進に関する

法律」に基づき、毎年、農林水産大臣の定める期

間内に限って行う寄附金の募集。寄附金は森林

整備等の推進に用いる。 

 

藻場造成 

水産物にとって、重要な餌場、産卵場、生育場

等になる、内湾や浅瀬に海藻等が群落を形成す

る場所を、人の手によって創り出すこと。藻場に

は水質浄化や水中への酸素供給、二酸化炭素

の吸収などの副次効果もある。 

 

 【や行】                                                            

有害大気汚染物質 

大気中から低濃度ではあるが検出され、長期

間にわたってばく露することにより健康影響が生

ずるおそれのある物質。 

 

有機農業 

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しな

いこと、並びに遺伝子組換え技術を利用しないこ

とを基本として、農業生産に由来する環境への

負荷をできる限り低減した農業生産の方法。 

 

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ
ピー・ファス

） 

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキ

ル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総

称して「PFAS」と呼び、１万種類以上の物質が

あるとされている。ＰＦＡＳの中でも、PFOS（ペ

ルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフ

ルオロオクタン酸）は、幅広い用途で使用されて

きたが、難分解性、高蓄積性、長距離移動性とい

う性質があるため、国内で規制やリスク管理に

関する取組みが進められている。 

 

遊休農地 

１年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作

される見込みのない農地。又は、周辺の農地と

比較して、利用の程度が著しく劣っている農地。 
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 【ら行】                                                            

リサイクル 

廃棄物等を原材料として再利用すること。効

率的な再生利用のためには、同じ材質のものを

大量に集める必要があり、特に自動車や家電製

品といった多数の部品からなる複雑な製品では、

材質の均一化や材質表示などの工夫が求めら

れる。 

 

リデュース 

廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、

リサイクルに優先される。リデュースのためには、

事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品

の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製

品の設計から販売に至る全ての段階での取組み

が求められる。また、消費者は、使い捨て製品や

不要物を購入しない、過剰包装の拒否、良い品

を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイ

ル全般にわたる取組みが必要。 

 

リユース 

一旦使用された製品や部品、容器等を再使用

すること。具体的には、①あるユーザーから回収

された使用済み機器等をそのまま、若しくは修理

などを施した上で再び別のユーザーが利用する

「製品リユース」、②製品を提供するための容器

等を繰り返し使用する「リターナブル」、③ユーザ

ーから回収された機器などから再使用可能な部

品を選別し、そのまま、若しくは修理等を施した

上で再度使用する「部品リユース」などがある。 

 

 【わ行】                                                            

ワンウェイプラスチック 

ワンウェイ（使い捨て）のプラスチックのこと。 
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 関係法令                                                           

悪臭防止法 

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他

悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とした

法律。 

 

香川県石綿による健康被害の防止に関する条例 

石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散による県民の健康被害を防止するため、県及び事業者等

の責務を明らかにするとともに、石綿を含有する建築材料を使用する建築物に関し必要な措置を講じ、

もって県民の安全で安心な生活を守ることを目的とした条例。 

 

香川県環境影響評価条例 

土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環

境影響評価を行うとともにその事業に係る事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であること

にかんがみ、環境影響評価及び事後調査について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切か

つ円滑に行われるための手続その他必要な事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全につ

いて適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に

資することを目的とした条例。 

 

香川県希少野生生物の保護に関する条例 

県内に生息し、又は生育する野生生物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の

重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、県、事業者

及び県民等が一体となって希少野生生物の保護を図り、その絶滅を防止することにより、生物の多様

性が保全された豊かな自然環境がもたらす恵みを広く県民が享受できるようにし、もって現在及び将

来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした条例。 

 

香川県生活環境の保全に関する条例 

公害の防止その他の環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の

県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とした条例。 

 

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の

処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とした法律。 

 

環境影響評価法 

土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環

境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国

等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事

業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続
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等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事

業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全につ

いて適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

資することを目的とした法律。 

 

気候変動適応法 

気候変動対策として、温室効果ガスの削減を図る「緩和策」と両輪の関係である「適応策」について、

国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して推進するための各主体の役割・情報基盤の整備・

地域における体制強化等の枠組みを整備することで、気候変動の影響から国民の生命・財産を将来

にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展を図ること目的とした法律。 

 

建設リサイクル法 

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるととも

に、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の

減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全

及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。 

 

国土利用計画法 

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地

取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画

法による措置と相まって、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とした法律。 

 

振動規制法 

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動につい

て必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保

全し、国民の健康の保護に資することを目的とした法律。 

 

森林法 

森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増

進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とした法律。 

 

水質汚濁防止法 

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すると

ともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質

以外の水の状態が悪化することを含む。）の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環

境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生

じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目

的とした法律。 

 

瀬戸内海環境保全特別措置法 

瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実

施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるととも
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に、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、生物の多様性及び生産性の確保の

ための栄養塩類の管理、自然海浜の保全、環境保全のための事業の促進等に関し特別の措置を講ず

ることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とした法律。 

 

騒音規制法 

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音につい

て必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、

国民の健康の保護に資することを目的とした法律。 

 

ダイオキシン類対策特別措置法 

ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、

ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の

基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の

健康の保護を図ることを目的とした法律。 

 

大気汚染防止法 

工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及

び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び

事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並

びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護す

るとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における

事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とした法律。 

 

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 

生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物

の多様性の損失が続いている状況にかんがみ、この状況を改善する地域における生物の多様性の増

進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法律。 

 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による

特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止

し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与す

ることを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とした法律。 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科

学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解

の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物

質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質

の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律。 
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都市計画法 

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事

項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共

の福祉の増進に寄与することを目的とする法律。 

 

農地法 

国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、か

つ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきてい

る重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利

用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用

関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位

の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目

的とした法律。 

 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 

農用地土壌の特定有害物質による汚染防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理

化を図るために必要な措置を講ずることによって、人の健康を損なう恐れがある農畜産物の生産又は

農作物等の生育が阻害されることを防止し、国民の健康の保護及び生活環境の保全につなげることを

目的とした法律。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並

びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした

法律。 

 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 

国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る

資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄

物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創

設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的と

した法律。 

 

ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例 

温暖で少雨という瀬戸内海沿岸に特有の気候の下で、白砂青松と多島美を誇る瀬戸内海を有し、

狭あいな県土に数多くの河川が流れ、ため池、湧水等が点在することにより形成された本県に特有の

豊かで変化に富んだ水環境の特性を踏まえ、県下すべての者の参加を求め、これらの者と協働するこ

とにより、水環境を保全し、かつ、より質の高いものとして将来の世代に引き継ぐことが重要であること

にかんがみ、水環境の保全と創出に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、水環境

の保全と創出に関する施策の基本となる事項を定め、水環境の保全と創出のための措置を講ずること

により、人と自然とが共生する潤いと安らぎに満ちた美しい郷土香川づくりを推進し、もって現在及び

将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とした条例。 

 



103 

 

フロン排出抑制法 

人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であ

ることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への

排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化

に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等

を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のた

めの措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人

類の福祉に貢献することを目的とした法律。 

 

みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例 

狭あいな県土を有し、その森林等の占める割合が低く、高度な土地利用が行われている本県にお

いて、みどりが有する県土の保全、水資源のかん養、地球温暖化防止その他の公益的機能の重要性

にかんがみ、県民の参加と協働の下、県土の計画的な緑化を推進するとともに、みどりを保全するため

に必要な土地利用の調整を行うことにより、みどり豊かでうるおいのある県土づくりを図り、もって快

適な環境の確保に資することを目的とした条例。 
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３ 香川県環境基本条例（平成７年４月１日施行） 

平成７年３月２２日 

香川県条例第４号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 環境の保全に関する基本的施策 

第１節 施策の基本方針等（第８条－第１０条） 

第２節 環境の保全のための施策等（第１１条－第２０条） 

第３節 地球環境の保全の推進等（第２１条） 

第３章 環境の保全に関する施策の推進（第２２条・第２３条） 

附則 

 

私たちのふるさと香川は、「玉藻よし讃岐の国は国柄か見れども飽かぬ」と万葉集にも詠まれたよう

に、白砂青松と多島美を誇る瀬戸内海をはじめ、緑の山々が連なる讃岐山脈、ため池や鎮守の杜(も

り)などが点在する讃岐平野など、豊かな環境に恵まれ、また温暖で少雨という瀬戸内海沿岸に特有

の気候を有している。このような自然条件の下、特色ある産業や文化がはぐくまれ、私たちは、生活を

営んできた。 

しかしながら、資源やエネルギーの大量消費などを伴う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の

利便性を高める一方で、環境への負荷を増大させ、人類の生存基盤である地球全体の環境までにも

影響を及ぼすに至っている。 

もとより、私たちは、健全で恵み豊かな環境の下に、健康で文化的な生活を営む権利を有するととも

に、その環境を守り、より質の高いものとして将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。 

このため、私たちは、狭あいな県土において高度な土地利用が行われているという本県の特性を考

慮しながら、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の構築に向け、互いに協力し、

不断の努力により、自主的かつ積極的に環境の保全に取り組む必要がある。 

ここに、県下すべての人々の参加により、人と自然とが共生する田園都市にふさわしい潤いと安らぎ

に満ちた快適な環境を創造するため、この条例を制定する。 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明

らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に
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関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確

保に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２  この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って

生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

ることを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるもの

を除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人

の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずること

をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が守られ、かつ、より質の高いものとして将来の世代

へ継承され、及びその恵沢を県民が享受することができるように適切に行われなければならない。 

２  環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを目的

として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。 

３  環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環境の

保全に資するように積極的に行われなければならない。 

 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環

境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、公害の防止その他の環境

への負荷の低減又は自然環境の適正な保全のために必要な措置を講じなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境

への負荷の低減その他の環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、県が実施する環境の保全に

関する施策に協力する責務を有する。 

 

（県民の責務） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減及び自然環境の適正

な保全に努めなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら積極的に努めるととも
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に、県が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

 

（市町との連携） 

第７条 県は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市町との連携を図るも

のとする。 

 

 

第２章 環境の保全に関する基本的施策 

 

第１節 施策の基本方針等 

 

（施策の基本方針） 

第８条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、

次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行うものとする。 

(１) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、県民の健康

を保護し、及び生活環境を保全すること。 

(２) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、多

様な自然環境の保全、緑の創出等を図ることにより、県民が自然と共生する豊かな環境を創造する

こと。 

(３) 身近な緑、水辺地等を保全し、及び歴史的文化的遺産と一体をなす環境を保全するとともに、地

域の特性を生かした美しい田園都市の形成を推進することにより、人と自然との豊かな触れ合いが

保たれる潤いと安らぎのある快適な環境を創造すること。 

(４) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃棄物の減量等の推進を図ることにより、環境

への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること。 

(５) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図ることにより、地球環境の保全に資すること。 

 

（香川県環境基本計画） 

第９条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、香川県環境基本

計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２  環境基本計画は、本県の自然的社会的文化的な環境の特性を考慮して、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

(１) 環境の保全に関する長期的な目標及び施策の大綱 

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項 

３  知事は、環境基本計画を定めるに当たり、あらかじめ、香川県環境審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

４ 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、公表しなければならない。 
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５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

（香川県環境白書） 

第１０条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するとともに、県民に環

境の状況及び県が環境の保全に関して講じた施策の状況等を明らかにするため、毎年度、香川県

環境白書を作成し、公表しなければならない。 

 

第２節 環境の保全のための施策等 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１１条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の

保全について十分配慮しなければならない。 

 

（環境影響評価の推進） 

第１２条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その

事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び

評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進す

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（規制の措置等） 

第１３条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 公害の原因となる行為その他の人の健康の保護又は生活環境の保全に支障を及ぼすおそれが

ある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置 

(２) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必

要な規制の措置 

(３) 公害を防止するために必要な土地利用に関する合理的な利用の調整を図る措置 

２  前項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

 

（技術的助言その他の必要な措置） 

第１４条 県は、事業者又は県民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その

他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、事業者又は

県民に対し、技術的助言その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進） 

第１５条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び希
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少な野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

２  県は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的

施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

３  県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用の

ための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

４  県は、前２項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に

係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（資源の循環的な利用等の推進） 

第１６条 県は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃

棄物の減量等が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２  県は、本県の気候等の自然的条件にかんがみ、前項の必要な措置のうち、下水処理水の再利用、

雨水の利用その他の水の循環的又は有効的な利用のための措置について、積極的な推進に努める

ものとする。 

 

（環境の保全に関する教育、学習等） 

第１７条 県は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充

実により事業者及び県民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全

に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置） 

第１８条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が

自発的に行う緑化活動、環境美化に関する活動、生活排水の浄化に関する活動その他の環境の保

全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（情報の提供） 

第１９条 県は、第 17条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発

的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮し

つつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとす

る。 

 

（調査の実施等） 

第２０条 県は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要

な調査を実施するものとする。 
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２  県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、

巡視、測定、試験及び検査の体制を整備するものとする。 

３  県は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に資するため、試験研究の体制の整備、研究開

発の推進等の必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３節 地球環境の保全の推進等 

 

第２１条 県は、県及び民間団体等がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するように行動す

るための指針を定め、その推進を図るものとする。 

２  県は、国等と連携し、環境の保全に関する技術及び情報の提供等により、地球環境の保全に関す

る国際協力の推進に努めるものとする。 

 

 

第３章 環境の保全に関する施策の推進 

 

（環境の保全に関する施策の調整等） 

第２２条 県は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な実施に当たっては、これを調整し、推

進するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（市町及び民間団体等との協力体制の整備） 

第２３条 県は、市町及び民間団体等と共に、環境の保全に関する施策を推進するための体制の整備

に努めるものとする。 

 

附 則 

［省略］ 
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４ 令和６年度県政世論調査結果 

１ 調査概要 

（１）目的 

次期香川県環境基本計画策定に関する基礎調査の一環として、県民の環境に対する評価や関

心、環境問題に関する考え方及び環境配慮の取組状況などを把握することによって、本県の環境

保全における課題や施策の方向を明らかにし、新たに計画に反映させるため、県民を対象としたア

ンケート調査を実施したものです。 

 

（２）調査方法 

  ①調査地域  香川県全域 

  ②調査対象  層化二段無作為抽出 ３，０００人（満１８歳以上の県民） 

  ③調査期間  令和６年５月２８日～６月１９日 

 

（３）環境施策についての調査項目 

  ①環境に関する満足度・重要度について 

ア 身のまわりの環境について 

イ 行政の環境への取り組みについて 

  ②日常生活における環境に優しい行動について 

  ③行政に期待する取り組みについて 

ア 森林整備と都市緑化のための取り組みについて 

イ ごみの減量化・リサイクルの推進のための取り組みについて 

ウ 生物多様性の保全の取り組みについて 

エ 瀬戸内海の環境の保全に関する取り組みについて 

オ 環境保全活動への参加と協働のための取り組みについて 

  ④自由意見 

 

（４）回答結果 

   回答率 ４５．６％（回答者数：１，３６９人） 
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２ 調査結果 

（１）環境に関する満足度・重要度について 

ア 身のまわりの環境について 

   身のまわりの環境の満足度について、「とても満足している」と「まあ満足している」を合わせた

【満足している】の割合は、「空気のきれいさ」78.7％が最も高く、次いで「景観の美しさ（まちな

み、田園風景、瀬戸内海など）」68.6％、「みどりの豊かさ（森林、公園など）」67.9％などとなっ

ている。 

図１－１ 身のまわりの環境の満足度について 

 

   身のまわりの環境の重要度について、「とても重要である」と「まあ重要である」を合わせた【重

要である】の割合は、「空気のきれいさ」83.7％が最も高く、次いで「水のきれいさ（川、ため池、

海など）」81.2％、「みどりの豊かさ（森林、公園など）」76.3％などとなっている。 

図１－２ 身のまわりの環境の重要度について 
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15.8

17.6

10.3

16.6

6.4

23.3

44.0

52.8

50.3

41.0

49.3

35.4

55.4

31.3

23.6

21.0

36.2

22.7

35.1

14.8

13.8

4.7

7.3

8.5

7.5

17.3

2.7

2.4

1.1

1.7

2.0

2.0

3.9

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[7]夏や冬のすごしやすさ

[6]景観の美しさ（まちなみ、田園風景、瀬戸内海など）

[5]みどりの豊かさ（森林、公園など）

[4]身近な生き物の豊かさ（野鳥、昆虫、魚など）

[3]まちの静けさ

[2]水のきれいさ（川、ため池、海など）

[1]空気のきれいさ

とても満足している まあ満足している どちらともいえない やや不満である とても不満である 無回答

29.1

31.1

33.4

24.5

25.4

46.4

51.0

44.1

44.2

42.9

40.9

46.5

34.8

32.7

15.7

13.3

11.6

21.3

15.9

8.0

4.6

0.9

0.9

1.1

2.2

1.6

0.6

0.4

0.1

0.2

0.1

0.6

0.1

0.0

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[7]夏や冬のすごしやすさ

[6]景観の美しさ（まちなみ、田園風景、瀬戸内海など）

[5]みどりの豊かさ（森林、公園など）

[4]身近な生き物の豊かさ（野鳥、昆虫、魚など）

[3]まちの静けさ

[2]水のきれいさ（川、ため池、海など）

[1]空気のきれいさ

とても重要である まあ重要である どちらともいえない あまり重要でない 全く重要でない 無回答
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イ 行政の環境への取り組みについて 

   行政の環境への取り組みの満足度について、「とても満足している」と「まあ満足している」を合

わせた【満足している】の割合は、「ゴミの分別、リサイクル対策」61.4％が最も高く、次いで「下

水道・浄化槽の汚水処理対策」54.4％、「自然公園（瀬戸内海国立公園など）の保全と整備」

51.4％などとなっている。 

図２－１ 行政の環境への取り組みの満足度について 

 

   行政の環境への取り組みの重要度について、「とても重要である」と「まあ重要である」を合わ

せた【重要である】の割合は、「ゴミの分別、リサイクル対策」80.4％が最も高く、次いで「下水

道・浄化槽の汚水処理対策」79.7％、「廃棄物の不法投棄対策」78.6％などとなっている。 

図２－２ 行政の環境への取り組みの重要度について 
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1.6

0.9

2.2

3.7

3.9
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[17]環境教育・環境学習機会の提供

[16]環境に関する情報提供の取り組み

[15]地球温暖化対策（再生可能エネルギーの導入など）

[14]ゴミの分別、リサイクル対策

[13]廃棄物の不法投棄対策

[12]身近に自然とふれあえる場の整備対策

[11]自然公園（瀬戸内海国立公園など）の保全と整備

[10]野生生物の保護対策

[9]交通や経済活動に伴う騒音・振動対策

[8]下水道・浄化槽の汚水処理対策

とても満足している まあ満足している どちらともいえない やや不満である とても不満である 無回答

23.2

22.4

37.5

41.0

46.2

18.3

23.1

18.3

28.6

45.7

35.5
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32.4

43.9
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44.6

34.0

28.3

25.3

18.1

8.6

9.9

24.2
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31.6

15.2

9.1

1.7

1.6

2.2

0.7

0.9
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0.6
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0.6

0.7
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0.2

0.3

0.2
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[17]環境教育・環境学習機会の提供

[16]環境に関する情報提供の取り組み

[15]地球温暖化対策（再生可能エネルギーの導入など）

[14]ゴミの分別、リサイクル対策

[13]廃棄物の不法投棄対策

[12]身近に自然とふれあえる場の整備対策

[11]自然公園（瀬戸内海国立公園など）の保全と整備

[10]野生生物の保護対策

[9]交通や経済活動に伴う騒音・振動対策

[8]下水道・浄化槽の汚水処理対策

とても重要である まあ重要である どちらともいえない あまり重要でない 全く重要でない 無回答
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（２）日常生活における環境に優しい行動について 

   日常生活における環境に優しい行動について、「いつもしている」と「ときどきしている」を合わせ

た【している】の割合は、「市町のルールに沿って正しくゴミを分別し、リサイクル回収に協力している」

97.3％が最も高く、ついで「買い物するときはマイバッグを持参したり、詰替商品や簡易包装の商

品を購入するなど、ゴミを減らしている」94.6％、「食べ物を大事にして、食べ残しなど、本来食べら

れるものは捨てない」93.8％、「電気をこまめに消したり、冷暖房の温度設定に注意するなど節電に

努めている」91.3％などとなっている。 

また、「あまりしていない」と「全くしていない」を合わせた【していない】の割合は、「環境に関する

講座への参加や正しい知識を得るよう努めている」75.7％が最も高く、次いで「地域や学校での環

境保全活動（美化活動、緑化活動や野生生物保護など）に参加している」71.9％、「身近な環境問題

について職場や家庭で話し合ったり、省エネや節電など環境によいことを知人に勧めたりしている」

70.0％、「外出の際は、マイカーよりも徒歩、自転車、公共交通機関を利用している」66.0％となっ

ている。 

図３ 日常生活における環境に優しい行動について 
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[13]身近な環境問題について職場や家庭で話し合ったり、

省エネや節電など環境によいことを知人に勧めたりしている

[12]環境に関する講座への参加や正しい知識を得るよう

努めている

[11]地域や学校での環境保全活動（美化活動、緑化活動や

野生生物保護活動など）に参加している

[10]外出の際は、マイカーよりも徒歩、自転車、公共交通機関

を利用している

[9]（家族の運転を含め）運転の際には、不必要なアイドリング

や急発進を控えるなどエコドライブに努めている

[8]電気をこまめに消したり、冷暖房の温度設定に注意する

など節電に努めている

[7]ゴミのポイ捨て（不法投棄）をしたり、家で燃やしたり

（野外焼却や簡易な焼却炉での焼却）しない

[6]市町のルールに沿って正しくゴミを分別し、リサイクル回収

に協力している

[5]リサイクルショップやフリーマーケットを活用するなど、

再利用に努めている

[4]食べ物を大事にして、食べ残しなど、本来食べられるものは

捨てない

[3]買い物するときはマイバッグを持参したり、詰替商品や

簡易包装の商品を購入するなど、ゴミを減らしている

[2]洗剤の使用量は適量としている

[1]食器の汚れを拭き取ってから洗ったり、料理の残り油を

排水口に流さないようにしている

いつもしている ときどきしている あまりしていない 全くしていない 無回答
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2.8

1.8

10.7

11.0

11.0

17.2

19.6

33.5

45.1

57.6

64.6

100.0

（３）行政に期待する取り組みについて （効果が高いと思われる取り組みを３つ選択） 

ア 森林整備と都市緑化のための取り組みについて 

   森林整備と都市緑化のための取り組みについて、「手入れが行き届いていない竹林や広葉樹

林などの里山の整備と資源活用の推進」64.6％が最も高く、次いで「間伐など森林を守り育てる

森林整備の推進」57.6％、「森林整備の担い手の育成・確保」45.1％となっている。 

図４－１ 森林整備と都市緑化のための取り組みについて 

  グラフ単位（％） 回答者数 

 全 体 
 

１，３６９人 

(1) 
手入れが行き届いていない竹林や広葉樹林など

の里山の整備と資源活用の推進 

 
８８４人 

(2) 間伐など森林を守り育てる森林整備の推進 
 

７８９人 

(3) 森林整備の担い手の育成・確保 
 

６１８人 

(4) 都市公園や森林公園などの適切な整備・管理 
 

４５８人 

(5) 
保安林（水源かん養機能などが指定されている

森林）などの適切な管理・保全 

 
２６９人 

(6) 公共施設などにおける県産木材の利用促進 
 

２３６人 

(7) 
県産木材で作った製品などの積極的なＰＲと  

情報の提供 

 
１５１人 

(8) 
ボランティア・企業などの参加による県民総参加

の森づくりの推進 

 
１５０人 

(9) 
建物の屋上や壁面に植物を植えるなど緑化の 

推進 

 
１４６人 

(10) その他 
 

２４人 

 無回答 
 

３９人 
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1.6

2.6

20.8

23.8

28.1

30.8

34.6

35.2

36.6

56.8

100.0

イ ごみの減量化・リサイクルの推進のための取り組みについて 

   ごみの減量化・リサイクルの推進のための取り組みについて、「ごみの多くを占める食品廃棄

物の削減などに重点化した取り組み」56.8％が最も高く、次いで「学校や地域における環境学習

の充実」36.6％、「不法投棄の監視・通報体制の充実」35.2％、「市町でのごみの分別方法や処

理方法の見直し（可燃ごみから資源ごみへの変更など）」34.6％となっている。 

図４－２ ごみの減量化・リサイクルの推進のための取り組みについて 

  グラフ単位（％） 回答者数 

 全 体 
 

１，３６９人 

(1) 
ごみの多くを占める食品廃棄物の削減などに 

重点化した取り組み 

 
７７８人 

(2) 学校や地域における環境学習の充実 
 

５０１人 

(3) 不法投棄の監視・通報体制の充実 
 

４８２人 

(4) 
市町でのごみの分別方法や処理方法の見直し 

（可燃ごみから資源ごみへの変更など） 

 
４７３人 

(5) 
広報の充実など県民全体への意識啓発や情報

提供の強化 

 
４２２人 

(6) 
スーパーでの買い物袋持参の協力呼びかけや

包装の簡素化 

 
３８５人 

(7) 
デポジット制度の導入など生産者による積極的

資源回収の仕組みづくり 

 
３２６人 

(8) 地域による環境美化（クリーン作戦など） 
 

２８５人 

(9) その他 
 

３５人 

 無回答 
 

２２人 
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2.5

1.5

17.0

19.3

43.2

46.9

67.0

70.8

100.0

ウ 生物多様性の保全の取り組みについて 

   生物多様性の保全の取り組みについて、「身近な自然（里地・里山・里海）の保全」70.8％が

最も高く、次いで「農業被害を発生させるイノシシなどの野生鳥獣の適切な管理」67.0％、「アラ

イグマやヌートリアなど生態系や人間生活に影響を与える外来生物の防除」46.9％、「絶滅のお

それのある野生動植物の保護」43.2％となっている。 

図４－３ 生物多様性の保全の取り組みについて 

  グラフ単位（％） 回答者数 

 全 体 
 

１，３６９人 

(1) 身近な自然（里地・里山・里海）の保全 
 

９６９人 

(2) 
農業被害を発生させるイノシシなどの野生鳥獣

の適切な管理 

 
９１７人 

(3) 
アライグマやヌートリアなど生態系や人間生活に

影響を与える外来生物の防除 

 
６４２人 

(4) 絶滅のおそれのある野生動植物の保護 
 

５９１人 

(5) 
生物多様性に関する活動を行っている団体など

への支援 

 
２６４人 

(6) 
自然観察会など生物多様性について理解を  

深めるための普及啓発活動 

 
２３３人 

(7) その他 
 

２０人 

 無回答 
 

３４人 
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2.1

1.2

4.9

9.3

17.1

21.8

27.5

29.7

44.9

50.1

66.9

100.0

エ 瀬戸内海の環境の保全に関する取り組みについて 

   瀬戸内海の環境の保全に関する取り組みについて、「水質の保全・管理（産業排水の規制、下

水道の整備、有害化学物質の対策など）」66.9％が最も高く、次いで「沿岸域の環境（藻場・干

潟・自然海浜など）の保全・再生・創出」50.1％、「自然景観・文化的景観の保全（自然公園、緑地、

史跡の保全、海ごみ対策など）」44.9％、「持続可能な水産資源の維持・管理の推進」29.7％と

なっている。 

図４－４ 瀬戸内海の環境の保全に関する取り組みについて 

  グラフ単位（％） 回答者数 

 全 体 
 

１，３６９人 

(1) 
水質の保全・管理（産業排水の規制、下水道の

整備、有害化学物質の対策など） 

 
９１６人 

(2) 
沿岸域の環境（藻場・干潟・自然海浜など）の 

保全・再生・創出 

 
６８６人 

(3) 
自然景観・文化的景観の保全（自然公園、緑地、

史跡の保全、海ごみ対策など） 

 
６１５人 

(4) 持続可能な水産資源の維持・管理の推進 
 

４０６人 

(5) 瀬戸内海に面した府県などとの連携の強化 
 

３７６人 

(6) 水質などの監視測定や調査研究 
 

２９８人 

(7) 
健全な物質（栄養塩など）の循環機能の維持・ 

回復 

 
２３４人 

(8) 環境学習の推進 
 

１２８人 

(9) 情報提供、広報の充実 
 

６７人 

(10) その他 
 

１７人 

 無回答 
 

２９人 

 

 

  



118 

 

3.4

1.4

12.7

19.0

22.5

27.2

29.7

33.1

51.3

59.9

100.0

オ 環境保全活動への参加と協働のための取り組みについて 

   環境保全活動への参加と協働のための取り組みについて、「学校における環境教育・環境学

習の充実」59.9％が最も高く、次いで「行政や企業、環境保全活動団体、自治体等の連携強化」

51.3％、「生涯学習における環境教育・環境学習の充実」33.1％、「環境教育・環境学習の指導

者や環境保全活動リーダーの育成」29.7％となっている。 

図４－５ 環境保全活動への参加と協働のための取り組みについて 

  グラフ単位（％） 回答者数 

 全 体 
 

１，３６９人 

(1) 学校における環境教育・環境学習の充実 
 

８２０人 

(2) 
行政や企業、環境保全活動団体、自治体等の 

連携強化 

 
７０２人 

(3) 生涯学習における環境教育・環境学習の充実 
 

４５３人 

(4) 
環境教育・環境学習の指導者や環境保全活動 

リーダーの育成 

 
４０６人 

(5) 
環境保全活動参加のきっかけとなるような啓発

イベントの実施 

 
３７３人 

(6) 環境保全活動に関する情報提供、広報の充実 
 

３０８人 

(7) 環境保全団体や活動リーダーへの支援 
 

２６０人 

(8) 
環境保全活動団体や活動リーダー相互の連携

の強化 

 
１７４人 

(9) その他 
 

１９人 

 無回答 
 

４７人 
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５ 令和７年度県政モニターアンケート結果 

１ 調査概要 

（１）調査の目的    香川県環境基本計画をはじめ、環境に関する４つの計画（香川県環境基本計画、

香川県地球温暖化対策推進計画、香川県廃棄物処理計画、香川県みどりの基本

計画）について、次期計画策定の基礎調査の一環として、県民の環境保全に関す

る意識や取組みを把握し、計画の推進や各施策の実施に反映させるため、アンケ

ート調査を実施したものです。 

 

（２）調査名称    環境の保全、みどりの保全についてのアンケート 

 

（３）調査時期    令和７年６月９日～令和７年６月２２日 

 

（４）調査対象    県内在住の１５歳以上の県政モニター３１７名 

 

（５）調査方法    インターネット及び郵送 

 

（６）回収状況    ２５８名／３１７名＝８１．４％ 

 

（７）調査内容     

問 アンケート内容 

１～５ 環境を守り育てる地域づくりの推進について 

６～８ 脱炭素社会の実現に向けて地域とともに取り組む地球環境の保全について 

９～１０ 環境への負荷を低減させる持続可能な循環型社会の形成について 

１１～１２ 自然に親しみ、自然とともに生きる地域づくりの推進について 

１３～１４ 安全で安心して暮らせる生活環境の保全について 

１５～１７ 森林整備と森林資源循環利用の促進について 

１８～１９ 暮らしを支えるみどりの充実について 

２０ 県民総参加のみどりづくりについて 
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２ 調査結果 

〔問１〕 あなたは、この１年間で、地域で実施される環境保全活動や環境学習に参加しましたか。 

次の中から１つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

環境保全活動・環境学習ともに参加した ２１ 8.1% 

環境保全活動のみ参加した ３９ 15.1% 

環境学習会のみ参加した １０ 3.9% 

いずれも参加していないが、今後機会があれば参加したいと思っている １５７ 60.9% 

いずれも参加していないし、今後も参加したいと思わない ３１ 12.0% 

計 ２５８ 100.0% 
 

 

〔問２〕 問１で「環境保全活動・環境学習ともに参加した」以外を答えた方にお伺いします。参加して

いない理由は何ですか。次の中から３つまで選んでください。 

回答者数 ２３７ 

選択肢 回答者数 構成比 

身近なところで実施されていない １１９ ５０．２% 

環境保全活動や環境学習会に関する情報を得られない １１１ ４６．８% 

参加する時間がない １０３ ４３．５% 

一緒に参加する仲間がいない ６８ ２８．７％ 

興味のある活動やテーマの環境学習がない ５６ ２３．６％ 

団体での活動には参加したくない ２６ １１．０％ 

環境問題には興味がない １５ ６．３％ 

その他 ９ ３．８％ 
 

 

50.2%

46.8%

43.5%

28.7%

23.6%

11.0%

6.3%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

身近なところで実施されていない

環境保全活動や環境学習会に関する情報を得られない

参加する時間がない

一緒に参加する仲間がいない

興味のある活動やテーマの環境学習がない

団体での活動には参加したくない

環境問題には興味がない

その他

環境保全活動・環境学習ともに参加した 8.1%

環境保全活動のみ参加した 15.1%

環境学習会のみ参加した 3.9%
いずれも参加していないが、今後機会

があれば参加したいと思っている

60.9%

いずれも参加していないし、今後も

参加したいと思わない 12.0%
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〔問３〕 県や市町では広報誌、ホームページ、新聞やＳＮＳなどにより、環境に関する情報発信をして

いますが、現在の発信状況についてどのように感じていますか。次の中から３つまで選んでく

ださい。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

必要な情報がどこにあるのか分かりにくく、たどり着くのが難しい １２９ ５０．０％ 

日常生活の中で取り組める環境保全活動についての情報が不足している １２６ ４８．８％ 

環境保全活動や環境学習、啓発イベントの開催についての情報が不足している  ９６ ３７．２％ 

地域の環境問題についての情報が不足している ９５ ３６．８％ 

先進的な取り組みについての情報が不足している ３３ １２．８％ 

記載内容が難しく、理解しにくい ３２ １２．４％ 

必要な情報が分かりやすく発信されており、十分である ２９ １１．２％ 

環境に関する情報は必要ではない ５ １．９％ 

その他 ３ １．２％ 

 

 

  
50.0%

48.8%

37.2%

36.8%

12.8%

12.4%

11.2%

1.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

必要な情報がどこにあるのか分かりにくく、たどり着く

のが難しい

日常生活の中で取り組める環境保全活動についての情

報が不足している

環境保全活動や環境学習、啓発イベントの開催について

の情報が不足している

地域の環境問題についての情報が不足している

先進的な取り組みについての情報が不足している

記載内容が難しく、理解しにくい

必要な情報が分かりやすく発信されており、十分である

環境に関する情報は必要ではない

その他
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〔問４〕 令和６年４月以降に参加したボランティア、講演会、講習会、講座、イベント、レクリエーション

など（環境保全活動、環境学習以外も含む）について、実施することを何で知りましたか。あて

はまるものをすべて選んでください。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

県や市町の広報誌 156 60.5% 

新聞 76 29.5% 

テレビ 53 20.5% 

ホームページ 47 18.2% 

ちらし 34 13.2% 

ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、X（旧 Ｔｗｉｔｔｅｒ）、Ｙｏｕｔｕｂｅなど） 27 10.5% 

ポスター 27 10.5% 

ラジオ 20 7.8% 

その他 28 10.9% 

 

 

  

60.5%

29.5%

20.5%

18.2%

13.2%

10.5%

10.5%

7.8%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

県や市町の広報誌

新聞

テレビ

ホームページ

ちらし

ＳＮＳ（Facebook、X（旧Twitter））、YouTubeなど）

ポスター

ラジオ

その他

ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、X（旧 Ｔｗｉｔｔｅｒ）、Ｙｏｕｔｕｂｅなど） 
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〔問５〕 あなた、あるいは多くの人が環境保全活動や環境学習など環境を守り育てる地域づくりに

参加するためには何が必要だと思いますか。次の中から３つまで選んでください。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

環境保全活動や環境学習に関する情報を容易に収集できる １４８ ５７．４％ 

自治会や学校など、身近なところで環境保全活動や環境学習の機会がある １４７ ５７．０％ 

環境保全活動、環境問題について学べる機会、啓発イベントが数多く実施さ

れている 
１３６ ５２．７％ 

地域の環境問題についての情報を容易に収集できる ９８ ３８．０％ 

地域の中に、環境保全活動や環境学習のリーダーとなれる人材がいる ５６ ２１．７％ 

環境保全活動や環境学習について相談できる窓口や施設がある ５０ １９．４％ 

その他 １１ ４．３％ 
 

 

 

〔問６〕 あなたは、「脱炭素」や「地球温暖化」を意識し、二酸化炭素の排出削減に向けた行動をして

いますか。次の中から１つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

日頃から意識して行動している ８３ ３２．２％ 

ある程度は意識して行動している １２２ ４７．３％ 

ある程度は意識しているが行動していない ３８ １４．７％ 

全く意識も行動もしていない １５ ５．８％ 

計 ２５８ １００．０％ 
        

 

57.4%

57.0%

52.7%

38.0%

21.7%

19.4%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

環境保全活動や環境学習に関する情報を容易に収集できる

自治会や学校など、身近なところで環境保全活動や環境学

習の機会がある

環境保全活動、環境問題について学べる機会、啓発イベント

が数多く実施されている

地域の環境問題についての情報を容易に収集できる

地域の中に、環境保全活動や環境学習のリーダーとなれる人

材がいる

環境保全活動や環境学習について相談できる窓口や施設が

ある

その他

日頃から意識して行動している

32.2%

ある程度は意識して行動している

47.3%

ある程度は意識しているが

行動していない 14.7%

全く意識も行動もしていない 5.8%
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〔問７〕 問６で「日頃から意識して行動している」または「ある程度は意識して行動している」と答えた

方にお伺いします。あなたが行動している内容はどのような内容ですか。あてはまるものをす

べて選んでください。 

回答者数 ２０５ 

選択肢 回答者数 構成比 

不要な照明・テレビを消すなどの節電 １８７ ９１．２％ 

マイボトル・マイバッグの利用 １８５ ９０．２％ 

冷暖房温度の適切な設定などの節電 １６５ ８０．５％ 

エコドライブの実践 ７７ ３７．６％ 

通勤・買い物の際の公共交通機関や自転車の利用 ７１ ３４．６％ 

省エネ性能の高い家電への買い換え ６８ ３３．２％ 

環境性能に優れた車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド

自動車、ハイブリッド自動車）の購入または検討 
５０ ２４．４％ 

断熱性の高い住宅の選択や住宅への太陽光発電や太陽熱機器、エネファー

ムの導入 
４２ ２０．５％ 

その他 １１ ５．４％ 

 

 

91.2%

90.2%

80.5%

37.6%

34.6%

33.2%

24.4%

20.5%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

不要な照明・テレビを消すなどの節電

マイボトル・マイバッグの利用

冷暖房温度の適切な設定などの節電

エコドライブの実践

通勤・買い物の際の公共交通機関や自転車の利用

省エネ性能の高い家電への買い換え

環境性能に優れた車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグイ

ンハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車）の購入または検討

断熱性の高い住宅の選択や住宅への太陽光発電や太陽熱機

器、エネファームの導入

その他



125 

 

〔問８〕 問６で「ある程度は意識しているが行動していない」または「全く意識も行動もしていない」と

答えた方にお伺いします。 

 その理由は何ですか。次の中から１つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

日常生活の中で何を意識すべきか分からないため １１ ２０．８％ 

どのようなことに取り組めばよいか分からないため １２ ２２．６％ 

行動してもどのくらいの効果があるか分からないため １８ ３４．０％ 

特に理由はない １２ ２２．６％ 

計 ５３ １００．０％ 
 

 
 

〔問９〕 あなたが３Ｒの推進について、積極的に取り組んでいると思う内容は次のうちどれですか。

あてはまるものをすべて選んでください。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

資源ごみのリサイクルに協力している ２１０ ８１．４％ 

ごみの発生抑制や減量化に努めている ２０３ ７８．７％ 

不要となったものを捨てずに、必要とする人に譲ったり、リサイクルショップな

どに持ち込んだりしている 
１３７ ５３．１％ 

小売店などで提供される使い捨て製品（スプーン、ストロー、割りばしなど）を

受け取らないようにしている 
１２６ ４８．８％ 

リサイクル製品（再生紙やエコマーク製品など）を積極的に利用している ８３ ３２．２％ 

リユース製品（古着や中古品）を積極的に利用している ７３ ２８．３％ 

その他 １０ ３．９％ 
 

日常生活の中で何を意識すべきか分からない

ため 20.8%

どのようなことに取り組めばよいか分からない

ため 22.6%

行動してもどのくらいの効果が

あるか分からないため 34.0%

特に理由はない 22.6%

81.4%

78.7%

53.1%

48.8%

32.2%

28.3%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

資源ごみのリサイクルに協力している

ごみの発生抑制や減量化に努めている

不要となったものを捨てずに、必要とする人に譲ったり、リ

サイクルショップなどに持ち込んだりしている

小売店などで提供される使い捨て製品（スプーン、ストロー、

割りばしなど）を受け取らないようにしている

リサイクル製品（再生紙やエコマーク製品など）を積極的に利

用している

リユース製品（古着や中古品）を積極的に利用している

その他
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〔問１０〕 問９で１つでも積極的に取り組めていない選択肢があった方にお伺いします。 

その理由は何ですか。次の中から２つまで選んでください。 

回答者数 ２５５ 

選択肢 回答者数 構成比 

リユース製品やリサイクル製品に抵抗があるため ６０ ２３．５％ 

手間や時間をかけてまで取り組もうとは思わないため ５７ ２２．４％ 

どのようなことに取り組めばよいか分からないため ３６ １４．１％ 

取り組んでも効果はない（期待できない）と思うため ２３ ９．０％ 

製品を製造・販売している事業者が取り組むべきだと思うため ２０ ７．８％ 

取り組む必要はないと思うため ６ ２．４％ 

特に理由はない ５７ ２２．４％ 

その他 ８ ３．１％ 
 

 

 

〔問１１〕 あなたは、「生物多様性」について知っていますか。次の中から１つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

知っている １１５ ４４．６％ 

「生物多様性」という言葉は聞いたことがあるが内容は知らなかった ９０ ３４．９％ 

聞いたこともなく、知らなかった ５１ １９．８％ 

無回答 ２ ０．８％ 

計 ２５８ １００．０％ 
 

 

23.5%

22.4%

14.1%

9.0%

7.8%

2.4%

22.4%

3.1%

0% 10% 20% 30%

リユース製品やリサイクル製品に抵抗があるため

手間や時間をかけてまで取り組もうとは思わないため

どのようなことに取り組めばよいか分からないため

取り組んでも効果はない（期待できない）と思うため

製品を製造・販売している事業者が取り組むべきだと思う

ため

取り組む必要はないと思うため

特に理由はない

その他

知っている 44.6%

「生物多様性」という言葉は聞いたことがあるが

内容は知らなかった 34.9%

聞いたこともなく、知らなかった 19.8%
無回答 0.8%
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〔問１２〕 あなたは、生物多様性を保全するために、どのようなことが重要だと考えますか。次の中か

ら３つまで選んでください。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

外来生物による生態系への影響の防止 １６０ ６２．０％ 

自然保護地域の拡大や自然の再生 １４５ ５６．２％ 

地球温暖化の防止 １４１ ５４．７％ 

数の少ない貴重な野生動植物の保護 １２７ ４９．２％ 

生物多様性に関する普及啓発 ４６ １７．８％ 

生物多様性に関する調査研究 ４０ １５．５％ 

企業などによる生物多様性に配慮した事業活動や社会貢献活動 ３２ １２．４％ 

ＮＰＯなどによる生物多様性の保全に関する活動 ９ ３．５％ 

その他 ５ １．９％ 

 

 

 

  

62.0%

56.2%

54.7%

49.2%

17.8%

15.5%

12.4%

3.5%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

外来生物による生態系への影響の防止

自然保護地域の拡大や自然の再生

地球温暖化の防止

数の少ない貴重な野生動植物の保護

生物多様性に関する普及啓発

生物多様性に関する調査研究

企業などによる生物多様性に配慮した事業活動や社会

貢献活動

ＮＰＯなどによる生物多様性の保全に関する活動

その他
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〔問１３〕 あなたは、現在の生活環境（大気のきれいさ・水のきれいさ・騒音の少なさ）について満足し

ていますか。次の中から１つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

満足している ３７ １４．３％ 

どちらかといえば満足している １０８ ４１．９％ 

どちらともいえない ５５ ２１．３％ 

どちらかといえば不満である ４１ １５．９％ 

不満である １７ ６．６％ 

計 ２５８ １００．０％ 
 

 
 

〔問１４〕 問１３で「どちらともいえない」、「どちらかといえば不満である」または「不満である」と答え

た方にお伺いします。 

 生活環境の向上のため、今後、どのような施策が必要だと思いますか。次の中からあてはま

るものをすべて選んでください。 

回答者数 １１３ 

選択肢 回答者数 構成比 

川、ため池、海などの水質改善 ６５ ５７．５％ 

工場など事業場や自動車から出る排出ガス対策 ６２ ５４．９％ 

交通（車などの往来）による騒音・振動対策 ５６ ４９．６％ 

下水道・浄化槽の汚水処理対策 ５４ ４７．８％ 

野焼きなどの対策 ５２ ４６．０％ 

工場などの事業場から出る排水対策 ４９ ４３．４％ 

生活環境による騒音・振動対策 ３７ ３２．７％ 

建設工事による騒音・振動対策 ３１ ２７．４％ 

その他 １９ １６．８％ 
 

 

満足している 14.3%

どちらかといえば満足している

41.9%どちらともいえない

21.3%

どちらかといえば不満である

15.9%

不満である 6.6%

57.5%

54.9%

49.6%

47.8%

46.0%

43.4%

32.7%

27.4%

16.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

川、ため池、海などの水質改善

工場など事業場や自動車から出る排出ガス対策

交通（車などの往来）による騒音・振動対策

下水道・浄化槽の汚水処理対策

野焼きなどの対策

工場などの事業場から出る排水対策

生活環境による騒音・振動対策

建設工事による騒音・振動対策

その他
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〔問１５〕 あなたは、計画的に植林して育てるだけでなく、県内の森林から生産される木材を利用す

ることが、循環が保たれた健全な森林づくりにつながることを知っていますか。次の中から１

つだけ選んでください。 
 

選択肢 回答者数 構成比 

知っている １０９ ４２．２％ 

植えて育てることの意義は知っているが、県産木材を利用することが健全な

森林づくりにつながることは知らない 
１１４ ４４．２％ 

知らない ３２ １２．４％ 

無回答 ３ １．２％ 

計 ２５８ １００．０％ 
 

 
 

〔問１６〕 香川県では、県産木材（県産ヒノキなど）の認知度を高めるため、香川県産木材認証制度

により、産地・品質を認証して県産木材のブランド化を推進するとともに、県産木材製品の

PR 活動を行っています。あなたは、県産木材を見たり使ったりしたことがありますか。次の 

中から１つだけ選んでください。 

 

選択肢 回答者数 構成比 

県産木材を使ったことがある ３３ １２．８％ 

県産木材を見たことはあるが、使ったことはない ６９ ２６．７％ 

県産木材について聞いたことはあるが、見たことも使ったこともない ８８ ３４．１％ 

県産木材については聞いたこともないし、知らない ６７ ２６．０％ 

無回答 １ ０．４％ 

計 ２５８ １００．０％ 
 

 

知っている 42.2%植えて育てることの意義は知っているが、県産木材

を利用することが健全な森林づくりにつながること

は知らない 44.2%

知らない 12.4% 無回答 1.2%

県産木材を使ったことがある 12.8%

県産木材を見たことはあるが、

使ったことはない 26.7%

県産木材について聞いたことはあるが、

見たことも使ったこともない 34.1%

県産木材については聞いたこともないし、

知らない 26.0%

無回答 0.4%
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〔問１７〕 問１６で「県産木材を見たことはあるが、使ったことはない」、「県産木材について聞いたこと

はあるが、見たことも使ったこともない」または「県産木材については聞いたこともないし、知

らない」と答えた方にお伺いします。 

 県産木材について、どのような機会や情報があれば使ってみたいと思いますか。次の中か

ら２つまで選んでください。 

回答者数 ２２４ 

選択肢 回答者数 構成比 

見たり触れたりする機会 １２２ ５４．５％ 

製品の取扱店や入手方法などの情報  ９５ ４２．４％ 

価格についての情報  ８３ ３７．１％ 

補助・助成制度についての情報  ６９ ３０．８％ 

強度など品質や性能についての情報  ４７ ２１．０％ 

その他 ６ ２．７％ 
 

 

 

〔問１８〕 香川県のみどり（森林・公園など）について、満足していますか。次の中から１つだけ選んで

ください。 
        

選択肢 回答者数 構成比 

満足している ３８ １４．７％ 

どちらかといえば満足している １２０ ４６．５％ 

どちらともいえない ７２ ２７．９％ 

どちらかといえば不満である ２２ ８．５％ 

不満である ６ ２．３％ 

計 ２５８ １００．０％ 
 

 

54.5%

42.4%

37.1%

30.8%

21.0%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

見たり触れたりする機会

製品の取扱店や入手方法などの情報

価格についての情報

補助・助成制度についての情報

強度など品質や性能についての情報

その他

満足している 14.7%

どちらかといえば満足している 46.5%どちらともいえない 27.9%

どちらかといえば不満である 8.5%

不満である 2.3%
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〔問１９〕 あなたが、香川県のみどり（森林・公園など）の充実に向け、県が行う次の施策のうち期待

するものをすべて選んでください。 

回答者数 ２５８ 

選択肢 回答者数 構成比 

自然公園などの優れた自然環境の保全 １７０ ６５．９％ 

街の中などにある身近な公園の整備 １６７ ６４．７％ 

病害虫や野生鳥獣、外来種による被害の対策 １６２ ６２．８％ 

森林の無秩序な開発の防止 １３５ ５２．３％ 

山地災害防止対策 １３１ ５０．８％ 

公共施設や民間施設の緑化（建物の緑化や遊休地の芝生化など） １２７ ４９．２％ 

森林公園など郊外にある規模の大きい公園の整備 １１３ ４３．８％ 

その他 １７ ６．６％ 

 

 

 

  

65.9%

64.7%

62.8%

52.3%

50.8%

49.2%

43.8%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自然公園などの優れた自然環境の保全

街の中などにある身近な公園の整備

病害虫や野生鳥獣、外来種による被害の対策

森林の無秩序な開発の防止

山地災害防止対策

公共施設や民間施設の緑化（建物の緑化や遊休地の

芝生化など）

森林公園など郊外にある規模の大きい公園の整備

その他
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〔問２０〕 あなたは、森林ボランティア活動に関心がありますか。また、参加したいと思いますか。次の

中から１つだけ選んでください。 

        

選択肢 回答者数 構成比 

関心があり、参加している ６ ２．３％ 

関心があり、参加したいが、ボランティア活動がいつ、どこで開催されている

か分からないなど、きっかけがないため、今は参加していない 
５７ ２２．１％ 

関心があり、参加したいが、育児や仕事などで忙しいため、今は参加していない  ５４ ２０．９％ 

関心があり、参加したいが、年齢や健康上の理由で今は参加していない ４３ １６．７％ 

関心があり、参加したいが、今は参加していない（特に理由はない） ３２ １２．４％ 

関心があり、参加したいが、その他の理由により、今は参加していない ７ ２．７％ 

関心がなく、参加したくない ３８ １４．７％ 

どちらでもない １９ ７．４％ 

無回答 ２ ０．８％ 

計 ２５８ １００．０％ 

 

 

 

  

関心があり、参加して

いる 2.3%

関心があり、参加したいが、ボランティア

活動がいつ、どこで開催されているか分

からないなど、きっかけがないため、今は

参加していない 22.1%

関心があり、参加したいが、育児や仕事

などで忙しいため、今は参加していない

20.9%

関心があり、参加したいが、年齢や健康上の

理由で今は参加していない, 16.7%

関心があり、参加したいが、今は参加

していない（特に理由はない）

12.4%

関心があり、参加したいが、その他の理由

により、今は参加していない 2.7%

関心がなく、参加したくない 14.7%

どちらでもない 7.4%

無回答 0.8%
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６ 計画策定の経緯 

年  月  日 内  容 

令和６年５月２８日 

～令和６年６月１９日 
県政世論調査（調査項目：環境施策について） 

令和７年１月１４日 
知事から香川県環境審議会に諮問 

 ・香川県環境基本計画の策定について 

令和７年１月１４日 
香川県環境審議会から香川県環境審議会計画部会に付託 

 ・香川県環境基本計画の策定について 

令和７年２月６日 
第５４回 香川県環境審議会 計画部会 

 ・次期計画の策定方針について審議 

令和７年５月２７日 
第５５回 香川県環境審議会 計画部会 

 ・次期計画の基本目標及び施策体系について審議 

令和７年６月９日 

～令和７年６月２２日 

県政モニターアンケート 

（調査項目：環境保全に関する意識や取組みについて） 

令和７年８月２７日 
第５６回 香川県環境審議会 計画部会 

 ・計画の骨子（案）について審議 

令和７年９月 
令和７年９月定例県議会 

 ・計画の骨子（案）を報告 

令和７年１０月３１日 
第５７回 香川県環境審議会 計画部会 

 ・計画（素案）について審議 

令和７年１１月 
令和７年１１月定例県議会 

 ・計画（素案）を報告 

令和７年１２月５日 

～令和８年１月５日 

パブリック・コメント（意見公募）の実施 

 ・計画（素案）について意見募集 

令和８年１月 
第５８回 香川県環境審議会 計画部会 （書面開催） 

 ・計画（案）について審議 

令和８年１月２８日 
香川県環境審議会から知事に答申 

 ・香川県環境基本計画の策定について 

令和８年２月 

令和８年２月定例県議会 

 ・香川県行政に係る基本計画の議決等に関する条例に基づき、 

香川県環境基本計画（案）を議案提出 

 ・令和８年３月１６日議決 
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７ 香川県環境審議会委員名簿 

諮問日（令和７年１月１４日）から答申日（令和８年１月２８日）まで 

氏  名 職  名 

 ○ 一色 玲子 香川大学教育学部准教授 

  伊藤 文紀 香川大学農学部教授 

  奥村 栄朗 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 

 ○ 片山 仁子 おたがいさま高松代表 

 ○ 川上 り彩 香川県公立小・中学校女性校長会会長 （～令和７年５月１９日） 

 ○ 宮武 和代 香川県公立小・中学校女性校長会会長 （令和７年５月２０日～） 

  川南 勉 日本野鳥の会香川県支部長 

  木村 昭代 香川県薬剤師会副会長 

 ○ 久保 月 株式会社ｔａｏ．代表取締役 

 ○ 久米川 啓 香川県医師会会長 

  小林 剛 香川大学農学部准教授 

  齋藤 正人 香川県公衆浴場業生活衛生同業組合副理事長 

  寒川 昌彦 香川県漁業協同組合連合会常務理事 

会長代理  末永 慶寛 香川大学副学長/創造工学部教授 

 ○ 十河 久美子 ＪＡ香川県女性部副部長 

 ○ 谷川 俊博 香川県町村会会長（宇多津町長） 

  常川 真由美 環境省四国環境パートナーシップオフィス 所長 

  寺尾 徹 香川大学教育学部教授 

 ○ 寺林 優 香川大学創造工学部教授 

  土手 美恵 ＮＰＯ法人どんぐりネットワーク副会長 

 ○ 中橋 惠美子 香川県各種女性団体協議会会長 （～令和７年５月３０日） 

 ○ 冨山 清江 香川県各種女性団体協議会会長 （令和７年５月３１日～） 

 ○ 原 直行 香川大学副学長/経済学部教授 

  平尾 智広 香川大学医学部教授 

  藤田 幸治 一般社団法人香川県猟友会会長 

 ○ 藤本 智子 弁護士 

会長 ◎ 増田  拓朗 香川大学名誉教授 

  道久 工 香川県森林組合連合会代表理事専務 

  宮脇 典子 香川県ＰＴＡ連絡協議会監事 

  山下 昭史 香川県市長会会長（三豊市長）   （～令和７年４月２３日） 

  佐伯 明浩 香川県市長会会長（観音寺市長） （令和７年４月２４日～） 

 ○ 吉田 英子 香川県商工会議所女性会連合会副会長 

◎は計画部会長、○は計画部会委員                            計２９名（５０音順） 
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                                                                                                        この冊子は古紙配合率100％

再生紙を使用しています。


